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島 根 労 働 局 職 業 安 定 部 
公共職業安定所(ハローワーク) 



事業主の皆様へ 
 

 新規学校卒業者の採用は、事業主の皆様にとってきわめて重要なことであると同時に、

新規学校卒業者本人にとっても学校生活から新たに職業生活に入る人生の大きな転機で

あり、御家族の皆様にとっても重要なことがらです。 

 また、島根県では、県内の若年者の進学、就職による県外への流出が続いていることも

あり、県内企業の人材確保は重要な課題となっています。 

 このため、公共職業安定所では、関係機関と連携して、県内企業に対して早期の求人提

出や詳細な職場情報の提供を働きかけるとともに、学校と協力した職業教育を通じて、本

人の適性と能力に最もふさわしい職業が選ばれるよう努めています。 

 事業主の皆様におかれましては、新規学校卒業者が明るい希望を持ち職業人としてスタ

ートができるよう、適正かつ積極的な採用計画を樹立され、早期に求人を申し込みいただ

きますとともに、国籍、性別、同和関係者、障害者、定時制・通信制課程等を理由に就職

の機会が失われることのないよう就職の機会均等を保障いただき、併せて本人の適性・能

力に基づいた選考を実施していただきますよう格別の御配慮をお願いいたします。  

 

令和８年３月   

島根労働局職業安定部長  永沢 みずき  

 

 

 

事業主の皆様へのお願い  

 

○ 採用計画は早めに立て、できるだけ早く求人手続をしてください。 

  中学及び高校卒業予定者を対象とした求人のハローワークでの受付日は、６月１日です。

高校生への求人票の公開は、７月１日から始まります。できるだけ、６月３０日まで

には求人申込みをしていただき、生徒がより的確に応募先を選択できるようご理解・

ご協力をお願いします。なお、求人は求人者マイページからの申込みをご利用くださ

い。 

○ 応募期間、試験日は明確に、採否結果は速やかに通知してください。 

  高校生の応募は、原則１社ずつ行われます。採否結果通知が遅くなると、不合格だ

った場合、その後の生徒の就職活動に悪影響が出ます。 

 

○ 採用の状況は速やかにハローワークへご連絡ください。 

  求人はインターネットなどを通じて、学校や学生・生徒へ提供しています。 

   ハローワークでは、各企業の求人充足状況を定期的に把握し、未充足事業所や就職未内定

者へのあっせんを強化することとしています。
 

 

  

  

県県内内公公共共職職業業安安定定所所のの一一覧覧表表  
ご相談・問い合わせ等にご利用ください 

 

公共職業安定所（ハローワーク） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名   称 所  在  地 電   話 

松   江 〒690-0841  松江市向島町 134-10 松江地方合同庁舎 2F 0852-22-8609 

松江新卒応援 

ハローワーク 
〒690-0003  松江市朝日町 478-18 松江テルサ 3F 0852-28-8609 

隠岐の島出張所 〒685-0016  隠岐郡隠岐の島町城北町 55 08512-2-0161 

安来出張所 〒692-0011  安来市安来町 903-1 0854-22-2545 

浜   田 〒697-0027  浜田市殿町 21-6 0855-22-8609 

川本出張所 〒696-0001  邑智郡川本町川本 301-2 0855-72-0385 

出   雲 〒693-0023  出雲市塩冶有原町 1-59 0853-21-8609 

益   田 〒698-0027  益田市あけぼの東町 4-6 0856-22-8609 

雲   南 〒699-1311  雲南市木次町里方 514-2 0854-42-0751 

石 見 大 田  〒694-0064  大田市大田町大田ロ 1182-1 0854-82-8609 

― 58 ―



   
 

目     次 

 

 

■ 新規学校卒業者の採用に向けた日程等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

■ 学校別求人手続きフローチャート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

■ 新規学校卒業者の採用にあたりご確認いただきたい事項・・・・・・・・・・・・４ 

■ 新規学校卒業者（中学・高校）を対象とする求人活動・・・・・・・・・・・・・６ 

■ ２０２７年３月新規学校卒業者の採用手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

    １ 新規中学校卒業者 

    ２ 新規高等学校等卒業者（特別支援学校を含む。） 

      新規高等学校等卒業者の募集・採用活動に関するフローチャート 

    ３ 新規大学等卒業者 

    ４ 高等技術校修了者 

    ５ 島根県立農林大学校卒業者 

 

【 募集・採用活動に使用する様式 】 ・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

■ 高卒用 

(求人票/応募前職場見学実施予定表/履歴書/調査書)・・・・・・・・・・・・・17 

■ 大学等用 

(求人票/履歴書/自己紹介書) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

■ 厚生労働省履歴書様式例（参考）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 

 

【 募集・採用活動における留意点 】 

■ 採用選考時に配慮すべき事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 

■ 男女均等な採用選考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 

■ 障害者差別の禁止及び合理的配慮の提供義務・・・・・・・・・・・・・・・・・33 

■ 新規学校卒業者の採用内定取消し又は入職時期繰下げの防止・・・・・・・・・・34 

■ 障害者の雇用促進のための援助制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 

■ 2026(令和８)年度卒業・修了予定者等 等の就職・採用活動に関する要請 について・・37 

 

【 参考資料 】 

■ 若者の募集・採用等に関する指針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53 

■ 学生の職業選択の自由を侵害する｢オワハラ｣は行わないでください!!・・・・・・55 

■  学卒賃金情報（中学・高校・短大・大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・57 

■  県内公共職業安定所の一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 

 



― 1 ―

 
中学・高校卒業者を対象とする求人は、すべて、事業所を管轄するハローワークへ提出してください。 
また、大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校（以下「大学等」という。）卒業者を対象とする

求人は、大学等へ直接申込むとともに、ハローワークへも提出するようお願いします。 

    新新規規学学校校卒卒業業者者のの採採用用にに向向けけたた日日程程等等  

 
  
求求人人受受理理（（受受付付））、、推推薦薦（（紹紹介介））、、選選考考開開始始等等のの時時期期はは、、次次ののととおおりりでですす。。  

 
学校別 

項 目 
中   学 高   校 

大学・短大・高専 
専修学校・能開校 

求人受理（受付） 
ハローワークで受理 

６月１日以降 

ハローワークで受理 
（ 受 付 ） 

６月１日以降 

ハローワーク及び 

大学等で受理 

２月１日以降 

大学等求人票の学生 

へ の 展 示 ・ 公 開 
  

ハローワークで受理し

た求人は４月１日以降 

（大学等で受理した求人は、 

 大学等の自主的判断） 

求人票の返戻、 推薦 
依頼高校への送付 

 ７月１日以降  

推薦（紹介）開始 １月１日以降 
推薦文書の到着 
９月５日以降 

学校推薦は原則として 
６月１日以降 

選 考 開 始 １月 10 日以降 ９月 16 日以降  

採 用 内 定 １月 10 日以降 ９月 16 日以降 
正式内定 

10 月１日以降 

求 人 充 足 連 絡 ◎ 求人募集の定員に達した場合は、速やかにハローワークへ連絡 

就業開始（実習、講
習 を 含 む 。 ） 

４月１日以降 卒 業 後  

（注）１ 専修学校（専門課程）の卒業予定者及び公共職業能力開発施設の職業訓練（高卒対象の 

２年以上の職業訓練）の修了予定者については、大学・短大・高専と同様に取扱います。 

２ 高校以外の求人票の事業主控えは、求人受理時に返戻します。 

３ 詳しくは、〈学校別求人手続き〉フローチャート（３頁）及び〈2027 年３月新規学校卒業

者の採用手続き〉（８～14 頁）をご確認ください。 

  

 

 

  

  

    採採用用計計画画をを早早目目にに立立てて、、早早期期のの求求人人手手続続ききををおお願願いいししまますす。。 
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１１　　大大学学等等卒卒業業予予定定者者

　　４４月月～～ 　　１１００月月～～

　　※２）採用選考活動：一定の基準に照らして学生を選抜することを目的とした活動。

２２　　高高等等学学校校等等卒卒業業予予定定者者

　　※１）広報活動：採用を目的とした情報を学生に対して発信する活動。採用のための実質的な選考とならない活動。

(参考）

　　７７月月～～　　１１月月～～

２２００２２６６年年度度（（２２００２２７７年年３３月月））卒卒業業予予定定者者ににつついいててはは、、ハハロローーワワーーククででのの求求人人受受付付がが前前年年度度とと同同様様にに６６
月月１１日日以以降降開開始始ととななりりまますす。。

３３年年次次

２２００２２６６

年年度度卒卒 広広 報報 活活 動動 ※※１１ 採採用用選選考考活活動動 ※※２２ 正正式式内内定定

２２００２２６６年年度度（（２２００２２７７年年３３月月））卒卒業業・・修修了了予予定定者者ににつついいててはは、、前前年年度度とと同同様様

・・広広報報活活動動はは、、卒卒業業・・修修了了年年度度にに入入るる直直前前のの３３月月１１日日以以降降にに開開始始、、

・・そそのの後後のの採採用用選選考考活活動動はは、、卒卒業業・・修修了了年年度度のの６６月月１１日日以以降降にに開開始始ととななりりまますす。。

６月１日

４４年年次次

６月１日

ハハ
ロロ
ーー
ワワ
ーー
クク
でで
のの
求求
人人
受受
付付
開開
始始

７月１日

事事
業業
所所
がが
学学
校校
にに
求求
人人
提提
出出
開開
始始

９月５日 ９月１６日

校校内内選選考考

会会社社見見学学

学学

校校

推推

薦薦

開開

始始

選選

考考

・・

内内
定定
開開
始始

３月１日 １０月１日

２２００２２６６

年年度度卒卒
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２
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フフ
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チチ

  
ャャ
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 （
注
）
１
．
求
人
申
込
み
に
当
っ
て
は
、
求
人
内
容
を
把
握
し
て
い
る
方
が
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。 （

必
要
に
応
じ
て
、
就
業
規
則
な
ど
の
提
出
を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
）

 
２
．
新
規
高
等
学
校
卒
業
者
・
新
規
大
学
等
卒
業
者
を
対
象
と
す
る
求
人
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
上
で
求
人
者
マ
イ
ペ
ー
ジ

を
開
設
し
、
マ
イ
ペ
ー
ジ
の
求
人
仮
登
録
機
能
を
利
用
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。
 

３
．
各
大
学
等
へ
の
求
人
申
込
み
は
、
各
大
学
等
の
所
定
手
続
き
に
従
い
行
っ
て
く
だ
さ
い
。 （

求
人
受
理
及
び
公
開
時
期
は
、
大
学
等
の
自
主
判
断
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
）

 
 
 
 
な
お
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
受
理

し
た
大
学
等
の
求
人
は
、

4
月

1
日
以
降
の
公
開
と
な
り
ま
す
。

 

中 学 求 人  高 校 求 人  求 人  

 

専  修  学  校  等  

大 学 ・ 短 大 ・ 高 専  

求
人
申
込
書
（
高
卒
）
を
使
用

 

求
人
申
込
書
（
大
卒
等
）
を
使
用

 

６
月
１
日
以
降
に
事
業
所
管
轄
 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
申
込
む
。
 

（
代
表
者
印
は
不
要
）
 

２
月
１
日
以
降
に
事
業
所
管
轄
 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
申
込
む
。
 

（
代
表
者
印
は
不
要
）
 

中
卒
用
求
人
票
を
使
用

 
（

茶
色
印
刷
）
B
4
版
 

６
月
１
日
以
降
に
事
業
所
管
轄
 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
申
込
む
。
 

（
代
表
者
印
は
不
要
）
 

求
人

票
に

受
理

印
を

押
印

し
、

（
写
）
を
返
戻
し
ま
す
。

 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
受
付
・
入
力
し

た

求
人
票
（
写
）
に
確
認
印
を
押

印
し
、

７
月
１
日
以
降
に
返
戻
し
ま

す
。
 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
受
付
・
入
力
し

、

求
人
票
（
写
）
を
返
戻
し
ま
す
。

 

受
理

し
た

求
人
票

は
、
希

望
に
よ

り
ハ
ロ

ー
ワ
ー

ク
イ
ン

タ
ー
ネ

ッ
ト
サ

ー
ビ
ス

で
広
く

全
国
に

公
開

す

る
ほ
か
、
松
江
テ
ル
サ
内
の
松
江
新
卒
応
援
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
や
各
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
学
生
に
提
供
し
ま
す
。
 

管
轄

外
の

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

へ
連

絡
が

必
要

な
求

人
は

、
管

轄
安

定
所

か
ら
 

７
月
１
日
以
降
に
送
付
し
ま
す
。
 

返
戻
し
た
求
人
票
の
（
写
）
を
作
成
し
、

推
薦

を
依

頼
す

る
学

校
等

へ
送

付
す

る
。

（
持
参
し
て
も
よ
い
。
）
 

１
 

２
 

３
 

４
 

受
理
し
た
求
人
票
は
、
希
望
に
よ
り
全
国
の
高
等
学
校
進
路
指
導
教
諭
に
対
し
て
高
卒
就
職
情
報
Ｗ
Ｅ
Ｂ

提
供
サ
ー
ビ
ス
で
７
月
１
日
以
降
か
ら
公
開
す
る
ほ
か
、
各
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
高
校
生
に
提
供
し
ま
す
。

 

返
戻
し
た
求
人
票
の
（
写
）
を
作
成
し
、

推
薦
を
依
頼

す
る
大
学
等
へ

送
付
す
る
。

（
持
参
し
て
も
よ
い
。
）
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〈〈新新規規学学校校卒卒業業者者のの採採用用ににああたたりりごご確確認認いいたただだききたたいい事事項項〉〉  
  

  事業主の皆さまには、新規学校卒業者を採用する際、以下の内容や関係法令などを参考に、適正

な募集・採用に努めていただくようお願いいたします。 

 

１ 適正な募集・採用計画の立案 

①①  募募集集・・採採用用計計画画のの立立案案ににああたたっっててはは、、毎毎年年のの募募集集・・採採用用数数がが大大ききくく変変更更ししなないいよようう、、入入職職後後

のの人人材材育育成成等等雇雇用用管管理理面面ににもも配配慮慮ししつつつつ、、中中長長期期的的なな人人事事計計画画ななどどにに基基づづいいてて、、必必要要なな人人材材をを

真真にに必必要要ななだだけけ採採用用ししててくくだだささいい。。  

②②   当当該該年年度度のの具具体体的的なな募募集集・・採採用用計計画画のの立立案案ににああたたりり、、中中長長期期的的なな人人事事計計画画等等のの下下、、企企業業のの人人

員員構構成成、、職職場場ににおおけけるる要要員員のの過過不不足足のの状状態態等等をを十十分分見見極極めめたた上上でで、、募募集集・・採採用用計計画画数数をを決決定定しし

ててくくだだささいい。。  

③③   募募集集・・採採用用人人数数のの計計画画決決定定ににああたたりり、、「「若若干干名名」」、、「「○○○○人人以以内内」」ななどど不不明明確確なな表表現現、、実実際際のの

採採用用計計画画をを超超ええたた人人数数にによよるる募募集集ななどどはは避避けけ、、採採用用人人数数をを明明確確ににししててくくだだささいい。。 

 
２ 募集・採用活動  

①①   募募集集・・採採用用活活動動をを実実施施すするるににああたたりり、、多多くくのの学学生生・・生生徒徒にに募募集集・・採採用用のの周周知知をを図図りり、、広広くく応応募募

のの機機会会がが確確保保さされれるるよようう配配慮慮すするるととととももにに、、職職務務内内容容、、労労働働条条件件等等求求人人内内容容のの情情報報をを正正確確にに学学

生生・・生生徒徒にに提提供供ししててくくだだささいい（（労労働働条条件件をを明明示示ししててくくだだささいい））。。  

②②   採採用用選選考考をを行行ううににああたたっっててはは、、学学生生・・生生徒徒のの適適性性、、能能力力にに基基づづきき適適正正にに実実施施ししててくくだだささいい。。  

③③   募募集集・・採採用用活活動動をを実実施施すするるににああたたっっててはは、、学学生生・・生生徒徒のの就就職職活活動動のの無無秩秩序序化化にによよるる重重複複内内定定がが

誘誘発発さされれなないいたためめににもも、、定定めめらられれたた採採用用選選考考開開始始のの期期日日をを遵遵守守すするる等等秩秩序序をを保保っっててくくだだささいい。。  

④④   募募集集のの中中止止又又はは募募集集人人員員のの削削減減をを行行おおううととすするる場場合合ににはは、、ああららかかじじめめ公公共共職職業業安安定定所所へへ通通知知

ししててくくだだささいい。。  

      たただだしし、、大大学学、、短短大大、、高高等等専専門門学学校校、、専専修修学学校校、、公公共共職職業業能能力力開開発発施施設設及及びび職職業業能能力力開開発発大大

学学校校をを新新たたにに卒卒業業ししよよううととすするる者者にに係係るる募募集集人人員員のの削削減減にに係係るる通通知知はは、、ここれれららのの募募集集人人員員のの合合

計計をを、、当当初初のの募募集集人人員員のの合合計計よよりり 3300 人人以以上上かかつつ３３割割以以上上減減じじよよううととすするる場場合合ののみみととななりりまますす。。  

※※  高高校校生生ににつついいててはは、、おおおおむむねね７７月月頃頃ままででににはは学学校校やや保保護護者者とともも相相談談ししてて応応募募先先をを決決めめてていいまま

すす。。ままたた、、特特にに一一人人のの生生徒徒がが一一社社ののみみにに応応募募すするる期期間間はは、、募募集集のの中中止止やや募募集集人人員員のの削削減減ががああっっ

たた場場合合ににはは急急ききょょ新新たたなな応応募募先先をを探探すすここととににななりり、、生生徒徒側側はは大大ききなな負負担担をを強強いいらられれまますす。。  

ここううししたたここととかからら、、万万一一、、募募集集のの中中止止等等がが避避けけらられれなないい事事態態ににななっったた場場合合ににはは、、直直ちちにに求求人人

をを提提出出ししたた安安定定所所やや求求人人をを提提供供ししたた高高校校ななどど関関係係機機関関にに連連絡絡ししててくくだだささいい。。 
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３ 採用内定 

①①   採採用用内内定定をを行行うう際際はは、、確確実実なな採採用用のの見見直直ししにに基基づづいいてて、、採採否否のの結結果果をを明明確確にに伝伝ええててくくだだささいい。。  

②②     採採用用のの時時期期やや採採用用条条件件、、採採用用内内定定取取消消事事由由ななどどはは、、文文書書でで明明示示ししててくくだだささいい。。ままたた、、学学校校なな

どどのの卒卒業業がが採採用用条条件件ととななるる場場合合はは、、内内定定時時にに明明示示ししててくくだだささいい。。  

③③   採採用用内内定定者者ににつついいてて労労働働契契約約がが成成立立ししたたとと認認めめらられれるる場場合合ににはは、、客客観観的的にに合合理理的的なな理理由由なな

くく、、社社会会通通念念上上相相当当ででああるるとと認認めめらられれなないい採採用用内内定定のの取取消消ししはは無無効効ととななりりまますすののでで、、十十分分ににごご

留留意意くくだだささいい。。  

 

４ 採用内定取消し等の防止（若者の募集・採用等に関する指針より） 

①①   労労働働契契約約がが成成立立ししたたとと認認めめらられれるる場場合合ににはは、、客客観観的的にに合合理理的的なな理理由由をを欠欠きき、、社社会会通通念念上上相相当当

ででああるるとと認認めめらられれなないい採採用用内内定定取取消消ししはは無無効効ととさされれるるここととにに十十分分にに留留意意しし、、採採用用内内定定取取消消ししをを

防防止止すするるたためめ、、最最大大限限のの経経営営努努力力ななどどをを行行ううこことと。。ややむむをを得得なないい事事情情にによよりり採採用用内内定定取取消消ししなな

どどをを行行うう場場合合ににはは、、就就職職先先のの確確保保ににつついいてて最最大大限限のの努努力力をを行行ううこことと。。  

②②   採採用用内内定定ままたたはは採採用用内内々々定定とと引引きき替替ええにに、、他他のの事事業業主主にに対対すするる就就職職活活動動をを取取りりややめめるるよようう強強

要要すするるここととななどどのの職職業業選選択択のの自自由由をを妨妨げげるる行行為為ななどどはは、、青青少少年年にに対対すするる公公平平・・公公正正なな就就職職機機会会

のの提提供供のの観観点点かからら行行わわなないいこことと。。  

③③   労労働働契契約約がが成成立立ししたたとと認認めめらられれるる場場合合ににはは、、採採用用内内定定者者にに対対ししてて、、自自由由なな意意思思決決定定をを妨妨げげるる

よよううなな内内定定辞辞退退のの勧勧奨奨はは、、違違法法なな権権利利侵侵害害にに当当たたるるおおそそれれががああるるここととかからら行行わわなないいこことと。。  

 

 ※その他 53、54 頁「若者の募集・採用等に関する指針」をご参照ください。 
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〈〈新新規規学学校校卒卒業業者者（（中中学学・・高高校校））をを対対象象ととすするる求求人人活活動動〉〉  

  
１１  求求人人活活動動のの強強化化  

新規学校卒業者を確保するためには、県外企業との競争を踏まえ、採用計画を早めに立てていただ

くなど、積極的な求人活動を展開していただく必要があります。 

求人活動は、学校やハローワークにあっせんを依頼することだけではありません。企業の積極的な

広報活動も大切です。 

 

(1) 受入体制の整備 

ア 雇用条件の向上 

県外求人に比べ賃金など格差がみられます。初任給の引き上げだけでなく、賃金体系を整備する

など、新規学校卒業者に将来の生活設計が描けるようにしてください。 

イ 職場環境の整備充実 

明るい職場、危険のない職場、活気のある職場等、青少年労働者にふさわしい職場づくりに配意

してください。 

ウ 福利厚生施設等の整備 

教養、文化、運動、娯楽、宿舎その他必要に応じて施設を整備し、余暇の有効活用等にも配意し

てください。 

エ きめ細かい労務管理 

青少年労働者の心理を理解し、愛情をもって計画的に育成するなど、温かい労務管理に配意して

ください。 

新規学校卒業者の定着は、企業の評価につながり、次の募集・採用につながります。 

(2) 採用計画の早期樹立 

生徒への求人票の公開は、７月１日からスタートします。生徒の職業選択に効果的なものとなる

よう、できるだけ６月３０日までに求人手続きをしてください。 

(3) 求人要項（企業案内等ＰＲ資料）の作成 

求人要項は、求人票の記載内容を補完し、事業所の事業内容や特徴等についての理解を深めさせ

るためのもので、学生・生徒に対する効果的な広報手段です。 

求人要項は、求人票の記載内容と矛盾し、あるいは誇大な表現のものでない限り自由に作成でき

ますが、利用上の便宜等のため次の点にご留意ください。 

ア 規格及び形式は、Ａ４版・縦長・左とじとしてください。 

イ 表紙の右上部に管轄ハローワーク名及び求人受付番号を明示してください。 

ウ 送付先は、ハローワーク又は学校とし、７月１日以降とします。 

案外知られていないのが地元企業です。できるだけ配付するようにしてください。 
なお、求人票及び求人要項以外の募集に関する印刷物をハローワーク又は学校へ送付しないよう

にしてください。 
  

  



― 7 ―

- 7 - 
 

２２  求求人人活活動動ののルルーールル  

求人者の求人活動については、基本的には自主的な活動を尊重することとしていますが、新規学校

卒業者の求人活動が無秩序に行われますと、学校教育に支障を及ぼすばかりでなく、生徒の適正な職

業選択を阻害する要因にもなりますので、次のルールに従って公正な求人活動を行ってください。  

 
（1）家庭訪問の禁止 

求人者又はその委託を受けた者が、直接家庭訪問し、求人活動を行うことはできません。 
（2）利益供与の禁止 

求人者又はその委託を受けた者が、新規学校卒業者、保護者、その他の関係者に対し、金品又は

利便の供与を行うことはできません。 
（3）文書募集等に関する規制 

新聞広告、放送等による求人広告は、次の点にご留意ください。 

 

ア  中学校卒業者を対象とする文書募集等はできません。  

イ  高校卒業者を対象とする文書募集等は、７月１日以降としてください。 

ただし、次の条件を満たす場合に限ります。 

（ア）ハローワークの確認を受けた求人であること。 

（イ）管轄ハローワーク名、求人受付番号を掲載すること。 

（ウ）求人票の記載内容と異なる内容のものでないこと。 

（エ）応募の受付は、学校又はハローワークを通じて行うこと。 

 

（4）学校訪問に関する規制 

求人者又はその委託を受けた者が行う求人活動としての学学校校訪訪問問はは、、７７月月１１日日前前及及びび求求人人申申込込みみ

前前はは禁禁止止されています。また、訪問する場合は、①職務の内容等求人内容について、求人票記載事

項の補足説明を行う場合、②採用、雇用管理の方針等求人票に記載できない事項についての説明を

行う場合など、職業指導上必要と認められる場合に限られます。ハローワークへ求人申込み後、学学

校校のの事事前前のの了了解解をを得得てて行ってください。 

なお、次のことにご留意ください。 

 

ア 学校業務が行われているときに訪問すること。 

イ 昼食時及び 17 時以降の学校訪問並びに同一求人者の再三にわたる学校訪問は行わ

ないこと。 

 

（5）就職支度金等の規制 

採用決定者に対して就職支度金や物品等を支給する場合は、赴任に必要な最小限度のものとして

ください。  

 

〈〈22002277 年年３３月月新新規規学学校校卒卒業業者者のの採採用用手手続続きき〉〉  
  

■ 求人の申込みにあたっては、就職者が職場でその能力を十分に発揮できるよう、受入体制が整備さ

れていることはもちろんですが、仕事の内容や労働条件等が明確で適正なものでなければなりません。 

■ 求人票は、求人者と求職者の雇用関係を成立させるための労働条件を明示する書類です。求職者に

わかりやすく、採用時に実施できる内容のものでなくてはなりません。 

  求人票の記載内容と採用時の条件が異なることがないようお願いします。 

■ 採用基準に適合するすべての人が応募できる原則を確立していただき、特定の人を排除することな

くすべての新規学校卒業者に就職の機会を与えるよう配慮してください。 
 

１１  新新規規中中学学校校卒卒業業者者  

（1）求人申込手続 

ア 求人の受理は、６月１日以降、事業所を管轄するハローワーク（以下「管轄ハローワーク」と

いう。）で行います。 

イ 中卒用求人票を作成し管轄ハローワークへ提出してください。 

ウ 管轄ハローワーク以外の地域から就職希望者が見込まれる場合には、７月１日以降、管轄ハロ

ーワークから中学校を管轄するハローワークへ求人連絡を行います。 

 

 

○ 求人申込みは、人事権（採用権）のある事業所単位で行ってください。 

○ 求人票は、職種ごとに作成してください。 

○ 求人数は、必ず採用できる人数としてください。 

○ 求人条件は、入社時に必ず実施できる内容としてください。 

○ 求人申込み後、求人数又は求人条件等に変更が生じると、職業相談や進路指導に支障をき

たすことになりますので、極力回避してください。 

やむを得ず変更する必要がある場合には、あらかじめ管轄ハローワークへご相談くださ

い。（募集の中止・募集人員の削減、入職時期の繰下げ、採用内定取消しを行おうとする場

合には、あらかじめハローワークに通知する必要があります。） 

 

 

 

（2）紹介及び選考 

ア 紹介は、１月１日以降で、ハローワークから紹介状と応募書類を送付します。 

イ 選考の開始は、原則として１月１日以降ですが、本県においては学校の冬季休校の関係から

１月１０日以降です。 

なお、隠隠岐岐のの島島出出張張所所管管内内にに限限りり、冬季の天候の関係から紹介及び選考の開始は１２月１日

以降です。 
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〈〈22002277 年年３３月月新新規規学学校校卒卒業業者者のの採採用用手手続続きき〉〉  
  

■ 求人の申込みにあたっては、就職者が職場でその能力を十分に発揮できるよう、受入体制が整備さ

れていることはもちろんですが、仕事の内容や労働条件等が明確で適正なものでなければなりません。 

■ 求人票は、求人者と求職者の雇用関係を成立させるための労働条件を明示する書類です。求職者に

わかりやすく、採用時に実施できる内容のものでなくてはなりません。 

  求人票の記載内容と採用時の条件が異なることがないようお願いします。 

■ 採用基準に適合するすべての人が応募できる原則を確立していただき、特定の人を排除することな

くすべての新規学校卒業者に就職の機会を与えるよう配慮してください。 
 

１１  新新規規中中学学校校卒卒業業者者  

（1）求人申込手続 

ア 求人の受理は、６月１日以降、事業所を管轄するハローワーク（以下「管轄ハローワーク」と

いう。）で行います。 

イ 中卒用求人票を作成し管轄ハローワークへ提出してください。 

ウ 管轄ハローワーク以外の地域から就職希望者が見込まれる場合には、７月１日以降、管轄ハロ

ーワークから中学校を管轄するハローワークへ求人連絡を行います。 

 

 

○ 求人申込みは、人事権（採用権）のある事業所単位で行ってください。 

○ 求人票は、職種ごとに作成してください。 

○ 求人数は、必ず採用できる人数としてください。 

○ 求人条件は、入社時に必ず実施できる内容としてください。 

○ 求人申込み後、求人数又は求人条件等に変更が生じると、職業相談や進路指導に支障をき

たすことになりますので、極力回避してください。 

やむを得ず変更する必要がある場合には、あらかじめ管轄ハローワークへご相談くださ

い。（募集の中止・募集人員の削減、入職時期の繰下げ、採用内定取消しを行おうとする場

合には、あらかじめハローワークに通知する必要があります。） 

 

 

 

（2）紹介及び選考 

ア 紹介は、１月１日以降で、ハローワークから紹介状と応募書類を送付します。 

イ 選考の開始は、原則として１月１日以降ですが、本県においては学校の冬季休校の関係から

１月１０日以降です。 

なお、隠隠岐岐のの島島出出張張所所管管内内にに限限りり、冬季の天候の関係から紹介及び選考の開始は１２月１日

以降です。 
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（3）採否の決定 

採否の決定は、速やかに（できるだけ選考後１週間以内に）行ってください。 

採否結果通知書（紹介状に添付）をハローワークへ送付するとともに、中学校及び応募者（中学

校を通じて）に対して、必ず、文書により通知してください。 

なお、不採用の場合は、必ず、応募書類をハローワークへ返戻してください。 

  

（4）管轄ハローワーク以外の地域から中学校卒業者を受け入れる場合には、管轄ハローワーク及び中

学校を管轄するハローワークに対して、採否決定後に受入計画の連絡を、赴任後に赴任受入の報告を

適宜の方法で行ってください。 

  

（5）就業開始期日 

就業開始（実習、講習を含む。）の時期は、４月１日以降です。 

 

２２  新新規規高高等等学学校校等等卒卒業業者者（（特特別別支支援援学学校校をを含含むむ。。））  

（1）求人申込手続 

ア 求人の受理（受付）は、６月１日以降、管轄ハローワークで行います。 

     直接、高等学校等へ提出された場合、高等学校では受理できません。 

     イ 求人申込書（高卒）を作成していただく方法、もしくはハローワークインターネットサービ

スから求求人人者者ママイイペペーージジをを開開設設しし、、求求人人仮仮登登録録機機能能をを利利用用すするる方方法法ののいいずずれれかかにより管轄ハロ

ーワークへ提出してください。 

なお、「高卒就職情報ＷＥＢ提供サービス」（10 頁参照）において、求人申込書（高卒）記入

例、求人者マイページの開設方法についてご案内しています。 

 

○ 求人申込みは、人事権（採用権）のある事業所単位で行ってください。 

○ 求人申込書は、職種ごとに作成してください。 

○ 求人数は、高卒者枠として必ず採用できる人数としてください。 

○ 求人条件は、入社時に必ず実施できる内容としてください。 

○ 求人申込み後、求人数又は求人条件等に変更が生じると、職業相談や進路指導に支障を

きたすことになりますので、極力回避してください。 

やむを得ず変更する必要がある場合には、あらかじめ管轄ハローワークへご相談くださ

い。（募集の中止・募集人員の削減、入職時期の繰下げ、採用内定取消しを行おうとする場

合には、あらかじめハローワーク及び学校等の長に通知する必要があります。） 

○ 求人受付時に「履歴書の作成方法」について確認をさせていただきます。求人票の５補足 

事項・特記事項欄に履歴書の作成方法について、「パソコン作成可、手書き、どちらでも可」   

のいずれかを記載してください。 

 なお、応募書類の作成方法によって採用選考の有利不利が生じることのないようお願い 

します。 

 

 

ウ ハローワークで受け付けた高卒用求人票は、７月１日以降、確認印を押印して返戻します。 

エ ハローワークの確認印のある高卒用求人票の写しを推薦依頼を行う高等学校をはじめ求人情

報を提供したい学校へ送付してください。 

＜求人者マイページから求人を申し込まれた場合について＞ 

＊上記エのとおり、ハローワークの確認印のある求人票の写しを高校へ持参または送付してくだ

さい。 

＊高卒求人の内容変更や取消しは、マイページからは行えません。必ずハローワークへご連絡く

ださい。 

 

■ 応募・推薦スケジュールに沿った 高等学校等への「早期求人提出」が重要です。 

できる限り、６月３０日までに求人手続きを行ってください。 

○ 応募・推薦スケジュール例（代表的な例であり高等学校等により異なります。） 

７月１日 ～ 高等学校等での求人受付開始 

７月初旬 ～ 生徒への求人情報の提供 

（夏季休校） 

        ７月下旬 ～ 三者面談（生徒・保護者・学校） 

        ８月中旬 ～ 応募先最終決定、応募・推薦書類の作成 

９月５日 ～ 応募・推薦開始（求人者への推薦文書の到着） 

 

オ 厚生労働省では、「高卒就職情報ＷＥＢ提供サービス」によりインターネットを通じて全国の

高等学校に求人情報を提供しています。 

このシステムの利用によって、求人票を送付していない高等学校等から応募希望者がある場

合もあります。求人票を送付していないからという理由で拒否せずに、選考対象としていただ

くようお願いします。 

なお、インターネットでの求人公開を希望しない場合は、管轄ハローワークへお申し出ください。 

 

高等学校等（特別支援学校を含む。）への求人申込に当たっては、広く多くの生徒に応募の機

会が与えられるようお願いします。 

    特に、分校や定時制課程・通信制課程及び特別支援学校にも多くの就職希望者がいますので、

こうした学校の生徒たちにも応募の機会が与えられるようお願いします。 

 

なお、求人活動にお役立ていただくため、県内をはじめ全国の高等学校の状況をインターネッ

トにより提供していますので活用ください。 

 ※「高卒就職情報ＷＥＢ提供サービス」（https://koukou.gakusei.hellowork.mhlw.go.jp/）

のホームページから「学校便覧」をご確認ください。 

 

 

☆☆広広くく、、多多くくのの生生徒徒にに応応募募機機会会をを  
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■ 応募・推薦スケジュールに沿った 高等学校等への「早期求人提出」が重要です。 

できる限り、６月３０日までに求人手続きを行ってください。 

○ 応募・推薦スケジュール例（代表的な例であり高等学校等により異なります。） 

７月１日 ～ 高等学校等での求人受付開始 

７月初旬 ～ 生徒への求人情報の提供 

（夏季休校） 

        ７月下旬 ～ 三者面談（生徒・保護者・学校） 
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９月５日 ～ 応募・推薦開始（求人者への推薦文書の到着） 

 

オ 厚生労働省では、「高卒就職情報ＷＥＢ提供サービス」によりインターネットを通じて全国の

高等学校に求人情報を提供しています。 

このシステムの利用によって、求人票を送付していない高等学校等から応募希望者がある場

合もあります。求人票を送付していないからという理由で拒否せずに、選考対象としていただ

くようお願いします。 

なお、インターネットでの求人公開を希望しない場合は、管轄ハローワークへお申し出ください。 

 

高等学校等（特別支援学校を含む。）への求人申込に当たっては、広く多くの生徒に応募の機

会が与えられるようお願いします。 

    特に、分校や定時制課程・通信制課程及び特別支援学校にも多くの就職希望者がいますので、

こうした学校の生徒たちにも応募の機会が与えられるようお願いします。 

 

なお、求人活動にお役立ていただくため、県内をはじめ全国の高等学校の状況をインターネッ

トにより提供していますので活用ください。 

 ※「高卒就職情報ＷＥＢ提供サービス」（https://koukou.gakusei.hellowork.mhlw.go.jp/）

のホームページから「学校便覧」をご確認ください。 

 

 

☆☆広広くく、、多多くくのの生生徒徒にに応応募募機機会会をを  
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（2）応募前職場見学 

ア 応募前職場見学は、生徒が応募・推薦前に求人事業所の職場や仕事内容の理解を深めること

で、適切な職業選択や事前の理解不足による就職後の早期離職の防止につながるため、積極的

に実施してください。 

イ 応募前職場見学の実施にあたっては、管轄ハローワーク及び高等学校へ高卒用求人票を提出

する際に、応募前職場見学実施予定表（19 頁）を添付してください。但し、随時受入れが可能

な場合は、添付の必要はありません。 

ウ 職場見学を希望する生徒がある場合には、高等学校が依頼します。 

エ 応募前職場見学が事前の採用選考の場とならないよう、次の事項についてご留意をお願いし

ます。 

 

○ 高等学校等及び生徒に対して、職場見学の依頼書以外、応募書類をはじめとして書類の提

出を求めないでください。 

○ 生徒に対して、採用選考に直接つながる質問をしたり、内定と受け取られるような発言を

しないようにしてください。 

○ 生徒との会話において、「本籍・出生地」や「家族」に関することなど「就職差別につなが

るおそれのある、１４事項（27～29 頁）に関わる質問をしないようにしてください。 

 

 

（3）推薦（紹介）及び選考   

ア 推薦（紹介）の開始は、９月５日以降（推薦文書の到着）です。 

イ 推薦（紹介）は、原則として高等学校が行います。 

紹介状に全国高等学校統一用紙（20、21 頁の履歴書及び調査書）を添えて送付します。 

ウ 選考の開始は、９月 16 日以降です。（Ｗｅｂ筆記試験等も含む）応募書類の送付を受けた場

合は、速やかに選考日時を高等学校等へ通知し、速やかに選考を実施してください。 

エ Ｗｅｂ面接を予定する場合は、学校側の準備を要するため、応募後早期に利用ツール等の案

内や日程の打合せを行ってください。 

オ 採否の決定は、速やかに（できるだけ選考後１週間以内に）行ってください。 

高等学校及び応募者（高等学校を通じて）に、必ず、文書により通知してください。 

なお、不採用の場合は、必ず、応募書類を高等学校等へ返戻してください。 

 

■ 応募書類到着後、選考時期や採否決定が遅れると、不採用となった場合、生徒の就職機会

が失われることもあるため、ご留意ください。 

 

（4）就業開始日 

就業開始（実習、講習を含む。）の時期は、卒業後です。 
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　　　　不適切でないかをチェックし

９９月月　　５５日日

企企業業

　　⑩・⑪選考開始及び内定開始 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ９９月月１１６６日日

②求人申込書の確認
求人票の返戻

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

　　③学校へ求人票送付及び学校訪問 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ７７月月　　１１日日

　　⑧応募企業へ応募（推薦）書類提出 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

新新規規高高等等学学校校等等卒卒業業者者のの募募集集・・採採用用活活動動にに関関すするるフフロローーチチャャーートト

（６月１日以降）
①求人申込

６６月月　　１１日日

⑫充足報告

　　　　確認印を押して返戻

　【採採用用選選考考等等開開始始期期日日】

　　①管轄ハローワークに求人申込

高高等等学学校校
（（進進路路相相談談担担当当））
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　　　　労働関係法令に照らす等
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３３  新新規規大大学学等等卒卒業業者者  

新規大学等（大学、短期大学、高等専門学校）卒業者の職業紹介は、主として大学等において行

いますが、ハローワーク及び新卒応援ハローワークでも職業紹介を行うほか、その他の就職支援機

関においても企業情報の提供など就職活動を支援しています。 

  なお、新規専修学校卒業者（専門課程）及び公共職業能力開発施設の職業訓練（高卒対象の 2 年

以上の職業訓練）修了者も、新規大学等卒業者と同様に取り扱います。 

  このほか、新規大学等卒業者を対象とする採用活動にあたっては、「令和８年度大学、短期大学及

び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（申合せ）」及び「2026(令和８)年度卒業・修

了予定者等の就職・採用活動に関する要請について」（37～50 頁）にご留意ください。 

   

 

「大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（申合せ）」に定めら

れた事項の主なものは、次のとおりです。 

１ 採用選考活動早期開始の自粛 

（１）広報活動の開始時期は、卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降とする。 

（２）大学等は、卒業・修了前年度３月１日より前に、学内及び学外で企業等が実施する「企業

説明会」に対して会場提供や協力を行わない。 

卒業・修了前年度の３月１日以降、「企業説明会」を大学等の協力の下に実施する場合は、

参加の有無がその後の選考に影響しないことを学生に対して明示する。 

（３）学校推薦は、原則として卒業・修了年度の６月１日以降とする。 

（４）選考活動の開始時期は、卒業・修了年度の６月１日以降とする。 

２ 採用内定日の遵守 

  正式な採用内定日は、卒業・修了年度の 10 月１日以降とする。 

 

 

（1）求人申込み手続き 

ア 求人の受理は、大学等並びに管轄ハローワークにおいて行います。 

  大学等での求人の受理・公開の時期は、「申合せ」により各大学等の自主判断とされています。

大学等への求人申込は、各大学等の所定の手続きに従い行ってください。 

イ 管轄ハローワークへの求人申込みは、２月１日以降開始します。大学等求人申込書を作成し

管轄ハローワークへ提出してください。 

なお、専修学校のうち高等課程を対象とする求人は、高卒用求人票を使用してください。 

また、ハローワークインターネットサービス上で求人者マイページを開設し、マイページの

求人仮登録機能を利用することもできます、詳しくはハローワークへお問い合わせください。 

ウ ハローワークで受け付けた大卒等求人票は４月１日以降、松江新卒応援ハローワークほかハ

ローワーク及び「「ハハロローーワワーーククイインンタターーネネッットトササーービビスス」」により全国で公開します。 

 



― 14 ―
 
 

 

○ 求人申込みは、人事権（採用権）のある事業所単位で行ってください。 

○ 求人票は、職種ごとに作成してください。 

○ 求人数は、必ず採用できる人数としてください。 

○ 求人条件は、入社時に必ず実施できる内容としてください。 

○ 求人申込み後、求人数又は求人条件等に変更が生じると、学生の円滑な就職の妨げと

なるため、極力回避してください。 

やむを得ず変更する必要がある場合には、あらかじめ管轄ハローワークへご相談くだ

さい。（募集の中止・募集人員の削減、入職時期の繰下げ、採用内定取消しを行おうと

する場合には、あらかじめハローワーク及び学校等の長に通知する必要があります。） 

 

   

（2）学校推薦開始 

 学校推薦は、原則として６月１日以降です。 

 応募書類は、大学等の所定書類とし、所定の応募書類がない場合には、新規大学等卒業予定者

用標準的事項の参考例（24 頁）、または、厚生労働省履歴書様式例（25 頁）を活用してください。 

 就職差別につながる恐れのある項目を含む「会社指定書類（エントリーシートを含む。）」、「戸

籍謄（抄）本」、「住民票」等の提出を求めないようにしてください。 

 

（3）正式内定開始 

 正式内定日は、10 月１日以降です。 

※ 10 月１日以降卒業までの期間の内定式への高校生の参加については、学校の授業・行事に

ついて御配慮ください。 

 

４４  高高等等技技術術校校修修了了者者  

島根県立高等技術校では、新卒者等を対象とした職業訓練を実施しています。 

訓練修了者を対象とする求人申込みや紹介は、ハローワーク及び高等技術校で行います。高卒対

象の２年訓練を除き、ハローワークへの求人申込みは、一般求人申込書により行ってください。 

なお、高卒対象の２年訓練は大学等卒業者と同様の取扱いとなります。 

詳しくは、管轄ハローワークへお問い合わせください。 

 

５５  島島根根県県立立農農林林大大学学校校卒卒業業者者  

島根県立農林大学校では、卒業者を対象とする求人申込みの受付や企業への紹介は農林大学校で

行っています。 

詳しくは、農林大学校へお問い合わせください。 

なお、ハローワークへの求人申込みは一般求人申込書により行ってください。 
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募集・採用活動に使用する様式 

 

 

■■  高高卒卒用用  

 求人票（高卒）                         17、18 頁 

 応募前職場見学実施予定表                      19 頁 

 全国高等学校統一用紙（履歴書・調査書）             20、21 頁 

 

■■  大大卒卒用用  

 求人票（大卒等）                        22、23 頁 

 新規高等学校等卒業予定者用標準的事項の参考例（履歴書・自己紹介書） 24 頁 

 

■■  参参考考  

 厚生労働省履歴書様式例（履歴書）                  25 頁 



- 45 - 
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１ ７月～９月の実施予定日 

 

○ ７月～９月までの実施予定日全てに １ のように印をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 10月以降の実施予定日 

 

○ 該当する項目に印（✔）を入れ、特定予定日に実施する場合は特定予定日を記入し

てください。 

  □ 予定なし 

  □ 随時 

  □ 特定予定日 

 

３ その他 

     事業所連絡先    

 

 

（ 事 業 所 名 ）               

（連絡先担当部署）               

（連絡先担当者）                

 
１  ２  ３  ４  ５  ６  ７ 

８  ９  10  11  12  13  14 

15  16  17  18  19  20  21 

22  23  24  25  26  27  28 

29  30  31 

７月  
１  ２  ３  ４  ５  ６  ７ 

８  ９  10  11  12  13  14 

15  16  17  18  19  20  21 

22  23  24  25  26  27  28 

29  30  31 

８月  
１  ２  ３  ４  ５  ６  ７ 

８  ９  10  11  12  13  14 

15  16  17  18  19  20  21 

22  23  24  25  26  27  28 

29  30   

９月 

担当者氏名             

電話番号           ＦＡＸ            

※安定所記入欄：求人番号 

別紙 
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０
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1,100ハローワーク商事 株式会社

ハローワークショウジカブシキガイシャ

配送員

不問

33010-000000

平成28年4月1日

3 3 0 1 - 0 0 0 0 0 0 - 0

〒700-8611

岡山市北区下石井１－４－１

ＪＲ岡山駅 徒歩 10分

086-801-5103 086-801-4526

hello-shouji@hello.co.jp

http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/代表取締役 伊藤 修

昭和

30年
2,000万円

100 40 60

正社員 1

食料品の卸売 創業以来、順調に業績を伸ばしています。

景気に左右されない安定した会社です。

なし

6時00分 15時00分 あり 10

60

毎月 月末 毎月 5日 翌月払い

交替制

180,000

営業 5,000

1億円

食料品をデパート・スーパーに配送していただきます。

使用車両：１．５トン冷凍車（パワーゲート付）
ル ー ト：倉敷配送センターは、岡山市内、倉敷

市内、総社市内（１５店舗）
津山営業所は、津山市内、美作市内、
真庭市内（１２店舗）

販路拡大のため、取引のないデパートやスーパー
に営業していただくことがあります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

あり

ハローワーク商事㈱倉敷配送センター
倉敷市笹沖1378-1

ＪＲ倉敷駅 下車徒歩 25分

津山営業所
津山市山下9-6

8時00分 17時00分

日給 日給 日給 日給 日給

170,000 160,000 160,000 160,000

5,000 5,000 5,000 5,000

203,000 192,000 181,000 181,000 181,000

２０日勤務で計算

固定残業 18,000 17,000 16,000 16,00016,000

− 36−
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※試用期間の有無：有・無 ⇒有の場合の期間：３か月

試用期間中の条件の変更の有無：有・無

・勤務場所

ご本人の希望により倉敷配送センター又は津山

営業所となります。

・固定残業手当（時間外労働の有無にかかわらず、

12.8時間分の時間外手当として18,000円を支給）

・12.8時間分を超える時間外労働分についての割増

賃金は追加で支給。

会社カレンダーによる

実費（上限あり） 可
費用負担

なし

2 2.50

1 4.00

他

毎週

125

あり

あり

あり 65歳まで

あり

なし

6月1日 以降随時

卒業後概ね 3年以内

企画総務部長

岡山 晴太

086-801-4526

soumu-jinji@hello.co.jp

あり

・福利厚生

年１回社員旅行あり（昨年度実績：韓国）

男女別休憩室、シャワールームあり

一律 60歳

なし

40,000

あり

あり

あり

20日

10日

0日

なし

なし

あり

あり

6月1日 以降随時

事業所所在地に同じ

事業所所在地

086-801-5104

おかやま はれた 平成25年度

平成26年度

平成27年度

− 37−
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募集・採用活動における留意点 



― 27 ―
 

〈〈採採用用選選考考時時にに配配慮慮すすべべきき事事項項〉〉  
 
 

「就職」は、一人の人間にとって、生活の安定や社会参加を通じての生きがい等、生きていくう

えで極めて重要な意義をもっているものであり、人生を左右しかねない重大な決定にかかわるもの

です。 
 わが国の憲法において、「職業選択の自由」を基本的人権の一つとしてすべての国民にこれを保

障しているのも、このような趣旨に基づくものです。 
 一方、雇用主にも、採用方針・採用基準・採否の決定など、「採用の自由」が認められています。

しかし、「採用の自由」は、応募者の基本的人権を侵してまで認められているわけではありません。

採用選考に当たっては、何よりも「人を人としてみる」人権尊重の精神、すなわち、応募者の基本

的人権を尊重することが重要です。  
 このため、「職業選択の自由」を実現するためには、不合理な理由で就職の機会が制限されない、

誰でも自由に自分の適性・能力に応じた職業が選べるという「就職の機会均等」が成立しなければ

なりません。 
これを実現するためには、雇用する側が応募者に広く門戸を開いた上で、本人の適性・能力のみ

を基準とした差別のない合理的な基準による「公正な採用選考」を行っていただくことが求められ

ます。 
 事業主の皆様におかれましては、採用計画をはじめ、求人（募集）活動、選考基準、選考方法、

採否決定及び採用後の配置等について、過去の慣習や経験にとらわれることなく、「就職の機会均

等」の保障を阻害していないか十分に点検され、次の「採用選考時に配慮すべき事項」に留意し、

応応募募者者のの適適性性とと能能力力ののみみをを基基準準ととししたた採採用用選選考考をを実実施施していただくようお願いします。 
また、学生・生徒は未来に向けての成長期にあり、将来への可能性を有していることに充分に配

慮するとともに、受験する学生・生徒の立場を十分理解のうえ実施いただくようお願いします。 

 
 

  

  

採採 用用 選選 考考 時時 にに 配配 慮慮 すす べべ きき 事事 項項  

～就職差別につながるおそれがある１４事項～ 

  
次の①～⑪の事項を、応募用紙（エントリーシートやアンケートを含む。）に記載させる・面接時に

おいて尋ねる・作文の題材とするなどによって把握することや、⑫～⑭を実施することは、就職差別に

つながるおそれがあります。 

採用選考に当たっては、これらの事項を「聞かない」「書かせない」「調べない」とともに、他の質問

に関連して応募者から話させることのないよう留意してください。 
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（本人に責任のない事項の把握） 

  ① 「本籍・出生地」に関すること 

  ② 「家族」に関すること（職業・続柄・健康・病歴・地位・学歴・収入・資産など） 

  ③ 「住宅状況」に関すること（間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など） 

④ 「生活環境・家庭環境など」に関すること 

（本来自由であるべき事項（思想・信条にかかわること）の把握） 

⑤ 「宗教」に関すること 

   ⑥ 「支持政党」に関すること 

   ⑦ 「人生観・生活信条など」に関すること 

   ⑧ 「尊敬する人物」に関すること 

   ⑨ 「思想」に関すること 

   ⑩ 「労働組合（加入状況や活動歴など）」、「学生運動など社会運動」に関すること 

   ⑪ 「購読新聞・雑誌・愛読書など」に関すること 

       「最近読んだ本は何ですか」、「どのような本に興味がありますか」、「印象に残った本は 

ありますか」、「好きな作家は誰ですか」などの質問は、愛読書の把握につながる可能性が

あり、不適切な質問となります。 

       また、選挙権が１８歳以上に引き下げられたことから、採用面接の際に「選挙に行きま

したか」、「有権者として選挙に参加することをどう思いますか」などの質問は、本来自由

であるべき「思想や信条にかかわることの把握」につながる可能性が高く、不適切な質問

となります。 

（採用選考の方法） 

   ⑫ 「身元調査など」の実施 

⑬ 「本人の適性・能力に関係のない事項を含んだ応募書類」の使用  

応募書類は、中学は職業相談票（乙）を、高校は統一用紙（20・21 頁の様式）を使用し、

事業所独自の「応募書類（アンケートを含む。）」は一切使用しないでください。 

また、大学等については、〈新規大学等卒業予定者用標準的事項の参考例〉（25 頁）、また

は、〈厚生労働省履歴書様式例〉（31 頁）を参考として活用ください。 

⑭ 「合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断」の実施 

労働安全衛生規則第 43 条に「雇入時の健康診断」が規定されていることを理由に、採用

選考時において、一律に血液検査等の「健康診断」を実施する（「健康診断書の提出」を求

める）事例が見受けられます。 

しかし、この「雇入時の健康診断」は、常時使用する労働者を雇い入れた際における適正

配置、入職後の健康管理に役立てるために実施するものであって、採用選考時に実施するこ

とを義務づけたものではなく、また、応募者の採否を決定するものでもありません。 

採用選考時における血液検査等の「健康診断」は、応募者の適性と能力を判断するうえで

必要のない事項を把握する可能性があり、結果として、就職差別につながるおそれがありま

す。 

従って、採用選考時における「健康診断」は、その必要性を慎重に検討し、応募者の適性
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と能力を判断する上で真に必要である場合を除いて実施しないようお願いします。 

なお、真に必要な場合であっても、求人票に明示するとともに、応募者に対して検査内容

とその必要性についてあらかじめ十分な説明を行った上で実施してください。 

 

一方で、業種や職種によっては、採用選考時に募集業種・職種に対する適性があるかどう

かを判断するため、健康診断を含め、健康状態を確認する必要があるものもあります。以下

はその一例と考え方ですが、健康状態を確認する場合であっても、本人にその必要性を説明

し、本人の同意を得た上で確認することが求められます。また、業務とは関係のない項目が

記された健康診断書の提出は求めないようお願いします。 

 

■運転・配送業務で求人募集する際、失神等の発作が生じないか確認 

（考え方） 

配送業務であれば事故を未然に防ぐため、失神等安全運転に支障をきたすような発作

等の有無を確認することは、合理的・客観的な必要性があると考えられます。 

そのような場合であっても、単に病名のみで判断するのではなく、発作の程度・状況

（薬の服用で発作が抑えられるているか等）で判断する必要があります。 

 

■アトピー性皮膚炎などアレルギー症状を確認 

（考え方） 

食品関連会社の製造工程で、直接アレルギーのある食品に触れることによってアトピ

ー性皮膚炎などの症状を発症することを未然に防止するため、製造工程で使用してい

る食品に対するアレルギーを確認することは合理的・客観的な必要性があると考えら

れます。 

そのような場合であっても、手袋等で直接触れなければ症状が出ないことも想定され

ますので、真に必要な範囲内で確認する必要があります。 

なお、採用後の適正配置のためアレルギーを確認することは、雇入時の健康診断等に

より把握すべきことであり、採用選考時に確認することに合理性はありません。 

また、アトピー性皮膚炎をはじめとするアレルギー疾患を理由に採用しない経験があ

る企業は、応募者の職務に対する適性・能力だけで採否を判断するようお願いします。 
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〈〈男男 女女 均均 等等 なな 採採 用用 選選 考考〉〉  
 

全ての人に職業選択の自由が保障されており、企業は従業員の採用に当たって、一定のルール

に沿って採用選考を行うことが求められております。男女均等な募集・採用というのもそのルー

ルの一つです。 

男女雇用機会均等法（以下「均等法」という）では、募集及び採用における性別による差別を

禁止し、男女均等な取り扱いを求めています（均等法第５条）。 

また、業務上の必要性など、合理的な理由がない場合に、募集・採用において、労働者の身長・

体重・体力を要件とすること、転居を伴う転勤に応じることを要件とすることは、間接差別とし

て禁止されています。（均等法第 7条）。 

企業において、従業員の募集・採用に関わる全ての方が、均等法及び同法の指針をご理解いた

だき、男女差別のない公平な採用選考活動にお取り組みください。 

 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

 

 

（（性性別別をを理理由由ととすするる差差別別のの禁禁止止））  

第第５５条条  事事業業主主はは、、労労働働者者のの募募集集及及びび採採用用ににつついいてて、、そそのの性性別別ににかかかかわわりりななくく均均等等なな機機会会  

をを与与ええななけけれればばななららなないい。。  

 

 均等法第 5 条では、①採用計画及び募集、②情報提供、③会社説明会及びセミナーの実施、④

採用試験、⑤選考及び内定者の決定までの募集及び採用の全過程において、男女で異なる取扱い

をすることは、原則として禁止されています。 

禁止される差別の具体的内容は、次ページのとおりです。 

なお、差別に該当するか否かの判断は、同一の雇用管理区分ごとに行います。 

 

 
  
「「募募集集」」ととはは  

労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者 
となることを勧誘することのほか、ハローワーク又は職業紹介事業者（高等学校、大学等も該当します。）へ

の求人の申込みが含まれます。 
  
「「採採用用」」ととはは  
 労働契約を締結することをいい、応募の受付、採用のための選考等募集を除く労働契約の締結に至るまで 
の一連の手続きが含まれます。 
  
「「雇雇用用管管理理区区分分」」ととはは  

   職種が異なるとか、資格が異なるといったことではなく、その区分ごとに制度的に異なる処遇や職務内容

となっているものをいいます。 

   例えば、営業職と事務職などのように職種が異なっていても、その会社では労働者に様々な職を経験させ同

一基準で処遇しているなど、職種による雇用管理上の取扱いの違いがない場合には、企業全体で一つの雇用管

理区分となります。一方、職種別に処遇の基準が異なるなど、雇用管理上の取扱いが違う場合には、それぞれ

の職種ごとに一つの雇用管理区分とみなされます。 
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違 

法 

【募集・採用において禁止される間接差別の具体的な内容】 
 

 

① 募集・採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること。 
 

（例） ・ 事務員の募集要件を身長 160㎝以上、かつ体重 55kg以上の者とする。 

・ 荷物の運搬員の採用にあたって、握力を 30kg以上の者とする。 

 
② 労働者の募集若しくは採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることが 

できることを要件とすること。 

 

（例） ・ 総合職の募集または採用に際し、要件に転居を伴う転勤に応じることができる者 

のみが対象となっている。 

 
 
★合理的な理由がないとして考えられる例 

上記①…○当該業務の遂行上、特に要しないにもかかわらず体重等の要件をかける。 

上記②…○広域にわたり展開する支店等はあるが、長期間にわたり、転居を伴う転勤の実態がほと

んどない場合。 

      

 

法違反とならない場合 

 

○ 過去の女性労働者に対する取扱い等が原因で職場に事実上生じている男女間の格差を
是正して、男女の均等な機会・待遇を実質的に確保するために、事業主が、女性のみを対象と
するまたは女性を有利に取り扱う措置(ポジティブ・アクション)は、法違反とはなりません(均
等法第８条)。 

 事実上生じている男女間の格差とは、男性労働者と比較して、一定の雇用管理区分において、

女性労働者の割合が４割を下回っている場合であれば、格差が存在していると判断されます。 

 女性のみを対象とする、または女性を有利に取り扱う措置を講じるには、これまでの慣行や固

定的な男女の役割分担意識が原因で生じている格差を改善する目的であることが必要です。 

 業務の正常な遂行上指針で定められた、一方の性であってもよい職務も、性別を限定して募

集・採用することは法違反とはなりません。 

○ 労働基準法上、女性の就業が制限されている業務も、男性のみ限定して募集・採用すること 
は法違反とはなりません。 

 

 

➡ 間
接
差
別 

（

均
等
法
第
７
条）

 

★
合
理
的
な
理
由
が
な
い
場
合 

〈お問い合わせ先〉 島根労働局雇用環境・均等室 
          〒690-0841  

松江市向島町 134 番地 10 松江地方合同庁舎５階 
電話 0852-31-1161 

 

令和８年 10月１日から、求職者等（就職活動中の学生やインターンシップ生等）に対する

セクシュアルハラスメントを防止するための雇用管理上の必要な措置を講じることが事業主

の義務となります。 

 事業主が講ずべき具体的な措置の内容は、①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

（例：面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくこと等）、②相談体制の整備・周知、

③発生後の迅速かつ適切な対応（例：相談への対応、被害者への謝罪等）です。 

 就職活動中の学生等に対するセクシュアルハラスメント防止のための対応の徹底をお願い

いたします。 
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違 

法 

【募集・採用において禁止される性別による差別の具体的な内容】 
－「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、  

            
事業主が適切に対処するための指針」（以下、「指針」という。）より－  

 
①募集・採用の対象から男女のいずれかを排除すること。 

（例）・一定の職種や雇用形態について、男性は正社員、女性はパートとして募集する。 

・男女をともに募集の対象としているが、男性の応募があった場合、受け付けない。 

 ・派遣元事業主が、一定の職種について派遣労働者になろうとする者を登録させるに当た

って、その対象を男女のいずれかのみとする。 

 

②募集・採用の条件を男女で異なるものとすること。 

（例）・女性についてのみ、自宅通勤できることを条件として募集する。 

・男性にのみ茶髪不可と募集する。 

 

③採用選考において、能力・資質の有無等を判断する方法や基準について男女 
で異なる取扱いをすること。 

（例）・合格の基準を男女で異なるものとする。 

・男性のみに筆記試験を実施する。 

・採用面接に際して、女性のみに結婚の予定の有無、子供が生まれた場合のことを質問 

する。 
 

④募集・採用に当たって男女のいずれかを優先すること。 

（例）・男性４人、女性４人と男女別の採用人員を示して募集する。 

・男性の選考を終了した後で女性を選考する。 

・男性が採用できなかった場合にのみ、女性を選考する。
 

 

 
⑤求人の内容の説明等情報の提供について、男女で異なる取扱いをすること。

 

 （例）・会社概要や募集要項を男性には詳細な内容を送るが、女性には簡素なものを送る。

 ・会社説明会やセミナーを男女別々の日又は別々の会場で行う。

 ・エントリーシートを男性又は女性の一方の性だけに送る。

 

 

★ 注意：（例）で、男女を入れ替えた場合も該当します。 
 

  

（ 性別以外の事由を要件とする措置 ） 

第７条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であって労働 

者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の 

比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措 

置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質 

に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の 

状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な 

理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。 

 

均等法第 7条では、募集及び採用において性別以外の事由を要件とする場合でも、業務上の

必要性など合理的理由がない場合は、間接差別として禁止されています。 

 

募
集
及
び
採
用 

（

均
等
法
第
５
条）

 

➡ 
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違 

法 
【募集・採用において禁止される間接差別の具体的な内容】 
 

 

① 募集・採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること。 
 

（例） ・ 事務員の募集要件を身長 160㎝以上、かつ体重 55kg以上の者とする。 

・ 荷物の運搬員の採用にあたって、握力を 30kg以上の者とする。 

 
② 労働者の募集若しくは採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることが 

できることを要件とすること。 

 

（例） ・ 総合職の募集または採用に際し、要件に転居を伴う転勤に応じることができる者 

のみが対象となっている。 

 
 
★合理的な理由がないとして考えられる例 

上記①…○当該業務の遂行上、特に要しないにもかかわらず体重等の要件をかける。 

上記②…○広域にわたり展開する支店等はあるが、長期間にわたり、転居を伴う転勤の実態がほと

んどない場合。 

      

 

法違反とならない場合 

 

○ 過去の女性労働者に対する取扱い等が原因で職場に事実上生じている男女間の格差を
是正して、男女の均等な機会・待遇を実質的に確保するために、事業主が、女性のみを対象と
するまたは女性を有利に取り扱う措置(ポジティブ・アクション)は、法違反とはなりません(均
等法第８条)。 

 事実上生じている男女間の格差とは、男性労働者と比較して、一定の雇用管理区分において、

女性労働者の割合が４割を下回っている場合であれば、格差が存在していると判断されます。 

 女性のみを対象とする、または女性を有利に取り扱う措置を講じるには、これまでの慣行や固

定的な男女の役割分担意識が原因で生じている格差を改善する目的であることが必要です。 

 業務の正常な遂行上指針で定められた、一方の性であってもよい職務も、性別を限定して募

集・採用することは法違反とはなりません。 

○ 労働基準法上、女性の就業が制限されている業務も、男性のみ限定して募集・採用すること 
は法違反とはなりません。 

 

 

➡ 間
接
差
別 

（

均
等
法
第
７
条）

 

★
合
理
的
な
理
由
が
な
い
場
合 

〈お問い合わせ先〉 島根労働局雇用環境・均等室 
          〒690-0841  

松江市向島町 134 番地 10 松江地方合同庁舎５階 
電話 0852-31-1161 

 

令和８年 10月１日から、求職者等（就職活動中の学生やインターンシップ生等）に対する

セクシュアルハラスメントを防止するための雇用管理上の必要な措置を講じることが事業主

の義務となります。 

 事業主が講ずべき具体的な措置の内容は、①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

（例：面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくこと等）、②相談体制の整備・周知、

③発生後の迅速かつ適切な対応（例：相談への対応、被害者への謝罪等）です。 

 就職活動中の学生等に対するセクシュアルハラスメント防止のための対応の徹底をお願い

いたします。 
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<<障障害害者者差差別別のの禁禁止止及及びび合合理理的的配配慮慮のの提提供供義義務務>>  

 

改正障害者雇用促進法（平成 28 年４月１日施行）では、すべての事業主に対して、雇用の分野に

おいて、障害者に対する差別を禁止し、合理的配慮を提供することを義務付けています。 

１ 障害者差別禁止 
 

障害者雇用促進法第 34 条及び第 35 条の規定により、全ての事業主は、障害者であることを理由

に、障害のない人との不当な差別的取扱いを禁止しています。 

その具体的な内容は、指針（平成 27 年厚生労働省告示第 116 号）で定められており、募集・採用、

賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面において、障害者であることを理由に障害者を

排除することや、障害者に対してのみ不利な条件を設けることなどが、差別に該当します。 

 

【募集・採用の際に差別に該当すると考えられる例】 

○ 障害者であることを理由として、障害者を募集又は採用の対象から排除すること 

○ 募集又は採用に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すること 

○ 採用の基準を満たす者の中から障害者でない者を優先して採用すること 

 

２ 合理的配慮の提供義務 
 

すべての事業主は、障害者雇用促進法第 36 条の２から第 36 条に４までの規定に基づき、障害者

と障害者でない人との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、必要な措置を講

じなければならないと定められています。 

具体的には、指針（平成 27 年厚生労働省告示第 117 号）で示されていますが、配慮する内容は障

害者一人ひとりの障害の程度や状況により異なるため、募集・採用時には障害者からの申し出によ

り、採用後は双方の話し合いにより決定されることとなっています。 

（合理的配慮は、障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべきものです。） 

 なお、その措置が過重な負担となる場合は、事業主は当該障害者との話し合いの下その意向を十

分に尊重した上で、過重な負担とならない範囲で合理的配慮に係る措置を講ずることとなっていま

す。 

 

【募集・採用の際の合理的配慮の具体例】 

○ 視覚障害 ：募集内容を音声等で提供すること。 

      採用試験について点字や音声による実施や、試験時間の延長を行うこと。 

○ 聴覚障害  ：面接を筆談等により行うこと。 

○ 肢体不自由：面接の際にできるだけ移動が少なくて済むようにすること。 

○ 内部障害 ：面接時間について体調に配慮すること。 

○ 知的障害、精神障害 

     ：面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。 

○ 発達障害 ：面接・採用試験について、文字によるやりとりや試験時間の延長を行うこと。 
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<<障障害害者者差差別別のの禁禁止止及及びび合合理理的的配配慮慮のの提提供供義義務務>>  

 

改正障害者雇用促進法（平成 28 年４月１日施行）では、すべての事業主に対して、雇用の分野に

おいて、障害者に対する差別を禁止し、合理的配慮を提供することを義務付けています。 

１ 障害者差別禁止 
 

障害者雇用促進法第 34 条及び第 35 条の規定により、全ての事業主は、障害者であることを理由

に、障害のない人との不当な差別的取扱いを禁止しています。 

その具体的な内容は、指針（平成 27 年厚生労働省告示第 116 号）で定められており、募集・採用、

賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面において、障害者であることを理由に障害者を

排除することや、障害者に対してのみ不利な条件を設けることなどが、差別に該当します。 

 

【募集・採用の際に差別に該当すると考えられる例】 

○ 障害者であることを理由として、障害者を募集又は採用の対象から排除すること 

○ 募集又は採用に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すること 

○ 採用の基準を満たす者の中から障害者でない者を優先して採用すること 

 

２ 合理的配慮の提供義務 
 

すべての事業主は、障害者雇用促進法第 36 条の２から第 36 条に４までの規定に基づき、障害者

と障害者でない人との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、必要な措置を講

じなければならないと定められています。 

具体的には、指針（平成 27 年厚生労働省告示第 117 号）で示されていますが、配慮する内容は障

害者一人ひとりの障害の程度や状況により異なるため、募集・採用時には障害者からの申し出によ

り、採用後は双方の話し合いにより決定されることとなっています。 

（合理的配慮は、障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべきものです。） 

 なお、その措置が過重な負担となる場合は、事業主は当該障害者との話し合いの下その意向を十

分に尊重した上で、過重な負担とならない範囲で合理的配慮に係る措置を講ずることとなっていま

す。 

 

【募集・採用の際の合理的配慮の具体例】 

○ 視覚障害 ：募集内容を音声等で提供すること。 

      採用試験について点字や音声による実施や、試験時間の延長を行うこと。 

○ 聴覚障害  ：面接を筆談等により行うこと。 

○ 肢体不自由：面接の際にできるだけ移動が少なくて済むようにすること。 

○ 内部障害 ：面接時間について体調に配慮すること。 

○ 知的障害、精神障害 

     ：面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。 

○ 発達障害 ：面接・採用試験について、文字によるやりとりや試験時間の延長を行うこと。 
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〈〈新新規規学学校校卒卒業業者者のの採採用用内内定定取取消消しし又又はは入入職職時時期期繰繰下下げげのの防防止止〉〉  
  

新規学校卒業者に対する事業主の一方的な都合による採用内定取消し等は、対象となった学生・

生徒本人や家族に計り知れないほどの打撃と失望を与えるとともに、社会全体に対しても大きな不

安を与えるものであり、決してあってはならない重大な問題です。 
このため、採用内定取消し等の防止について考慮すべき事項を「若者の募集・採用等に関する指

針」（53、54 頁）で定めているところです。 

また、職業安定法施行規則では、次の措置等を講じ、採用内定取消し等の防止のための取組を強

化しております。 
新規学校卒業者の採用をお考えの事業主の皆様におかれましては、この改正の趣旨等をご理解の

うえ、適正な採用計画に基づいて募集・採用活動を進めていただき、採用内定取消し等が行われる

ことのないようお願いします。 
１ ハローワークへの事前通知 

新規学校卒業者の採用内定取消し等を行おうとする事業主は、あらかじめ当該求人の受け付

けを行ったハローワークに対して、新規学校卒業者の採用内定取消し通知書又は新規学校卒業

者の入職時期繰下げ通知書により通知しなければならない。 

                         （職業安定法施行規則第３５条第２項） 

２ 採用内定取消しを行った企業名の公表 

採用内定取消しの内容が、次の厚生労働大臣が定める場合に該当するときは、公表の対象と

なります。                   （職業安定法施行規則第１７条の４） 

 

■厚生労働大臣が定める場合 

採用内定取消しの内容が、次のいずれかに該当する場合です。 

ア ２年度以上連続して行われたもの 

イ 同一年度において 10 名以上の者に対して行われたもの（一定の要件に該当する場

合を除く。） 

ウ 事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに行わ

れたもの 

エ 内定取消しの対象となった新規学校卒業者に対して、内定取消しを行わざるを得な

い理由について十分な説明を行わなかったとき 

オ 内定取消しの対象となった新規学校卒業者の就職先の確保に向けた支援を行わな

かったとき 

３ 青少年指針 

「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者

等その他の関係者が適切に対処するための指針」（青少年指針）（平成二十七年厚生労働省告示第四百

六号） 
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《青少年指針（抜粋）》 

事業主は、採用内定を行うに当たっては、採否の結果を明確に伝えるとともに、確

実な採用の見通しに基づいて行うよう努めること。採用内定者に対しては、書面によ

り、採用の時期、採用条件、採用内定の取消事由等を明示するとともに、採用内定者

が学校等を卒業することを採用の条件としている場合についても、内定時にその旨を

明示するよう留意すること。 
事業主は、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的

に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効

とされること（※）について十分に留意し、採用内定の取消しを防止するため、最大

限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずること。 

また、やむを得ない事情により採用内定の取消し又は入職時期の繰下げを行う場合

には、当該取消しの対象となった学校等の新規卒業予定者の就職先の確保について最

大限の努力を行うとともに、当該取消し又は繰下げの対象となった者からの補償等の

要求には誠意を持って対応すること。 

 

※参 考 

採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定の取消 

しには、労働契約法第１６条の解雇権の濫用についての規定が適用されます。 

 
（労働契約法第１６条） 

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場

合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 

  
 

〈労働契約締結に当たって遵守すべき事項〉 

○労働契約締結前 

  当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示してください。 

                             （職業安定法第５条の３第３項） 

→なお、学校卒業見込み者等については、当初明示した条件を変更し、削除し、または当初明示し

た条件に含まれない従事すべき業務の内容等を追加することは不適切であるとされています。 

○労働契約締結時または締結後 

 ・労働条件を明示してください。（労働基準法第 15 条第 1 項） 

 ・明示された労働条件が事実と異なる場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。 

（労働基準法第 15 条第２項） 

・労働条件の変更には、労使の合意が必要です。（労働契約法第８条） 
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《青少年指針（抜粋）》 

事業主は、採用内定を行うに当たっては、採否の結果を明確に伝えるとともに、確

実な採用の見通しに基づいて行うよう努めること。採用内定者に対しては、書面によ

り、採用の時期、採用条件、採用内定の取消事由等を明示するとともに、採用内定者

が学校等を卒業することを採用の条件としている場合についても、内定時にその旨を

明示するよう留意すること。 
事業主は、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的

に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効

とされること（※）について十分に留意し、採用内定の取消しを防止するため、最大

限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずること。 

また、やむを得ない事情により採用内定の取消し又は入職時期の繰下げを行う場合

には、当該取消しの対象となった学校等の新規卒業予定者の就職先の確保について最

大限の努力を行うとともに、当該取消し又は繰下げの対象となった者からの補償等の

要求には誠意を持って対応すること。 

 

※参 考 

採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定の取消 

しには、労働契約法第１６条の解雇権の濫用についての規定が適用されます。 

 
（労働契約法第１６条） 

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場

合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 

  
 

〈労働契約締結に当たって遵守すべき事項〉 

○労働契約締結前 

  当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示してください。 

                             （職業安定法第５条の３第３項） 

→なお、学校卒業見込み者等については、当初明示した条件を変更し、削除し、または当初明示し

た条件に含まれない従事すべき業務の内容等を追加することは不適切であるとされています。 

○労働契約締結時または締結後 

 ・労働条件を明示してください。（労働基準法第 15 条第 1 項） 

 ・明示された労働条件が事実と異なる場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。 

（労働基準法第 15 条第２項） 

・労働条件の変更には、労使の合意が必要です。（労働契約法第８条） 

〈〈障障害害者者のの雇雇用用促促進進ののたためめのの援援助助制制度度〉〉  
（2024 年１月１日現在） 

 
障害者の雇用促進を図るため、次の制度をはじめ様々な助成制度を設けています。 

事業主の皆様におかれましては、障害のある新規学校卒業者が、職業を通じてその能力を十分

に発揮することができますよう、格別のご配慮をお願いします。 

 

11  トトラライイアアルル雇雇用用助助成成金金  障障害害者者トトラライイアアルル雇雇用用ココーースス  

  就職が困難な障害者を、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対

して助成する制度です。精神障害者の場合、助成期間は最長６か月間で、助成額は雇入れから

３か月間は月額最大８万円、４か月目以降は月額最大４万円となります。 

精神障害者以外の場合、助成期間は最長３か月で助成額は月額最大４万円となります。 

 ※卒業年度の１月１日を経過しても就職の内定がない者が対象 

 ※精神障害者、発達障害者については短時間トライアルコースもありますが、詳しくはハロー

ワークにお問い合わせください。 
 

２２  特特定定求求職職者者雇雇用用開開発発助助成成金金（（特特定定就就職職困困難難者者ココーースス））  

   障害者等の就職が特に困難な者を、ハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者 

として雇入れられた事業主に対して、賃金の一部を助成する制度です。 

助成対象期間、支給額は下表のとおりです。 

  なお、職場適応訓練修了後に訓練生を雇入れる場合は、支給されません。 

支支給給対対象象期期間間とと支支給給額額 

 対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額 

短

時

間

労

働

者

以

外 

①  ②･③を除く特定就職 

困難者 

60 万円 

（50 万円） 

  １年 

  (１年) 

30 万円 × ２期 

(25 万円 × ２期) 

② 重度障害者等を除く 

身体･知的障害者 

120 万円 

（50 万円） 

   ２年 

   (１年) 

30 万円 × ４期 

(25 万円 × ２期) 

③ 重度障害者等 

（重度障害者、45 歳以上 

の障害者、精神障害者） 

 240 万円 

(100 万円) 

 ３年 

(１年６か月)  

40 万円 × ６期 

(33 万円 × ３期) 

※第 3期支給額 34万円  

短

時

間

労

働

者 

④ ⑤を除く特定就職困難者 40 万円 

(30 万円) 

   １年 

   (１年) 

20 万円 × ２期 

(15 万円 × ２期)  

⑤ 重度障害者等を含む 

身体･知的･精神障害者 

80 万円 

(30 万円) 

   ２年 

   (１年) 

20 万円 × ４期 

(15 万円 × ２期) 

(注)1.( )内は、中小企業以外の事業主に対する支給額及び助成対象期間です。 
2．「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満である者を
いいます。 

※障害者等の就職が特に困難な者を未経験職種で採用し、訓練を行い、賃金引き上げを実現す
ると特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）の対象となる可能性が
ありますが、詳しくはハローワークにお問い合わせください。 

■ この他にも、障害のある方を雇用する事業主を対象に、各種の支援制度があります。 

詳しくは、ハローワークへお問い合わせください。 
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令
和

７
年

３
月

2
1
日

 

 経
済

団
体

・
業

界
団

体
等

の
長

 
殿

 

 

    

 2
0
2
6
（

令
和

８
）

年
度

卒
業

・
修

了
予

定
者

等
の

就
職

・
採

用
活

動
に

関
す

る
要

請
等

に
つ

い
て

 

 

我
が

国
の

持
続

的
な

発
展

の
た

め
に

は
、
若

者
の

人
材

育
成

が
不

可
欠

で
あ

り
、
学

生
が

学
業

に

専
念

し
、

安
心

し
て

就
職

活
動

に
取

り
組

め
る

環
境

を
つ

く
る

こ
と

が
重

要
で

す
。

 

し
か

し
な

が
ら

、
近

年
、
学

生
の

就
職

活
動

は
、
早

期
化
・
長

期
化

す
る

傾
向

に
あ

る
こ

と
に

加

え
、
就

職
・
採

用
活

動
の
開

始
日

よ
り

前
に

実
質

的
な

採
用

選
考

活
動

が
実

施
さ

れ
る

な
ど

の
事

態

が
生

じ
て

い
る

ほ
か

、
就

職
活

動
を

行
う

学
生

に
対

す
る

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

も
指

摘
さ

れ
て

い
ま

す
。

こ
れ

ら
に

よ
っ

て
、
学

生
が

混
乱

し
、
学

業
に

専
念

す
る

機
会

や
安

心
し

て
就

職
活

動
に

取
り

組
め

る
環

境
が

損
な

わ
れ

る
こ

と
が

懸
念

さ
れ

ま
す

。
 

一
方

、
採

用
と

大
学

教
育

の
未

来
に

関
す

る
産

学
協

議
会

の
整

理
に

基
づ

い
た

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ

プ
が

開
始

さ
れ

る
な

ど
、
学

生
の

就
職
・
採

用
活

動
に

関
す

る
新

た
な

取
組

も
進

め
ら

れ
て

い
ま

す
。 

こ
う

し
た

状
況

を
踏

ま
え

、
政

府
と

し
て

、
別

紙
の

と
お

り
、「

2
0
2
6（

令
和

８
）
年

度
卒

業
・
修

了
予

定
者

等
の

就
職
・
採

用
活

動
に

関
す

る
要

請
事

項
」
を

取
り

ま
と

め
ま

し
た

。
就

職
・
採

用
活

動
の

円
滑

な
実

施
及

び
学

生
が

学
業

に
専

念
で

き
る

環
境

の
確

保
と

い
う

本
要

請
の

趣
旨

を
御

理

解
い

た
だ

き
、
加

盟
各

企
業

等
に

対
し

、
周

知
し

て
い

た
だ

く
と

と
も

に
、
本

要
請

へ
の

御
協

力
を

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。

 

 （
ア

ン
ケ

ー
ト

）
 

 
別

紙
の

要
請

事
項

の
周

知
状

況
等

を
把

握
す

る
た

め
、
本

年
夏

頃
、
ア

ン
ケ
ー

ト
を

別
途

実
施

す

る
予

定
で

す
の

で
、

御
協

力
を

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。

 内
閣

官
房

内
閣

審
議

官
 

文
部

科
学

省
高

等
教

育
局

長
 

厚
生

労
働

省
人

材
開

発
統

括
官

 

経
済

産
業

省
経

済
産

業
政

策
局

長
 

 

1 
 

 

  

22
00
22
66
（（
令令

和和
８８

））
年年
度度

卒卒
業業

・・
修修

了了
予予

定定
者者

等等
のの

就就
職職

・・
採採

用用
活活

動動
にに

関関
すす

るる
要要

請請
事事

項項
  

    
就

職
・

採
用

活
動

の
円

滑
な

実
施

に
加

え
、

学
生

が
学

業
に

専
念

で
き

る
環

境
を

確
保

す
る

た
め

、

2
0
2
6
(
令

和
８

)
年

度
（

2
0
2
7（

令
和

９
）
年

３
月

）
に

卒
業
・
修

了
予

定
の

学
生

1
を

対
象

と
し

た
就

職
・

採
用

活
動

に
つ

い
て

、
政

府
と

し
て

、
就

職
・
採

用
活

動
を

行
う

主
体

2
に

対
し

、
以

下
の

各
項

目
の

事
項

に
つ

い
て

、
広

く
要

請
す

る
。

 

 １
．

就
職

・
採

用
活

動
の

日
程

 

 【
背

景
・

考
え

方
】

 

  
我

が
国

経
済

の
持

続
的

な
成

長
を

支
え

る
若

年
人

材
を

育
成

す
る

た
め

に
は

、
学

生
が

学
業

等
に

専
念

し
、

安
心

し
て

就
職

活
動

に
取

り
組

め
る

環
境

を
つ

く
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 
 

し
か

し
な

が
ら

、
通

常
の

学
事

日
程

に
配

慮
し

て
定

め
ら

れ
た

広
報

活
動

の
開

始
日

（
卒

業
・

修
了

年

度
に

入
る

直
前

の
３

月
１

日
）

及
び

採
用

選
考

活
動

の
開

始
日

（
卒

業
・

修
了

年
度

の
６

月
１

日
）

よ
り

も
前

に
、

そ
れ

ら
の

活
動

が
行

わ
れ

る
こ

と
で

、
広

報
活

動
及

び
採

用
選

考
活

動
が

一
部

で
早

期
化

し
、

学
生

の
就

職
活

動
期

間
は

長
期

化
す

る
傾

向
が

見
ら

れ
る

3
。

 

こ
う

し
た

事
態

は
、

学
生

に
混

乱
を

も
た

ら
す

と
と

も
に

、
学

生
が

学
修

時
間

等
を

確
保

し
な

が
ら

安

心
し

て
就

職
活

動
に

取
り

組
め

る
環

境
を

損
な

っ
て

い
る

。
 

 

2
0
2
5
年

度
（

2
0
2
6
年

３
月

）
以

降
に

卒
業
・
修

了
予

定
の

学
生

に
関

し
て

、
新

し
い

採
用

日
程

を
設

け

た
と

こ
ろ

で
あ

る
が

、
そ

の
考

え
方

は
、

次
の

と
お

り
。

 
 

従
来

の
大

量
一

括
採

用
の

仕
組

み
の

中
で

は
、

高
い

専
門

的
知

識
や

能
力

を
持

っ
た

大
学

院
生

、
日

本

人
海

外
留

学
者

や
外

国
人

留
学

生
や

学
部

生
の

専
門

性
が

十
分

に
評

価
さ

れ
ず

、
ま

た
、

企
業

に
と

っ
て

も
、

そ
う

し
た

学
生

を
適

切
に

採
用

・
活

用
で

き
て

い
な

い
と

い
う

課
題

が
あ

る
。

 

こ
の

た
め

、
高

い
専

門
的

知
識

や
能

力
を

持
っ

た
大

学
院

生
、

留
学

生
や

学
部

生
が

、
正

当
に

評
価

さ

れ
る

形
で

就
職

活
動

を
行

え
る

よ
う

に
す

る
と

と
も

に
、

企
業

が
、

学
生

の
希

望
に

応
え

る
形

で
、

高
い

専
門

的
知

識
や

能
力

を
持

つ
人

材
を

確
保

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

と
す

る
。

 

そ
の

上
で

、
実

施
企

業
に

は
、

学
生

の
専

門
性

や
能

力
に

応
じ

、
就

業
後

に
お

け
る

そ
の

学
生

の
キ

ャ

リ
ア

パ
ス

が
適

切
に

形
成

さ
れ

る
こ

と
に

配
慮

し
て

、
採

用
を

行
う

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
 

 な
お

、
多

様
な

人
材

の
活

躍
を

促
進

す
る

観
点

か
ら

、
通

年
採

用
や

経
験

者
採

用
の

導
入
・
拡

大
な

ど
、

採
用

方
法

の
多

様
化

を
一

層
推

進
し

て
い

く
こ

と
も

期
待

さ
れ

る
4
。

 

  

 
1
 
日
本
国
内
の
大
学
、
大
学
院
修
士
課
程
、
短
期
大
学
、
高
等
専
門
学
校

の
卒
業
・
修
了
予
定
者
が
対
象
で
あ
り
、
大
学
院
博
士
課
程
（
後
期
）

に
在
籍
し
て
い
る
院
生
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

 
2
 
採
用
を
予
定
す
る
企
業
の
み
な
ら
ず
、
学
生
の
就
職
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
関
わ
る
す
べ
て
の
民
間
企
業
・
団
体
を
含
む
。

 
3
 
内
閣
府
「
学
生
の
就
職
・
採
用
活
動
開
始
時
期
等
に
関
す
る
調
査
」（

2
0
24
（
令
和
６
）
年

1
2
月
）
 

4
 
日
本
経
済
団
体
連
合
会
「
2
02
5
年
版
経
営
労
働
政
策
特
別
委
員
会
報
告
」
で
も
、
採
用
方
法
の
多
様
化
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
 

（
別

紙
１

）
 

2 
 

 

【
要

請
事

項
】

 

 （
１

）
内

容
 

 

以
下

の
就

職
・

採
用

活
動

日
程

ル
ー

ル
を

原
則

と
す

る
。

 

・
 広

報
活

動
5
開

始
：

卒
業

・
修

了
年

度
に

入
る

直
前

の
３

月
１

日
以

降
 

・
 採

用
選

考
活

動
6
開

始
：

卒
業

・
修

了
年

度
の

６
月

１
日

以
降

 

・
 正

式
な

内
定

日
：

卒
業

・
修

了
年

度
の

1
0
月

１
日

以
降

 

 
 広

報
活

動
の

開
始

期
日

よ
り

前
に

行
う

活
動

は
、

広
報

活
動

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
を

事
前

に
公

表
す

る
こ

と
を

含
め

、
不

特
定

多
数

に
向

け
た

一
般

的
な

も
の

7
に

と
ど

め
、
学

生
の

個
人

情
報

の
取

得
や

個
人

情
報

を
活

用
し

た
広

報
・

採
用

選
考

活
動

は
行

わ
な

い
こ

と
。

広
報

活
動

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、

そ
の

後
の

採
用

選
考

活
動

に
影

響
を

与
え

る
も

の
で

は
な

い
こ

と
を

十
分

に
周

知
8
す

る
こ

と
。

 

 

た
だ

し
、
2
0
2
2（

令
和

４
）
年

４
月

に
産

学
協

議
会

9
が

ま
と

め
た

学
生

の
キ

ャ
リ

ア
形

成
支

援
活

動
（

４

類
型

）
の

タ
イ

プ
３

の
う

ち
、
専

門
活

用
型

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

に
参

加
す

る
者

に
つ

い
て

は
、
①

卒
業
・

修
了

年
度

に
入

る
直

前
の

春
休

み
以

降
の

タ
イ

ミ
ン

グ
で

当
該

専
門

活
用

型
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
を

活
用

す
る

こ
と

、
か

つ
、

②
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
後

の
採

用
選

考
を

経
る

こ
と

に
よ

り
、

６
月

か
ら

の
採

用
選

考
開

始
時

期
に

と
ら

わ
れ

な
い

こ
と

と
す

る
。

 

 （
２

）
留

意
事

項
 

 

①
  

専
門

活
用

型
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
の

実
施

を
通

じ
て

、
６

月
よ

り
前

に
採

用
選

考
を

開
始

す
る

企

業
は

、
透

明
性

確
保

の
た

め
、

以
下

の
内

容
を

含
む

事
項

を
Ｈ

Ｐ
等

で
公

表
す

る
。

 

・
 

産
学

協
議

会
基

準
に

準
拠

し
た

タ
イ

プ
３

の
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
の

開
示

要
件

 

a
.
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
趣

旨
（

目
的

）
 

b
.
実

施
時

期
・

期
間

、
場

所
、

募
集

人
数

、
選

抜
方

法
、

無
給

／
有

給
等

 

c
.
就

業
体

験
の

内
容

（
受

入
れ

職
場

に
関

す
る

情
報

を
含

む
）

 

d
.
就

業
体

験
を

行
う

際
に

必
要

な
能

力
 

 
5
 
広
報
活
動
と
は
、
採
用
を
目
的
と
し
て
、
業
界
情
報
、
企
業
情
報
、
新
卒
求
人
情
報
等
を
学
生
に
対
し
て
広
く
発
信
す
る
活
動
を
い
う
。

そ
の
開
始
期
日
の
起
点
は
、
自
社
の
採
用
サ
イ
ト
、
求
人
広
告
会
社
や
就
職
支
援
サ
ー
ビ
ス
会
社
の
運
営
す
る
サ
イ
ト
等
で
、
学
生
の
登
録

を
受
け
付
け
る
プ
レ
エ
ン
ト
リ
ー
の
開
始
時
点
と
す
る
。
 

6
 
採
用
選
考
活
動
と
は
、
一
定
の
基
準
に
照
ら
し
て
学
生
を
選
抜
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
活
動
を
い
う
。
具
体
的
に
は
、
選
考
の
意
思
を

も
っ
て
学
生
の
順
位
付
け
又
は
選
抜
を
行
う
も
の
、
あ
る
い
は
、
当
該
活
動
に
参
加
し
な
い
と
選
考
の
た
め
の
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
進
め
な
い

も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
活
動
の
う
ち
、
時
間
と
場
所
（
オ
ン
ラ
イ
ン
を
含
む
。）

を
特
定
し
て
、
学
生

を
拘
束
し
て
行
う
面
接
や
試
験
な
ど

の
活
動
を
い
う
。
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
の
提
出
、
ウ
ェ
ブ
テ
ス
ト
や
テ
ス
ト
セ
ン
タ
ー
の
受
検
な
ど
に
よ
る
事
前
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
は
、
日

程
・
場
所
等
に
関
し
て
学
生
に
大
幅
な
裁
量
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
採
用
選
考
活
動
と
は
区
別
す
る
。
 

7
 
例
え
ば
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
文
字
や
写
真
、
動
画
な
ど
を
活
用
し
た
情
報
発
信
、
文
書
や
冊
子
等
の
文
字
情
報
に
よ
る
Ｐ
Ｒ
な
ど
。
 

8
 
例
え
ば
、
広
報
活
動
を
行
う
際
の
告
知
・
募
集
の
段
階
と
実
施
の
段
階

の
双
方
に
お
い
て
、
当
該
活
動
が
広

報
活
動
と
し
て
行
わ
れ
る
旨
を
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
印
刷
物
へ
の
明
記
、
会
場
で
の
掲
示
、
口
頭
に
よ
る
説
明
な
ど
の
方
法
に
よ
っ
て
、
学
生
に
周
知
徹
底
す
る
こ
と
な
ど
。
 

9
 
日
本
経
済
団
体
連
合
会
と
大
学
関
係
団
体
等
の
代
表
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
「
採
用
と
大
学
教
育
の
未
来
に
関
す
る
産
学
協
議
会
」

 
3 

 
 

e
.
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
に

お
け

る
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

 

f
.
採

用
活

動
開

始
以

降
に

限
り

、
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
を

通
じ

て
取

得
し

た
学

生
情

報
を

活
用

す
る

旨
（

活
用

内
容

の
記

載
は

任
意

）
 

「
採

用
活

動
開

始
」
の

時
期

に
つ

い
て

は
、
専

門
活

用
型

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

の
実

施
に

よ
 

っ
て

、
６

月
よ

り
前

に
採

用
選

考
を

開
始

す
る

場
合

に
は

、
そ

の
と

き
か

ら
と

す
る

。
 

g
.
当

該
年

度
の

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

実
施

計
画

（
時

期
、

回
数

、
規

模
等

）
 

h
.
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
に

係
る

実
績

概
要

（
過

去
２

～
３

年
程

度
）

 
 

i
.
採

用
選

考
活

動
等

の
実

績
概

要
 

・
 

そ
の

他
の

開
示

要
件

 

j
.
就

業
体

験
を

行
う

際
に

学
生

に
求

め
る

大
学

に
お

け
る

学
修

成
果

水
準

（
G
P
A
等

)
 

k
.
就

業
体

験
を

行
う

際
に

学
生

に
求

め
る

専
門

的
能

力
 

l
.
参

考
情

報
と

し
て

、
新

卒
一

括
採

用
に

係
る

採
用

計
画

（
採

用
人

数
等

)
 

 

②
 

多
様

な
人

材
の

活
躍

を
促

す
た

め
、

実
施

企
業

は
、

新
卒

学
生

の
み

な
ら

ず
、

博
士

課
程

学
生

、
 
 

既
卒

学
生

、
海

外
か

ら
の

日
本

人
及

び
外

国
人

留
学

生
な

ど
の

多
様

な
人

材
に

も
、

同
様

の
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
、

採
用

選
考

の
機

会
を

設
け

る
。

 

 

③
 

実
施

企
業

は
、

学
生

の
専

門
性

や
能

力
に

応
じ

、
就

業
後

に
お

け
る

そ
の

学
生

の
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
 

が
適

切
に

形
成

さ
れ

る
こ

と
に

配
慮

し
て

、
採

用
を

行
う

。
 

 ２
．

学
事

日
程

等
へ

の
配

慮
 

 【
背

景
・

考
え

方
】

 

 

学
生

の
就

職
活

動
期

間
が

長
期

化
す

る
と

、
学

修
時

間
等

の
確

保
に

影
響

を
与

え
る

。
採

用
選

考
活

動

は
、

広
報

活
動

と
は

異
な

り
、

日
程

や
場

所
等

の
決

定
に

関
し

学
生

に
裁

量
が

与
え

ら
れ

て
い

る
も

の
で

は
な

い
た

め
、

学
生

の
負

担
軽

減
、

学
修

時
間

の
確

保
、

学
事

日
程

等
に

十
分

配
慮

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

 【
要

請
事

項
】

 

 

①
 

面
接

や
試

験
の

実
施

に
際

し
て

、
土

日
・
祝

日
、
平

日
の

夕
方

以
降

の
時

間
帯

、
長

期
休

暇
期

間
等

を
活

用
す

る
と

と
も

に
、

学
生

の
健

康
状

態
に

配
慮

す
る

こ
と

1
0
。

 

 

②
 

学
生

の
授

業
、
ゼ

ミ
、
実

験
、
試

験
、
教

育
実
習

な
ど

の
時

間
と

重
な

ら
な

い
よ

う
、
採

用
選

考
活

動
の

日
時

を
設

定
す

る
こ

と
。

 

 

 
1
0
 
翌
日
の
学
業
や
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
等
に
影
響
が
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
働
き
方
改
革
の
観
点
か
ら
、
採
用
担
当
者
の
労
務
管

理
に
留
意
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
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2 
 

 

【
要

請
事

項
】

 

 （
１

）
内

容
 

 

以
下

の
就

職
・

採
用

活
動

日
程

ル
ー

ル
を

原
則

と
す

る
。

 

・
 広

報
活

動
5
開

始
：

卒
業

・
修

了
年

度
に

入
る

直
前

の
３

月
１

日
以

降
 

・
 採

用
選

考
活

動
6
開

始
：

卒
業

・
修

了
年

度
の

６
月

１
日

以
降

 

・
 正

式
な

内
定

日
：

卒
業

・
修

了
年

度
の

1
0
月

１
日

以
降

 

 
 広

報
活

動
の

開
始

期
日

よ
り

前
に

行
う

活
動

は
、

広
報

活
動

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
を

事
前

に
公

表
す

る
こ

と
を

含
め

、
不

特
定

多
数

に
向

け
た

一
般

的
な

も
の

7
に

と
ど

め
、
学

生
の

個
人

情
報

の
取

得
や

個
人

情
報

を
活

用
し

た
広

報
・

採
用

選
考

活
動

は
行

わ
な

い
こ

と
。

広
報

活
動

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、

そ
の

後
の

採
用

選
考

活
動

に
影

響
を

与
え

る
も

の
で

は
な

い
こ

と
を

十
分

に
周

知
8
す

る
こ

と
。

 

 

た
だ

し
、
2
0
2
2（

令
和

４
）
年

４
月

に
産

学
協

議
会

9
が

ま
と

め
た

学
生

の
キ

ャ
リ

ア
形

成
支

援
活

動
（

４

類
型

）
の

タ
イ

プ
３

の
う

ち
、
専

門
活

用
型

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

に
参

加
す

る
者

に
つ

い
て

は
、
①

卒
業
・

修
了

年
度

に
入

る
直

前
の

春
休

み
以

降
の

タ
イ

ミ
ン

グ
で

当
該

専
門

活
用

型
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
を

活
用

す
る

こ
と

、
か

つ
、

②
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
後

の
採

用
選

考
を

経
る

こ
と

に
よ

り
、

６
月

か
ら

の
採

用
選

考
開

始
時

期
に

と
ら

わ
れ

な
い

こ
と

と
す

る
。

 

 （
２

）
留

意
事

項
 

 

①
  

専
門

活
用

型
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
の

実
施

を
通

じ
て

、
６

月
よ

り
前

に
採

用
選

考
を

開
始

す
る

企

業
は

、
透

明
性

確
保

の
た

め
、

以
下

の
内

容
を

含
む

事
項

を
Ｈ

Ｐ
等

で
公

表
す

る
。

 

・
 

産
学

協
議

会
基

準
に

準
拠

し
た

タ
イ

プ
３

の
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
の

開
示

要
件

 

a
.
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
趣

旨
（

目
的

）
 

b
.
実

施
時

期
・

期
間

、
場

所
、

募
集

人
数

、
選

抜
方

法
、

無
給

／
有

給
等

 

c
.
就

業
体

験
の

内
容

（
受

入
れ

職
場

に
関

す
る

情
報

を
含

む
）

 

d
.
就

業
体

験
を

行
う

際
に

必
要

な
能

力
 

 
5
 
広
報
活
動
と
は
、
採
用
を
目
的
と
し
て
、
業
界
情
報
、
企
業
情
報
、
新
卒
求
人
情
報
等
を
学
生
に
対
し
て
広
く
発
信
す
る
活
動
を
い
う
。

そ
の
開
始
期
日
の
起
点
は
、
自
社
の
採
用
サ
イ
ト
、
求
人
広
告
会
社
や
就
職
支
援
サ
ー
ビ
ス
会
社
の
運
営
す
る
サ
イ
ト
等
で
、
学
生
の
登
録

を
受
け
付
け
る
プ
レ
エ
ン
ト
リ
ー
の
開
始
時
点
と
す
る
。
 

6
 
採
用
選
考
活
動
と
は
、
一
定
の
基
準
に
照
ら
し
て
学
生
を
選
抜
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
活
動
を
い
う
。
具
体
的
に
は
、
選
考
の
意
思
を

も
っ
て
学
生
の
順
位
付
け
又
は
選
抜
を
行
う
も
の
、
あ
る
い
は
、
当
該
活
動
に
参
加
し
な
い
と
選
考
の
た
め
の
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
進
め
な
い

も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
活
動
の
う
ち
、
時
間
と
場
所
（
オ
ン
ラ
イ
ン
を
含
む
。）

を
特
定
し
て
、
学
生

を
拘
束
し
て
行
う
面
接
や
試
験
な
ど

の
活
動
を
い
う
。
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
の
提
出
、
ウ
ェ
ブ
テ
ス
ト
や
テ
ス
ト
セ
ン
タ
ー
の
受
検
な
ど
に
よ
る
事
前
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
は
、
日

程
・
場
所
等
に
関
し
て
学
生
に
大
幅
な
裁
量
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
採
用
選
考
活
動
と
は
区
別
す
る
。
 

7
 
例
え
ば
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
文
字
や
写
真
、
動
画
な
ど
を
活
用
し
た
情
報
発
信
、
文
書
や
冊
子
等
の
文
字
情
報
に
よ
る
Ｐ
Ｒ
な
ど
。
 

8
 
例
え
ば
、
広
報
活
動
を
行
う
際
の
告
知
・
募
集
の
段
階
と
実
施
の
段
階

の
双
方
に
お
い
て
、
当
該
活
動
が
広

報
活
動
と
し
て
行
わ
れ
る
旨
を
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
印
刷
物
へ
の
明
記
、
会
場
で
の
掲
示
、
口
頭
に
よ
る
説
明
な
ど
の
方
法
に
よ
っ
て
、
学
生
に
周
知
徹
底
す
る
こ
と
な
ど
。
 

9
 
日
本
経
済
団
体
連
合
会
と
大
学
関
係
団
体
等
の
代
表
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
「
採
用
と
大
学
教
育
の
未
来
に
関
す
る
産
学
協
議
会
」

 
3 

 
 

e
.
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
に

お
け

る
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

 

f
.
採

用
活

動
開

始
以

降
に

限
り

、
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
を

通
じ

て
取

得
し

た
学

生
情

報
を

活
用

す
る

旨
（

活
用

内
容

の
記

載
は

任
意

）
 

「
採

用
活

動
開

始
」
の

時
期

に
つ

い
て

は
、
専

門
活

用
型

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

の
実

施
に

よ
 

っ
て

、
６

月
よ

り
前

に
採

用
選

考
を

開
始

す
る

場
合

に
は

、
そ

の
と

き
か

ら
と

す
る

。
 

g
.
当

該
年

度
の

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

実
施

計
画

（
時

期
、

回
数

、
規

模
等

）
 

h
.
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
に

係
る

実
績

概
要

（
過

去
２

～
３

年
程

度
）

 
 

i
.
採

用
選

考
活

動
等

の
実

績
概

要
 

・
 

そ
の

他
の

開
示

要
件

 

j
.
就

業
体

験
を

行
う

際
に

学
生

に
求

め
る

大
学

に
お

け
る

学
修

成
果

水
準

（
G
P
A
等

)
 

k
.
就

業
体

験
を

行
う

際
に

学
生

に
求

め
る

専
門

的
能

力
 

l
.
参

考
情

報
と

し
て

、
新

卒
一

括
採

用
に

係
る

採
用

計
画

（
採

用
人

数
等

)
 

 

②
 

多
様

な
人

材
の

活
躍

を
促

す
た

め
、

実
施

企
業

は
、

新
卒

学
生

の
み

な
ら

ず
、

博
士

課
程

学
生

、
 
 

既
卒

学
生

、
海

外
か

ら
の

日
本

人
及

び
外

国
人

留
学

生
な

ど
の

多
様

な
人

材
に

も
、

同
様

の
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
、

採
用

選
考

の
機

会
を

設
け

る
。

 

 

③
 

実
施

企
業

は
、

学
生

の
専

門
性

や
能

力
に

応
じ

、
就

業
後

に
お

け
る

そ
の

学
生

の
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
 

が
適

切
に

形
成

さ
れ

る
こ

と
に

配
慮

し
て

、
採

用
を

行
う

。
 

 ２
．

学
事

日
程

等
へ

の
配

慮
 

 【
背

景
・

考
え

方
】

 

 

学
生

の
就

職
活

動
期

間
が

長
期

化
す

る
と

、
学

修
時

間
等

の
確

保
に

影
響

を
与

え
る

。
採

用
選

考
活

動

は
、

広
報

活
動

と
は

異
な

り
、

日
程

や
場

所
等

の
決

定
に

関
し

学
生

に
裁

量
が

与
え

ら
れ

て
い

る
も

の
で

は
な

い
た

め
、

学
生

の
負

担
軽

減
、

学
修

時
間

の
確

保
、

学
事

日
程

等
に

十
分

配
慮

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

 【
要

請
事

項
】

 

 

①
 

面
接

や
試

験
の

実
施

に
際

し
て

、
土

日
・
祝

日
、
平

日
の

夕
方

以
降

の
時

間
帯

、
長

期
休

暇
期

間
等

を
活

用
す

る
と

と
も

に
、

学
生

の
健

康
状

態
に

配
慮

す
る

こ
と

1
0
。

 

 

②
 

学
生

の
授

業
、
ゼ

ミ
、
実

験
、
試

験
、
教

育
実
習

な
ど

の
時

間
と

重
な

ら
な

い
よ

う
、
採

用
選

考
活

動
の

日
時

を
設

定
す

る
こ

と
。

 

 

 
1
0
 
翌
日
の
学
業
や
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
等
に
影
響
が
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
働
き
方
改
革
の
観
点
か
ら
、
採
用
担
当
者
の
労
務
管

理
に
留
意
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
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③
 
採

用
選

考
活

動
の

対
象

と
な

る
学

生
に

対
し

て
、

事
前

に
余

裕
を

も
っ

て
連

絡
を

行
う

こ
と

。
 

 ④
 
学

生
の

ク
ー
ル

ビ
ズ

1
1
等

へ
の

配
慮

を
行

う
と

と
も

に
、

そ
の

旨
を

積
極

的
に

学
生

に
対

し
て

周

知
す

る
こ

と
。

 

 

⑤
 

①
～

④
の
ほ

か
、

学
生

か
ら

個
別

事
情

の
申

し
出

が
あ

る
場

合
、

そ
れ

ら
に

十
分

配
慮

し
な

が
ら

採
用

選
考

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
。

 

 ３
．
イ
ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
の

取
扱

い
 

 【
背
景
・

考
え

方
】

 

 

イ
ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
に

つ
い

て
は

、
産

学
協

議
会

に
お

け
る

2
0
2
1
年

度
報

告
書
「

産
学

協
働

に
よ

る
自

律
的
な
キ

ャ
リ

ア
形

成
の

推
進

」
1
2
に

お
け

る
整

理
を

踏
ま

え
、

政
府

に
お

い
て

、
「

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

を
始

め
と

す
る

学
生

の
キ

ャ
リ

ア
形

成
支

援
に

係
る

取
組

の
推

進
に

当
た

っ
て

の
基

本
的

考
え

方
」

1
3
を

改
正
し

た
。

2
0
2
4
（

令
和

６
）

年
度

以
降

の
卒

業
・

修
了

予
定

者
に
つ

い
て

は
、

就
職

・
採

用
活

動
開

始

日
1
4
以
降
に

限
っ

て
、

一
定

の
要

件
を

満
た

す
質

の
高

い
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
で

取
得

し
た

学
生

情
報

を

活
用
で
き

る
こ

と
と

な
っ

た
。

 

 一
方
で

、
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
を

始
め

と
す

る
キ

ャ
リ

ア
形

成
支

援
に

係
る

取
組
（

以
下

、「
イ

ン
タ

ー

ン
シ
ッ
プ

等
」
と

い
う

。
）
を

契
機

と
し

て
、
本

要
請

の
日

程
よ

り
前
に

実
質

的
な

採
用

選
考

活
動

が
行

わ

れ
る
事

例
、

通
常

の
学

事
日

程
を

考
慮

し
な

い
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
等

が
実

施
さ

れ
る

こ
と

に
よ

っ
て

、

学
生
が

学
修

時
間

等
を

確
保

し
な

が
ら

就
職

活
動

に
取

り
組

め
る

環
境

が
損

な
わ

れ
る

事
態

も
生

じ
て

い

る
。
産
学

の
共

通
理

解
に

基
づ

く
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
等

を
実

施
す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

 
 
 

【
要
請
事

項
】

 

 

①
 

産
学

協
議

会
2
0
2
1
年
度

報
告

書
「

産
学

協
働

に
よ

る
自

律
的
な

キ
ャ

リ
ア

形
成

の
推

進
」
に

お
け

る
イ

ン
タ

ー
ン
シ

ッ
プ

等
の

類
型

や
「

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

を
始

め
と

す
る

学
生

の
キ

ャ
リ

ア
形

成

支
援

に
係

る
取
組

の
推

進
に

当
た

っ
て

の
基

本
的

考
え

方
」

を
踏

ま
え

、
適

切
な

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ

プ
等

を
行

う
こ

と
。

主
な

内
容

は
、

以
下

の
と

お
り

。
 

 
・
 
キ
ャ

リ
ア

形
成

支
援

に
お

け
る

産
学

協
働

の
取

組
の

う
ち
、
タ

イ
プ

１
（

オ
ー

プ
ン
・
カ

ン
パ

ニ

ー
）
、
タ
イ

プ
２
（
キ

ャ
リ

ア
教

育
）
は

、「
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ
プ

」
に

は
該

当
し

な
い

た
め

、
そ

れ

ら
を

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

と
称

し
て

行
わ

な
い

こ
と

。
 

・
 

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

に
参

加
で

き
る

学
生

数
は

限
ら

れ
て

お
り

、
就

職
活

動
予

定
者

の
一

部
し

か
参

加
で

き
な

い
こ

と
が

想
定

さ
れ

る
た

め
、

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

参
加

経
験

の
な

い
者

で
あ

っ

 
1
1
 
政

府
は

、
2
00
5
年

か
ら

ク
ー

ル
ビ

ズ
（

冷
房

温
度

の
適

正
化

と
そ

の
温

度
に

適
し

た
軽

装
や

取
組

な
ど

）
を

推
進

し
て

お
り

、
各

企
業

に

お
い

て
は

、
業

界
の

実
態

等
に

応
じ

た
対

応
が

期
待

さ
れ

る
。

 
1
2
 採

用
と

大
学

教
育

の
未

来
に

関
す

る
産

学
協

議
会

2
02
1
年

度
報

告
書
(
2
02
2
年

４
月

18
日

公
表
) 

1
3
 文

部
科

学
省

・
厚

生
労

働
省

・
経

済
産

業
省

の
連

名
、

2
0
22

年
６

月
1
3
日

最
終

改
正

。
 

1
4
 広

報
活

動
は

卒
業

・
修

了
年

度
に

入
る

直
前

の
３

月
１

日
、

採
用

選
考

活
動

は
卒

業
・

修
了

年
度

の
６

月
１

日
。

 

5 
 

 

て
も

、
採

用
選

考
へ

の
エ

ン
ト

リ
ー

は
可

能
で

あ
る

こ
と

を
十

分
に

周
知

す
る

こ
と

。
 

・
 

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

で
取

得
し

た
学

生
情

報
を

就
職

・
採

用
活

動
に

活
用

で
き

る
の

は
、

一
定

 

の
要

件
1
5
を

満
た

し
た

タ
イ

プ
３

の
も

の
に

限
ら

れ
、
そ

の
よ

う
な

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

に
は

、
募

集
要

項
等

に
「

産
学

協
議

会
基

準
準

拠
マ

ー
ク

」
の

記
載

が
可

能
に

な
る

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
。

（
別

紙
２

参
照

）
 

・
 

広
報

活
動

又
は

採
用

選
考

活
動

の
開

始
日

よ
り

前
に

行
う

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

等
に

つ
い

て
は

、

広
報

活
動

や
採

用
選

考
活

動
と

異
な

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
明

確
に

す
る

こ
と

。
 

・
 

広
報

活
動

又
は

採
用

選
考

活
動

の
開

始
日

以
後

に
、
2
0
2
6（

令
和

８
）
年

度
卒

業
・
修

了
予

定
者

を
含

む
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
等

を
実

施
す

る
場

合
に

は
、

広
報

活
動

又
は

採
用

選
考

活
動

の
趣

旨

を
含

む
こ

と
も

差
し

支
え

な
い

が
、
そ

の
場

合
は

、
あ

ら
か

じ
め

当
該

活
動

の
趣

旨
を

含
む

こ
と

を

明
示

す
る

こ
と

。
 

 
 

・
 

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

を
実

施
す

る
場

合
は

、
学

生
の

長
期

休
暇

を
活

用
し

、
学

事
日

程
に

十
分

 

配
慮

す
る

こ
と

。
 

 

②
 

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

に
つ

い
て

も
、

そ
の

参
加

の
辞

退
に

つ
い

て
、

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

の
円

滑
 

な
運

営
の

た
め

に
必

要
と

な
る

合
理

的
な

範
囲

を
超

え
て

、
学

生
の

選
択

の
自

由
を

損
な

う
よ

う
な

行
為

1
6
 
は
行

わ
な

い
こ

と
。

 

 ４
．

卒
業

・
修

了
後

３
年

以
内

の
既

卒
者

の
取

扱
い

 

 【
背

景
・

考
え

方
】

 

 

近
年

は
、

留
学
や

課
外

活
動

な
ど

、
様

々
な

活
動

に
意

欲
的

に
取

り
組

む
様

々
な

学
生

も
多

数
存

在
す

る
。

そ
う

し
た

意
欲

や
能

力
の

あ
る

若
者

に
、

応
募

の
機

会
を

幅
広

く
提

供
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

 

 

【
要

請
事

項
】

 

 ①
 

若
者

雇
用

促
進

法
に

基
づ

く
指

針
1
7
も

踏
ま

え
、

卒
業

・
修

了
後

少
な

く
と

も
３

年
以

内
の

既
卒

者
は

、
新

規
卒

業
・

修
了

予
定

者
の

採
用

枠
に

応
募

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

。
 

 

②
 

既
卒

者
に

つ
い

て
、
通

年
採

用
な

ど
、
様

々
な

募
集

機
会

を
積

極
的

に
提

供
す

る
と

と
も

に
、
そ

の

 
1
5
 
以

下
の

５
つ

の
要

件
。

 

①
 

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

実
施

期
間

の
半

分
を

超
え

る
日

数
を

職
場

で
の

就
業

体
験

（
テ

レ
ワ

ー
ク

が
常

態
化

し
て

い
る

場
合

は
、

テ
レ

ワ
ー

ク
を

含
む

。）
に

充
て

る
こ

と
 

②
 

職
場

の
社

員
が

学
生

を
指

導
し

、
終

了
後

に
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

を
行

う
こ

と
 

③
 

汎
用

的
能

力
活

用
型

で
は

５
日

間
以

上
、

専
門

能
力

活
用

型
で

は
２

週
間

以
上

を
か

け
て

実
施

す
る

こ
と

 

④
 

学
業

と
の

両
立

の
観

点
か

ら
、

学
部

３
年

・
４

年
又

は
修

士
１

年
・

２
年

の
長

期
休

暇
期

間
に

実
施

す
る

こ
と

（
た

だ
し

、
大

学
正

課
及

び
大

学
院

博
士

課
程

（
後

期
）

は
、

長
期

休
暇

の
限

り
で

な
い

。
）
 

⑤
 

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

趣
旨

・
内

容
・

就
業

体
験

を
行

う
際

に
必

要
な

能
力

、
採

用
選

考
活

動
等

開
始

日
以

降
に

学
生

情
報

を
活

用
す

る

旨
、

採
用

選
考

活
動

等
の

実
績

概
要

な
ど

、
産

学
協

議
会

が
設

け
た

項
目

を
Ｈ

Ｐ
等

で
公

表
す

る
こ

と
 

1
6
 
こ

れ
に

該
当

し
得

る
例

と
し

て
は

、
自

由
応

募
型

の
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
の

選
考

に
お

い
て

、
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
の

参
加

を
学

生
が

辞

退
し

な
い

よ
う

、
大

学
と

の
協

定
等

を
条

件
と

す
る

こ
と

が
挙

げ
ら

れ
る

。
 

1
7
 
「

青
少

年
の

雇
用

機
会

の
確

保
及

び
職

場
へ

の
定

着
に

関
し

て
事

業
主

、
特

定
地

方
公

共
団

体
、

職
業

紹
介

事
業

者
等

そ
の

他
の

関
係

者

が
適

切
に

対
処

す
る

た
め

の
指

針
」
（

平
成

2
7
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

4
06

号
）
 



― 40 ―

6 
 

 

場
合
に

は
、

そ
の

旨
の

情
報

発
信

を
行

う
こ

と
。

 

 ５
．
日
本

人
海

外
留

学
者

1
8
や

外
国

人
留

学
生

な
ど

に
対

す
る

多
様
な

採
用

選
考

機
会

の
提

供
 

 【
背
景
・

考
え

方
】

 

 

国
際
的

な
人

材
獲

得
競

争
が

展
開

さ
れ

る
中

、
日

本
人

海
外

留
学

者
や

外
国

人
留

学
生

が
、

就
職

活
動

で
不
利

に
な

る
と

の
認

識
が

生
じ

る
こ

と
の

な
い

よ
う

、
多

様
で

公
平

・
公

正
な

採
用

選
考

の
機

会
を

提

供
す
る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

 

 

【
要
請
事

項
】

 

 ①
 
日
本

人
海

外
留

学
者

や
外

国
人

留
学

生
に

対
し

て
、
一

括
採
用

の
ほ

か
、
通

年
採

用
、
海

外
や

国
内

で
実

施
さ

れ
る
ジ

ョ
ブ

フ
ェ

ア
へ

の
参

加
な

ど
、

多
様

な
採

用
選

考
機

会
を

設
け

る
取

組
を

、
各

企

業
の
必

要
に

応
じ

て
行

う
と

と
も

に
、

そ
の

旨
を

積
極

的
に

周
知

す
る

こ
と

。
 

 

②
 

外
国

人
留
学

生
に

対
し

て
、

業
種

や
職

種
等

に
よ

っ
て

求
め

ら
れ

る
日

本
語

能
力

が
多

様
で

あ
る

こ
と

等
も

踏
ま
え

、
選

考
時

点
で

の
一

律
の

日
本

語
能

力
で

は
な

く
、

業
務

で
求

め
ら

れ
る

日
本

語

能
力
や

専
門

性
に

応
じ

て
採

用
選

考
す

る
取

組
を

、
各

企
業

の
必

要
に

応
じ

て
行

う
こ

と
。
ま

た
、
外

国
人

留
学

生
の
多

様
性

に
応

じ
た

採
用

選
考

や
採

用
後

の
柔

軟
な

人
材

育
成

・
処

遇
等

に
つ

い
て

、

政
府
が

策
定

し
た

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
や

ベ
ス

ト
プ

ラ
ク

テ
ィ

ス
1
9
等

を
参

考
に

、
積

極
的

に
周

知
す

る
こ

と
。

 

 
 

③
  

2
0
2
7（

令
和

９
）
年

３
月

と
は

卒
業
・
修

了
の

時
期

が
異

な
る

な
ど

、
何

ら
か

の
理

由
に

よ
り

一

括
採

用
の

採
用

選
考

時
期

に
就

職
活

動
を

行
わ

な
か

っ
た

学
生
に

対
し

て
、
通

年
採

用
や

秋
季

採
用

の
導

入
を

始
め

と
し

た
様

々
な

募
集

機
会

を
設

け
る

こ
と

に
つ
い

て
、
検

討
す

る
こ

と
。
ま

た
、
そ

う
し

た
機

会
を

提
供

す
る

場
合

に
は

、
積

極
的

に
周

知
す

る
こ
と

。
 

 ６
．
障

害
の

あ
る

学
生

の
採

用
選

考
 

 【
背
景
・

考
え

方
】

 

 

障
害

の
あ

る
学
生

の
就

職
希

望
者

数
が

増
加

す
る

中
、

障
害

の
あ

る
学

生
が

、
就

職
活

動
で

不
当

な

差
別

的
取

扱
い
を

受
け

る
こ

と
の

な
い

よ
う

、
障

害
者

の
雇

用
の

促
進

等
に

関
す

る
法

律
の

趣
旨

を
踏

ま
え
て
、

採
用

選
考

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

 

 【
要
請
事

項
】

 

 

①
 

大
学

等
と
連

携
し

て
障

害
の

あ
る

学
生

向
け

に
求

人
情

報
を

提
供

す
る

な
ど

、
募

集
及

び
採

用
に

 
1
8
 
留

学
期

間
が

１
．

の
就

職
・

採
用

活
動

の
日

程
と

重
複

す
る

者
な

ど
を

指
す

。
 

1
9
 
外

国
人

留
学

生
の

就
職

や
採

用
後

の
活

躍
に

向
け

た
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
チ

ー
ム

（
文

部
科

学
省

、
厚

生
労

働
省

、
経

済
産

業
省

の
３

省
共

同

事
務

局
）

に
お

い
て

、「
外

国
人

留
学

生
の

採
用

や
入

社
後

の
活

躍
に

向
け

た
ハ

ン
ド

ブ
ッ

ク
」

を
策

定
（

2
0
20

年
２

月
）。
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関
す

る
情

報
の

公
表

を
積

極
的

に
行

う
こ

と
。

 

 ②
 

募
集

及
び

採
用

に
当

た
り

、
障

害
者

と
障

害
者

で
な

い
者

と
の

均
等

な
機

会
の

確
保

に
と

っ
て
支

障
と

な
る

事
情

が
あ

る
場

合
は

、
障

害
の

あ
る

学
生

か
ら

の
申

出
を

受
け

、
過

重
な

負
担

に
な

ら
な

い
範

囲
で

、
障

害
の

特
性

に
配

慮
し

た
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

こ
と

。
 

 ７
．

オ
ン

ラ
イ

ン
の

活
用

 

 【
背

景
・

考
え
方

】
 

 

学
生

が
、
オ

ン
ラ

イ
ン

で
あ

っ
て

も
対

面
と

同
様

に
、
不

公
平
・
不

公
正

な
扱

い
を

受
け

る
こ

と
な

く
、

安
心

し
て

就
職

活
動

に
取

り
組

め
る

環
境

を
整

え
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
ま

た
、

大
学

等
の

所
在

地
に

よ
り

、
学

生
の
就

職
活

動
に

不
利

が
生

じ
な

い
よ

う
、

配
慮

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。
 

 

【
要

請
事

項
】
 

 

①
 

オ
ン

ラ
イ

ン
に

よ
る

企
業

説
明

会
や

面
接

・
試

験
を

実
施

す
る

場
合

に
は

、
そ

の
旨

を
積

極
的

に

情
報

発
信

す
る

こ
と

。
特

に
、
遠

隔
地

の
学

生
に

対
し

て
、
オ

ン
ラ

イ
ン

で
の

実
施

を
検

討
し

、
そ

う

し
た

機
会

を
提

供
す

る
場

合
に

は
、

積
極

的
に

周
知

す
る

こ
と

。
 

 

②
 

通
信

手
段
や

使
用

ツ
ー

ル
な

ど
、
ど

の
よ

う
な

条
件

で
実

施
す

る
か

に
つ

い
て

、
事

前
に

明
示

し
、

学
生

が
準

備
す

る
時

間
を

確
保

す
る

こ
と

。
 

 

③
 

通
信

環
境
に

よ
り

、
音

声
・
映

像
が

途
切

れ
る

場
合

に
は

、
学

生
が

不
安

に
な

ら
な

い
よ

う
対

応
す

る
こ

と
。

 

 

④
 

オ
ン

ラ
イ

ン
環

境
に

ア
ク

セ
ス

す
る

こ
と

が
困

難
な

学
生

に
対

し
て

は
、

対
面

や
他

の
通

信
手

段

に
よ

る
企

業
説

明
会

や
面

接
・

試
験

等
も

併
せ

て
実

施
す

る
こ

と
。

 

 ８
．

成
績

証
明
等

の
一

層
の

活
用

 

 【
背

景
・
考

え
方

】
 

 

採
用

選
考

活
動

で
は

、
学

生
の

学
業

に
対

す
る

取
組

状
況

が
適

切
に

評
価

さ
れ

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

 

 

【
要

請
事

項
】

 

 

採
用

選
考

活
動

に
当

た
っ

て
は

、
大

学
等

に
お

け
る

成
績

証
明

等
を

取
得

し
て

一
層

活
用

す
る

こ
と
（

例

え
ば

、
面

接
時

に
そ

れ
ら

に
基

づ
い

た
質

問
を

行
う

な
ど

）
等

に
よ

り
、

学
修

成
果

や
学

業
へ

の
取

組
状

況
を

適
切

に
評

価
す

る
こ

と
。
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 ９
．
公
平
・
公
正
で
透
明
な
採
用
及
び
個
人
情
報
の
不
適
切
な
取
扱
い
の
防
止
の
徹
底
 

 【
背
景
・
考
え
方
】
 

 

学
生
が
安
心
し
て
就
職
活
動
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
応
募
者
に
広
く
門
戸
を
開
き
、
応
募
者
の
適
性
・

能
力
に

基
づ
い

た
公

平
・

公
正
で

透
明
な

採
用

選
考

を
行
う

こ
と
が

求
め

ら
れ

る
。
ま

た
、
学

生
の

個
人

情
報
の

不
適
切

な
取

扱
い

に
よ
り

、
就
職

活
動

に
不

利
に
働

く
よ
う

な
サ

ー
ビ

ス
が
提

供
さ
れ

、
利

用
さ

れ
る
事
案
な
ど
が
発
生
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
事
態
を
防
止
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
 

 

【
要
請
事
項
】
 

 

関
係
法
令
等

2
0
を
踏
ま
え
、
公
平
・
公
正
で
透
明
な

採
用
選
考
活
動
を
行
う
と

と
も
に
、
学
生
の
個
人

情
報
の
適
切
な
取
扱
い
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
。
 

 1
0
．
採
用
選
考
に
お
け
る
学
生
の
職
業
選
択
の
自
由
を
妨
げ
る
行
為
の
防
止
の
徹
底
 
 

 【
背
景
・
考
え
方
】
 

 

就
職
を

し
た

い
と
い

う
学

生
の
弱

み
に

付
け
込

ん
だ

、
学
生

の
職

業
選
択

の
自

由
を
妨

げ
る

行
為
（
い

わ
ゆ
る
「
オ
ワ
ハ
ラ
」
）
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
 

 「
オ
ワ

ハ
ラ

」
は
、

憲
法

で
保
障

さ
れ

た
職
業

選
択

の
自
由

を
侵

害
す
る

お
そ

れ
が
あ

る
許

さ
れ
な
い

行
為
で

あ
る
。

企
業

の
対

応
が
学

生
に
「

オ
ワ

ハ
ラ

」
と
受

け
止
め

ら
れ

れ
ば

、
そ
の

企
業
は

法
令

違
反

に
問
わ

れ
る
お

そ
れ

が
あ

る
ほ
か

、
社
会

的
信

用
の

失
墜
や

企
業
イ

メ
ー

ジ
の

低
下
に

つ
な
が

る
こ

と
も

懸
念
さ
れ
る

2
1
。
 

 

青
少
年
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

4
5
年
法
律
第

9
8
号
）
第
７
条
の
規
定
に
基
づ
く
「
青

少
年
の

雇
用
機

会
の

確
保

及
び
職

場
へ
の

定
着

に
関

し
て
事

業
主
、

特
定

地
方

公
共
団

体
、
職

業
紹

介
事

業
者
等
そ
の
他
の
関
係
者
が
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
」（
平
成

2
7
年
厚

生
労
働
省
告
示
第

4
0
6
号

）

に
お
い
て
、「

採
用
内
定
又
は
採
用
内
々
定
を
行
う
こ
と
と
引
替
え
に
、
他
の
事
業
主
に
対
す
る
就
職
活
動

を
取
り

や
め
る

よ
う

強
要

す
る
こ

と
等
青

少
年

の
職

業
選
択

の
自
由

を
妨

げ
る

行
為
又

は
青
少

年
の

意
思

に
反
し

て
就
職

活
動

の
終

了
を
強

要
す
る

行
為

に
つ

い
て
は

、
青
少

年
に

対
す

る
公
平

か
つ
公

正
な

就
職

機
会
の
提
供
の
観
点
か
ら
行
わ
な
い
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 

 
2
0
 
「
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
」（

昭
和

4
1
年
法
律
第

1
32

号
）、
「
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男

女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」（

昭
和

4
7
年
法
律
第

1
13

号
）、
「
青
少
年
の
雇

用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
」（

昭
和

4
5
年
法
律
第

98
号
）、
「
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
」（

昭
和

3
5
年
法
律
第

1
23

号
）、
「

職
業
安
定
法

」（
昭
和

2
2
年
法
律
第

1
41

号
）、
「
職
業
紹
介
事
業
者
、
求
人
者
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
、
募
集
受
託
者
、
募
集

情
報
等
提
供
事
業
を
行
う
者
、
労
働
者
供
給
事
業
者
、
労
働
者
供
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
等
が
均
等
待
遇
、
労
働
条
件
等
の
明
示
、
求
職

者
等
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
、
職
業
紹
介
事
業
者
の
責
務
、
募
集
内
容
の
的
確
な
表
示
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
等
の
責
務
、
労
働
者
供

給
事
業
者
の
責
務
等
に
関
し
て
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
」（

平
成

1
1
年
労
働
省
告
示
第

14
1
号
）
及
び
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
」（

平
成

1
5
年
法
律
第

5
7
号
）
 

2
1
 
日
本
経
済
団
体
連
合
会
「

20
25

年
版
経
営
労
働
政
策
特
別
委
員
会
報
告
」
で
は
、「

企
業
に
は
、
オ
ワ

ハ
ラ
未
然
防
止
に
向
け
た
研
修
等

を
実
施
す
る
な
ど
、
社
内
で
の
啓
発
の
強
化
・
徹
底
が
望
ま
れ
る
」
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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企
業
が
内
（
々
）
定
を
出
し
た
学
生
の
保
護
者
に
対
し
、
学
生
の
内
定
承
諾
の
意
思
の
確
認
等
を
行
う
、

い
わ
ゆ

る
「
オ

ヤ
カ

ク
」

と
称
さ

れ
る
も

の
に

つ
い

て
は
、

例
え
ば

、
企

業
が

保
護
者

に
も
企

業
情

報
を

提
供
す

る
な
ど

、
入

社
に

際
し
て

の
保
護

者
の

不
安

を
解
消

し
、
企

業
に

対
す

る
理
解

を
深
め

る
こ

と
を

目
的
と

す
る
ケ

ー
ス

が
あ

る
一
方

で
、
内

定
辞

退
の

防
止
を

目
的
と

し
て

、
内

定
を
承

諾
す
る

こ
と

に
保

護
者
の

同
意
を

強
要

す
る

と
い
っ

た
ケ
ー

ス
も

あ
る

と
指
摘

さ
れ
て

い
る

。
そ

う
し
た

行
為
は

、
学

生
の

職
業
選

択
の
自

由
を

妨
げ

る
も
の

と
し
て

、
「

オ
ワ

ハ
ラ
」

に
該
当

し
得

る
こ

と
に
留

意
が
必

要
で

あ
る

。
 

 【
要
請
事
項
】
 

 

学
生
の

職
業

選
択
の

自
由

を
確
保

す
る

た
め
、

新
卒

等
の
採

用
を

行
う
企

業
及

び
学
生

と
企

業
の
マ
ッ

チ
ン
グ
機
能
を
担
う
職
業
紹
介
事
業
者
は
、
「
オ
ワ
ハ
ラ
」
を
行
わ
な
い
こ
と

2
2
。
 

  
（
参
考

）
オ
ワ

ハ
ラ
に

つ
い

て
 

オ
ワ

ハ
ラ

に
該

当
し

得
る

例
と

し
て

は
、

次
の

よ
う

な
も

の
が

挙
げ

ら
れ

る
。

た
だ

し
、

オ
ワ

ハ
ラ

は
、

こ
れ

ら
の
例

に
限
ら
れ

る
も
の

で
は
な

い
。

 

・
 
自
社

の
内
（

々
）
定

と
引

換
え
に
、

他
社
へ

の
就
職

活
動

を
取
り
や

め
る
よ

う
、
強

要
す

る
こ
と

 

・
 
他
社

の
就
職

活
動
が

物
理

的
に
で
き

な
い
よ

う
、
研

修
等

へ
の
参
加

を
求
め

る
こ
と

 

・
 

自
由

応
募

型
の

採
用

選
考

に
お

い
て

、
内

（
々

）
定

と
引

換
え

に
、

大
学

等
又

は
大

学
教

員
等

か
ら

の
推

薦
状

の
提

出
を
求
め

る
こ
と

 

 
 

・
 
内

定
承
諾

書
等
の

早
期

提
出

を
強

要
す
る

こ
と
や

、
内
定

辞
退
の

防
止
を

目
的
と

し
て
、

内
定
を

承
諾
す

る
こ
と

に

つ
い
て
、

保
護
者

の
同
意

を
強

要
す
る
こ

と
 

・
 
 
内
（
々
）
定

辞
退
を

申
し

出
た
に
も

か
か
わ

ら
ず
、

引
き

留
め
る
た

め
に
、

何
度
も

話
し

合
い
を
求

め
る
こ

と
 

・
 
内
（

々
）
定

期
間
中

に
行

わ
れ
た
業

務
性
が

強
い
研

修
に

つ
い
て
、

内
定
辞

退
の
防

止
を

目
的
と
し

て
、
内

（
々
）

 
 

 
 

定
を
辞
退

し
た
場

合
に
研

修
費

用
の
返
還

を
求
め

る
こ
と

又
は

事
前
に
そ

の
誓
約

書
を
要

求
す

る
こ
と

 

 1
1
．
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
・
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
の
徹
底
 
 

 【
背
景
・
考
え
方
】
 

 

就
職
を

し
た

い
と
い

う
学

生
の
弱

み
に

付
け
込

ん
だ

、
学
生

に
対

す
る
セ

ク
シ

ュ
ア
ル

ハ
ラ

ス
メ
ン
ト

や
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
防
止
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

 【
要
請
事
項
】
 

 

 
2
2
 
学
生
が
、
就
活
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
等
の
名
称
で
職
業
紹
介
事
業
者
が
提
供
す
る
職
業
紹
介
サ
ー
ビ
ス
を
活
用
し
、
企
業
か
ら
内
々
定
を
受
け

た
際
、
当
該
就
活
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
等
か
ら
、
他
企
業
へ
の
就
職
活
動
の
終
了
を
迫
ら
れ
る
等
の
事
例
が
み
ら
れ
る
。
大
学
は
、
学
生
に
対

し
、
内
々
定
を
受
け
た
後
で
あ
っ
て
も
、
引
き
続
き
、
就
職
活
動
が
で
き
る
旨
を
周
知
徹
底
す
る
。
仮
に
、
不
当
な
行
為
等
が
あ
っ
た
場
合

に
は
、
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー
等
の
窓
口
で
相
談
や
企
業
に
対
す
る
申
し
入
れ
が
で
き
る
よ
う
、
環
境
を
整
備
す
る
。
同
時
に
、
大
学
は
、
学

生
に
対
し
、
不
必
要
に
複
数
の
内
々
定
を
保
持
す
る
行
為
な
ど
は
厳
に
慎
み
、
節
度
あ
る
就
職
活
動
を
行
う
よ
う
、
周
知
徹
底
す
る
。
都
道

府
県
労
働
局
・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
い
て
も
、
学
生
か
ら
の
相
談
を
受
け
つ
け
、
相
談
者
の
意
向
も
踏
ま
え
つ
つ
、
事
実
確
認
の
上
で
、
適

切
に
対
処
す
る
。
都
道
府
県
労
働
局
・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
大
学
の
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー
等
の
窓
口
は
、
事
例
の
共
有
等
の
連
携
を
行
う
。
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採
用
選
考
活
動
、
O
B・

O
G
訪
問
へ
の
対
応
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
実
施
等
に
お
い
て
、
性
的
な
冗
談

や
か
ら

か
い
の

発
言

を
行

う
、
身

体
に
接

触
す

る
な

ど
の
セ

ク
シ
ュ

ア
ル

ハ
ラ

ス
メ
ン

ト
や
、

面
接

時
に

人
格
を

否
定
す

る
よ

う
な

暴
言
を

吐
く
な

ど
の

パ
ワ

ー
ハ
ラ

ス
メ
ン

ト
を

行
っ

て
は
な

ら
な
い

旨
を

社
員

に
対
し
て
周
知
を
す
る
こ

と
。
ま
た
、
学
生
か
ら
の

相
談
に
対
し
て
適
切
な
対

応
を
行
う

2
3
な
ど
、
セ
ク

シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
の
た
め
の
対
応
を
徹
底
す
る
こ
と
。
 
 

 

1
2
．
学
生
か
ら
の
苦
情
・
相
談
へ
の
対
応
 
 

 【
背
景
・
考
え
方
】
 

 

ハ
ラ
ス

メ
ン

ト
行
為

へ
の

対
応
を

含
め

、
学
生

が
安

心
し
て

就
職

活
動
に

取
り

組
め
る

環
境

づ
く
り
の

た
め
に

は
、
大

学
、

企
業

、
政
府

等
の
関

係
者

が
学

生
か
ら

の
苦
情

・
相

談
に

適
切
に

対
応
す

る
こ

と
が

重
要
で

あ
る
。

企
業

及
び

学
生
と

企
業
の

マ
ッ

チ
ン

グ
機
能

を
担
う

職
業

紹
介

事
業
者

に
お
い

て
も

、
そ

う
し
た
取
組
へ
の
協
力
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
 

 【
要
請
事
項
】
 

 

若
者
雇

用
促

進
法
に

基
づ

く
指
針

等
も

踏
ま
え

、
職

業
安
定

機
関

（
ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク
）

等
と

連
携
を
図

り
つ
つ

、
相
談

窓
口

を
設

置
す
る

な
ど
、

学
生

か
ら

の
苦
情

・
相
談

を
迅

速
か

つ
適
切

に
処
理

す
る

た
め

の
体
制
の
整
備
及
び
改
善
向
上
に
努
め
る
こ
と
。
 

  

以
 
上
 

 
2
3
 
「
事
業
主
が
職
場
に
お
け
る
性
的
な
言
動
に
起
因
す
る
問
題
に
関
し
て
雇
用
管
理
上
講
ず
べ
き
措
置
等
に
つ
い
て
の
指
針
（
平
成

1
8
年

厚
生
労
働
省
告
示
第

6
15

号
）」

 

11
 

 
 

 

（
別
紙
２
）
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参
 
考
 
資
 
料

 

令
和
７

年
３

月
2
1
日

  

経
済
団

体
・
業

界
団

体
等

の
長
 
殿

 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
就

職
問

題
懇
談

会
座
長

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
伊

 
藤
 
公
 
平

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
(
慶

應
義
塾

長
)
 

 

「
令
和

８
年
度

大
学

、
短

期
大
学

及
び
高

等
専

門
学

校
卒
業

・
修
了

予
定

者
 

に
係
る

就
職
に

つ
い

て
（

企
業
等

へ
の
要

請
）

」
に

つ
い
て

 

 

こ
の
度

、
国
公

私
立

の
大

学
、
短

期
大
学

及
び

高
等

専
門
学

校
（
以

下
、

「
大

学
等
」

と
い
う

。
）

関
係
団

体
の
代

表
で

構
成

す
る
就

職
問
題

懇
談

会
で

は
、
「

令
和
８

年
度

大
学

、
短
期

大
学
及

び
高

等

専
門
学

校
卒
業
・
修

了
予

定
者
に

係
る
就

職
に

つ
い

て
（
申

合
せ

）
」
（

以
下

、
「
申
合

せ
」
と
い

う
。
）

を
定
め

ま
し
た

。
 

我
が
国

の
持
続

的
な

発
展

の
基
盤

と
な
る

人
材

の
育

成
の
た

め
に
は

、
未

来
を

担
う
学

生
の
学

び
の

充
実
が

な
け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん
。

学
生
が

学
業

に
専

念
し
、

多
様
な

経
験

が
で

き
る
環

境
が
大

学
等

に

あ
り
、

そ
れ
を

企
業

の
皆

様
を
は

じ
め
広

く
社

会
で

支
え
る

こ
と
が

必
要

で
あ

り
、
未

来
を
拓

く
人

材

育
成
を

社
会
全

体
で

実
現

す
る
た

め
に
は

皆
様

の
協

力
が
欠

か
せ
ま

せ
ん

。
 

特
に
学

生
の
就

職
・

採
用

活
動
に

当
た
っ

て
は

、
学

び
の
適

切
な
評

価
と

と
も

に
、
そ

の
活
動

が
学

業
に
支

障
を
き

た
さ

な
い

よ
う
円

滑
に
実

施
す

る
こ

と
が
重

要
で
す

。
大

学
等

は
、
学

校
教
育

の
充

実

と
学
生

の
学
修

環
境

の
確

保
の
た

め
に
全

教
職

員
が

協
力
し

、
全
学

的
に

申
合

せ
を
実

行
す
る

所
存

で

す
が
、

併
せ
て

、
各

企
業

等
及
び

求
人
広

告
会

社
や

そ
の
他

就
職
支

援
サ

ー
ビ

ス
会
社

の
皆
様

の
御

理

解
・
御

協
力
は

不
可

欠
で

す
。

 

申
合
せ

で
は
、

就
職

活
動

の
秩
序

を
維
持

し
、

学
生

の
就
職

機
会
の

均
等

の
た

め
、
各

大
学
等

が
取

り
組
む

事
項
を

定
め

て
い

ま
す
が

、
こ
の

申
合

せ
を

も
と
に

、
学
生

の
就

職
・

採
用
選

考
活
動

に
際

し

留
意
い

た
だ
き

た
い

事
柄

を
「
令

和
８
年

度
大

学
、

短
期
大

学
及
び

高
等

専
門

学
校
卒

業
・
修

了
予

定

者
に
係

る
就
職

に
つ

い
て

（
企
業

等
へ
の

要
請

）
」

と
し
て

ま
と
め

ま
し

た
。

 

貴
団
体

に
お
か

れ
て

は
、

本
趣
旨

を
御
勘

案
い

た
だ

き
、
加

盟
企
業

等
に

対
す

る
周
知

徹
底
を

要
請

い
た
し

ま
す
。

 

な
お
、

就
職
問

題
懇

談
会

と
し
て

は
、
現

状
の

就
職

活
動
の

課
題
や

社
会

事
情

等
を
踏

ま
え
た

就
職

活
動
の

在
り
方

に
つ

い
て

、
今
後

具
体
的

に
議

論
を

行
っ
て

ま
い
り

ま
す

。
 

ま
た
、

「
採
用

と
大

学
教

育
の
未

来
に
関

す
る

産
学

協
議
会

」
の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で
は

、
イ
ン

タ
ー

ン
シ
ッ

プ
を
始

め
と

す
る

学
生
の

キ
ャ
リ

ア
形

成
支

援
に
係

る
取
組

の
４

つ
の

類
型
の

基
本
的

考
え

方

や
、
そ

の
実
施

に
向

け
た

周
知
活

動
等
を

行
っ

て
い

ま
す
。

今
後
の

実
践

に
向

け
て
ぜ

ひ
一
度

ご
覧

く

だ
さ
い

。
 

 

〇
産
学

協
議
会

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

 

h
t
tp

s:
//

ww
w.

sa
n
ga

ku
ky

og
ik

ai
.o

rg
/
ac

ti
vi

ti
es
 

2
 

 

令
和
７

年
３

月
2
1
日

 

就
職

問
題

懇
談

会
  

令
和
８

年
度
大

学
、

短
期

大
学
及

び
高
等

専
門

学
校

卒
業
・

修
了
予

定
者

に
係

る
就
職

に
つ
い

て
 

（
企
業

等
へ
の

要
請

）
 

 

 
 
就

職
問
題

懇
談

会
は

、
我
が

国
の
持

続
的

な
発

展
の
基

盤
と
な

る
人

材
育

成
と
い

う
視
野

に
立

ち
、

未
来
を

担
い
拓

く
学

生
が

大
学
等

に
お
い

て
学

問
を

し
っ
か

り
と
修

め
る

こ
と

が
、
社

会
や
企

業
等

に

と
っ
て

も
重
要

で
あ

り
、

企
業
等

が
学
生

に
対

す
る

採
用
活

動
に
つ

い
て

共
通

認
識
を

持
つ
こ

と
が

不

可
欠
で

あ
る
と

考
え

る
。

こ
の
た

め
、
学

生
が

安
心

し
て
学

業
に
専

念
で

き
、

か
つ
、

企
業
等

が
学

修

成
果
を

適
切
に

評
価

で
き

る
よ
う

、
学
修

環
境

の
確

保
を
前

提
と
し

た
採

用
選

考
活
動

を
実
施

し
て

い

た
だ
き

た
く
、

以
下

の
点

を
要
請

す
る
。

 

 

（
１
）

就
職
・

採
用

選
考

活
動
開

始
時
期

の
遵

守
 

 
 
 
大

学
等
の

学
事

暦
に

十
分
配

慮
し
、

以
下

の
就

職
・
採

用
選
考

活
動

日
程

を
遵
守

す
る
こ

と
。

 

［
就
職

・
採
用

選
考

活
動

日
程
］

 

Ⅰ
．
内

容
 

 
 
下

記
の
就

職
・

採
用

日
程
を

原
則
と

す
る

。
 

 
 
 

・
広
報

活
動

開
始

ⅰ
 

 
 
：

 
卒

業
・
修

了
年
度

に
入
る

直
前

の
３

月
１
日

以
降

 

（
こ

こ
で

い
う

広
報

活
動

と
は

、
採

用
を

目
的
と

し
て

、
業
界

情
報

、
企

業
情

報
、
新

卒
求
人

情
報

な
ど

を
学

生
に

対
し

て
広

く
発
信

し
て

い
く

活
動

を
指

す
）
 

 
 

・
採
用

選
考
活

動
開

始
ⅱ
 
：
 

卒
業
・

修
了

年
度

の
６
月

１
日
以

降
 

 
 
 

・
正
式

な
内

定
日

 
 

 
 
：

 
卒

業
・
修

了
年
度

の
１
０

月
１

日
以

降
 

そ
れ
に

加
え
て

、
以

下
の

Ⅱ
．
の

人
材
に

つ
い

て
は

、
 

(
i
)
 
卒

業
・
修

了
年

度
に

入
る
直

前
の
春

休
み

以
降

の
タ
イ

ミ
ン
グ

で
、

産
学

協
議
会

が
令
和

４
年

４
月

に
ま

と
め

た
 
タ

イ
プ

３
ⅲ
の

う
ち

専
門

活
用

型
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
を

活
用

す
る
こ

と
、
か

つ
 

(
i
i
)
 
イ

ン
タ

ー
ン
シ

ッ
プ
後
の

採
用
選

考
を

経
る

こ
と

 

に
よ
り

、
６
月

の
採

用
選

考
開
始

時
期
に

と
ら

わ
れ

な
い
こ

と
と
す

る
。

 

 
 
Ⅱ
．

対
象

 

対
象
と

な
る
人

材
に

つ
い

て
は
、

タ
イ
プ

３
の

う
ち

専
門
活

用
型
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ
プ

を
通
じ

て

判
断
さ

れ
る
者

と
す

る
 
。
 

 Ⅲ
．
留

意
事
項

 

Ⅰ
及
び

Ⅱ
の
実

施
に

当
た

っ
て
は

、
 

（
ａ
）

透
明
性

確
保

の
た

め
、
Ⅱ

．
の
人

材
を

求
め

る
た
め

に
イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ
を

実
施

 

す
る
企

業
は
、

以
下

の
内

容
を
含

む
事
項

を
Ｈ

Ｐ
等

で
公
表

す
る
。

 

１
）
産

学
協
議

会
(
令

和
４
年
４

月
)
)
に

準
拠

し
た

タ
イ
プ

３
の
イ

ン
タ

ー
ン

シ
 

ッ
プ
の

情
報
開

示
要

件
 

a
.
プ
ロ

グ
ラ
ム

の
趣

旨
(
目
的
)
 

b
.
実
施

時
期
・

期
間

、
場

所
、
募

集
人
数

、
選

抜
方

法
、
無

給
/
有

給
等

 



― 44 ―

3
 

 

c
.
就
業

体
験
の

内
容

（
受

入
れ
職

場
に
関

す
る

情
報

を
含
む

）
 

d
.
就
業

体
験
を

行
う

際
に

必
要
な

能
力

 

e
.
イ
ン

タ
ー
ン

シ
ッ

プ
に

お
け
る

フ
ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

 

f
.
採
用

活
動
開

始
以

降
に

限
り
、

イ
ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
を
通

じ
て
取

得
し

た
学

生
情
報

 

を
活
用

す
る
旨

（
活

用
内

容
の
記

載
は
任

意
）

 

注
）
こ

こ
で
い

う
「

採
用

活
動
開

始
」
の

時
期

に
つ

い
て
は

、
専
門

活
用

型
イ

ン
タ

 

ー
ン
シ

ッ
プ
の

実
施

に
よ

り
６
月

よ
り
前

に
採

用
選

考
を
開

始
す
る

場
合

に
は

、
 

そ
の
時

か
ら
と

す
る

。
 

g
.
当
該

年
度
の

イ
ン

タ
ー

ン
シ
ッ

プ
実
施

計
画

（
時

期
・
回

数
・
規

模
等

）
 

h
.
イ
ン

タ
ー
ン

シ
ッ

プ
に

係
る
実

績
概
要

（
過

去
２

～
３
年

程
度
）

 

i
.
採
用

選
考
活

動
等

の
実

績
概
要

 

２
）
そ

の
他
の

開
示

要
件

 

j
.
就
業

体
験
を

行
う

際
に

学
生
に

求
め
る

大
学

に
お

け
る
学

修
成
果

水
準

（
G
P
A
 
等
）

 

k
.
就
業

体
験
を

行
う

際
に

学
生
に

求
め
る

専
門

的
能

力
 

l
.
参
考

情
報
と

し
て

、
新

卒
一
括

採
用
に

係
る

採
用

計
画
（

採
用
人

数
等

）
 

（
ｂ
）

多
様
な

人
材

の
活

躍
を
促

す
た
め

、
実

施
企

業
は
、

新
卒
学

生
の

み
な

ら
ず
、

博
士
課

 

程
学
生

、
既
卒

学
生

、
海

外
か
ら

の
日
本

人
及

び
外

国
人
留

学
生
な

ど
多

様
な

人
材
に

も
、

 

同
様
の

イ
ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
、
採

用
選
考

の
機

会
を

設
け
る

。
 

（
ｃ
）

実
施
企

業
は

、
学

生
の
専

門
性
や

能
力

に
応

じ
、
就

業
後
に

お
け

る
そ

の
学
生

の
キ
ャ

 

リ
ア
パ

ス
が
適

切
に

形
成

さ
れ
る

こ
と
に

配
慮

し
て

、
採
用

を
行
う

。
 

 

学
生
の

採
用
選

考
に

当
た

り
、
求

人
広
告

会
社

や
そ

の
他
就

職
支
援

サ
ー

ビ
ス

会
社
を

利
用
す

る

際
も
、

本
要
請

を
遵

守
し

た
サ
ー

ビ
ス
で

あ
る

こ
と

を
確
認

し
た
上

で
利

用
す

る
こ
と

。
 

ま
た
、
採
用

選
考
活

動
開

始
前
の

早
期
の

段
階

で
採

用
の
内

々
定
を

出
す

こ
と

や
、
「
早

期
選
考

」

等
と
称

し
て
採

用
選

考
活

動
開
始

前
に
採

用
選

考
活

動
を
実

施
す
る

こ
と

は
学

生
の
学

修
環
境

に
強

い
影
響

を
及
ぼ

す
こ

と
と

な
る
の

で
、
実

施
し

な
い

こ
と
。

 

な
お
、

海
外
留

学
す

る
学

生
も
い

る
こ
と

か
ら

、
上

記
の
就

職
・
採

用
選

考
開

始
時
期

以
降
に

長

期
に
わ

た
っ
て

積
極

的
に

広
報
活

動
及
び

採
用

選
考

活
動
を

実
施
す

る
と

と
も

に
、
卒

業
・
修

了
し

た
学
生

に
対
し

て
も

同
様

の
活
動

を
行
う

こ
と

。
 

 

（
２
）

採
用
選

考
活

動
に

お
け
る

学
業
成

果
等

の
評

価
 

卒
業
・
修
了

前
年
度

ま
で

の
学
修

成
果
や

学
業

へ
の

取
組
状

況
を
表

す
書

類
(
例
え
ば

成
績
証

明

書
や
履

修
履

歴
等
)
を

選
考

の
早

期
の

段
階

で
取

得
し

た
り

、
学

生
が

提
出

す
る

学
修

成
果

等
に
関

す
る
資

料
（

例
え

ば
ｅ
ポ

ー
ト
フ

ォ
リ
オ

や
デ

ィ
プ

ロ
マ
・
サ
プ

リ
メ

ン
ト
等

）
を

採
用
面

接
等

に

お
い
て

積
極
的

に
活

用
す

る
こ
と

に
よ
り

、
留

学
経

験
を
含

む
学
生

の
学

修
成

果
等
を

適
切
に

評
価

す
る
こ

と
。

 

 （
３
）

学
生
の

学
業

等
へ

の
配
慮

 

 
 
 

就
職
活

動
が

一
部

で
早
期

化
、
長

期
化

し
、

学
生
が

本
分
で

あ
る

学
修

時
間
等

を
確
保

し
な

が
ら

安
心
し

て
就
職

活
動

に
取

り
組
め

る
環
境

を
損

な
う

事
象
が

生
じ
て

い
る

こ
と

か
ら
、

学
生
の

学
業

4
 

 

の
妨
げ

と
な
る

よ
う

な
採

用
選
考

活
動
を

実
施

し
な

い
こ
と

。
企
業

等
が

学
期

期
間
中

に
採
用

選
考

活
動
を

実
施
す

る
場

合
に

は
、
以

下
の
点

に
配

慮
す

る
こ
と

。
 

①
 授

業
、

試
験
、

留
学

、
教

育
実
習

等
と
採

用
選

考
活

動
が
重

複
し
な

い
か

あ
ら

か
じ
め

学
生

に
確
認

し
、
必

要
に

応
じ

て
個
別

的
な
採

用
選

考
日

時
の
変

更
な
ど

必
要

な
対

応
を
明

示
的

に
行
う

こ
と
。

ま
た

、
土

日
祝
日

や
平
日

の
夕

方
を

活
用
す

る
ほ
か

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ
ト

な
ど

の
多
様

な
通
信

手
段

も
取

り
入
れ

る
な
ど

、
学

生
の

学
修
環

境
を
損

な
う

こ
と

の
な
い

よ
う

極
力
柔

軟
に
対

応
す

る
こ

と
。

 

②
 大

学
等

の
所
在

地
や

学
生

の
居
住

地
が
遠

方
で

あ
る

場
合
な

ど
に
は

、
多

様
な

通
信
手

段
を

活
用
し

て
採
用

選
考

活
動

を
行
う

な
ど
、

採
用

選
考

に
お
い

て
不
利

と
な

ら
な

い
よ
う

配
慮

す
る
こ

と
。

 

多
様
な

通
信
手

段
を

活
用

し
た
採

用
選
考

活
動

を
行

う
際
に

は
、
学

生
の

通
信

環
境
を

考
慮

し
た
対

応
と
し

て
、

通
信

環
境
が

整
わ
な

い
学

生
が

不
利
益

を
被
ら

な
い

よ
う

配
慮
し

、
音

声
・
映

像
が
途

切
れ

た
場

合
の
対

応
を
あ

ら
か

じ
め

明
示
す

る
こ
と

。
ま

た
、

学
生
が

準
備

す
る
時

間
を
確

保
す

る
た

め
、
通

信
手
法

に
つ

い
て

余
裕
を

も
っ
て

連
絡

す
る

こ
と
。

 

 

（
４
）

多
様
な

学
生

へ
の

選
考
機

会
の
提

供
 

国
際
的

な
人
材

獲
得

競
争

が
展
開

さ
れ
る

中
で
、
日

本
人
海

外
留
学

者
ⅳ
や
外

国
人
留

学
生
が
、
就

職
活
動

で
不
利

に
な

る
と

の
認
識

が
生
じ

な
い

よ
う

、
日
本

人
海
外

留
学

者
や

外
国
人

留
学
生

の
み

を
対
象

と
す
る

採
用

選
考

等
の
取

組
を
各

企
業

等
の

必
要
に

応
じ
て

行
い

、
取

組
を
行

っ
て
い

る
企

業
等
は

、
様
々

な
募

集
の

機
会
に

つ
い
て

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ
ト

な
ど
の

多
様

な
通

信
手
段

も
活
用

し
て

積
極
的

に
周
知

・
広

報
す

る
こ
と

。
 

ま
た
、

障
害
の

あ
る

学
生

の
就
職

希
望
者

数
が

増
加

す
る
中

で
、
障

害
の

あ
る

学
生
が

就
職
活

動

で
不
当

な
差
別

的
取

扱
い

と
な
ら

な
い
よ

う
、

大
学

等
と
連

携
し
て

障
害

学
生

向
け
求

人
情
報

を
提

供
す
る

等
、
募

集
及

び
採

用
に
関

す
る
情

報
の

公
表

を
積
極

的
に
行

う
と

と
も

に
、
障

害
者
の

雇
用

の
促
進

等
に
関

す
る

法
律

の
趣
旨

等
を
踏

ま
え

、
障

害
の
あ

る
学
生

か
ら

の
申

出
に
よ

り
、
過

重
な

負
担
に

な
ら
な

い
範

囲
で

障
害
の

特
性
に

配
慮

し
た

必
要
な

措
置
を

講
じ

る
等

、
適
切

に
対
応

す
る

こ
と
。

 

  
（
５

）
雇
用

機
会

均
等

、
職
業

選
択
の

自
由

を
妨

げ
る
行

為
等
の

抑
制

、
公

平
・
公

正
な
採

用
の

徹
底

 

労
働
施

策
総

合
推

進
法

、
男

女
雇

用
機

会
均

等
法

、
同

法
指

針
の

趣
旨

等
に

の
っ

と
っ

て
採

用
選

考
活
動

を
行

う
こ

と
。

特
に

、
総

合
職

採
用

に
お

け
る

女
子

学
生

や
、

前
述

の
障

害
の

あ
る

学
生
へ

の
配
慮

、
あ
る

い
は

学
生

が
持
つ

多
様
性

の
尊

重
な

ど
、
適

切
に
対

応
す

る
こ

と
。

 

 
 
ま

た
、
必

要
な

人
材

確
保
に

熱
心
に

な
る

あ
ま

り
、
例

え
ば

 

①
 正

式
内

定
開

始
日

前
に

内
定

承
諾

書
、

誓
約

書
を

は
じ

め
と

し
た

内
定

受
諾

の
意

思
確

認
書

類
の
提

出
要
求

 

②
 ６

月
１

日
以

降
の

採
用

選
考

時
期

に
学

生
を

長
時

間
拘

束
す

る
よ

う
な

選
考

会
、

研
修

及
び

行
事
等

の
実
施

 

③
 自

社
の

内
(
々
)
定
と

引
換

え
に
、

他
社
へ

の
就

職
活

動
を
取

り
や
め

る
よ

う
強

要
す
る

こ
と

 

④
 自

由
応

募
型

の
採

用
選

考
に

お
い

て
、

内
(
々

)
定

と
引

換
え

に
大

学
等

あ
る

い
は

大
学

教
員

等
か
ら

の
推
薦

状
の

提
出

を
求
め

る
こ
と
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⑤
 業

務
性

が
強

い
研

修
に

つ
い

て
、

内
定

や
内

々
定

を
辞

退
し

た
場

合
に

研
修

費
用

の
返

還
を

求
め
る

こ
と
。

 

な
ど
、

学
生
の

職
業

選
択

の
自
由

を
妨
げ

る
行

為
や

、
学
生

の
意
思

に
反

し
て

就
職
活

動
の
終

了

を
強
要

す
る
よ

う
な

ハ
ラ

ス
メ
ン

ト
的
な

行
為

（
い

わ
ゆ
る

「
オ
ワ

ハ
ラ

」
）

は
厳
に

慎
む
こ

と
。

 

ま
た
、

そ
の
実

効
性

を
担

保
す
る

た
め
、

学
生

が
相

談
で
き

る
窓
口

を
設

け
る

な
ど
学

生
か
ら

の

苦
情
・

相
談
を

迅
速

、
適

切
に
処

理
す
る

た
め

の
体

制
の
整

備
及
び

改
善

向
上

に
努
め

る
こ
と

。
 

加
え
て

、
採
用

選
考

活
動

に
携
わ

る
人
事

担
当

者
等

が
、
就

職
を
し

た
い

と
い

う
学
生

の
弱
み

に

付
け
込

ん
で
、

性
的

な
言

動
や
人

権
を
侵

害
す

る
よ

う
な
行

為
を
す

る
こ

と
が

な
い
よ

う
、
当

該
人

事
担
当

者
等
へ

の
適

切
な

事
前
指

導
・
教

育
を

行
う

こ
と
。

 

 
 

ま
た

、
採

用
選

考
活

動
等

で
差

別
的

な
取

扱
い

が
行

わ
れ

な
い

よ
う

、
学

生
に

対
し

て
、

就
職
差

別
に
つ

な
が
る

恐
れ

の
あ

る
項
目

を
含
む
「
会
社

指
定
書
類
（

エ
ン

ト
リ
ー

シ
ー
ト
等

を
含
む

）
」
、

「
戸
籍

謄
（

抄
）

本
」

、
「

住
民

票
」

等
の

提
出

を
求

め
な

い
こ

と
。

面
接

に
お

い
て

も
同

様
に
就

職
差
別

に
つ
な

が
る

恐
れ

の
あ
る

内
容
の

質
問

等
を

し
な
い

こ
と
。

 

 
 

さ
ら

に
、

就
職

活
動

に
お

い
て

書
類

を
徴

収
す

る
に

際
し

て
は

、
学

生
の

個
人

情
報

の
取

扱
い
等

に
留
意

し
、

第
三

者
に

提
供

す
る

こ
と

等
を

想
定

し
て

い
る

の
で

あ
れ

ば
、

そ
の

使
途

を
明

確
に
事

前
周
知

し
、
学
生
が

同
意

し
た
く

な
い
場

合
に

は
拒

否
で
き

る
よ
う

な
仕

組
み

を
設
け

る
と
と

も
に
、

あ
ら
か

じ
め

示
さ

れ
た

必
要

書
類

以
外

の
も

の
を

選
考

の
最

終
段

階
や

内
々

定
後

に
求

め
る

こ
と
が

な
い
よ

う
に
、

必
要

書
類

を
含
む

採
用
選

考
情

報
を

あ
ら
か

じ
め
明

示
す

る
こ

と
。

 

 （
６
）

イ
ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
等
の

適
切
な

実
施

 

イ
ン
タ

ー
ン
シ

ッ
プ

と
は

、
「
イ

ン
タ
ー

ン
シ

ッ
プ

を
始
め

と
す
る

学
生

の
キ

ャ
リ
ア

形
成
支

援

に
係
る

取
組
の

推
進

に
当

た
っ
て

の
基
本

的
考

え
方

」
（
以

下
、
「

三
省

合
意

」
と
い

う
。
）

で
は

「
学
生

が
そ
の

仕
事

に
就

く
能
力

が
自
ら

に
備

わ
っ

て
い
る

か
ど
う

か
（

自
ら

が
そ
の

仕
事
で

通
用

す
る
か

ど
う
か

）
を

見
極

め
る
こ

と
を
目

的
に

、
自

ら
の
専

攻
を
含

む
関

心
分

野
や
、

将
来
の

キ
ャ

リ
ア
に

関
連
し

た
就

業
体

験
（
企

業
の
実

務
を

経
験

す
る
こ

と
）
を

行
う

活
動

（
但
し

、
学
生

の
学

修
段
階

に
応
じ

て
具

体
的

内
容
は

異
な
る

）
」

と
さ

れ
て
お

り
、
そ

の
実

施
に

当
た
っ

て
は
、

「
三

省
合
意

」
を
踏

ま
え

ⅴ
、

適
切
に

実
施
す

る
こ

と
。

 

イ
ン
タ

ー
ン
シ

ッ
プ

等
の

実
施
に

当
た
り

、
特

に
以

下
の
点

に
つ
い

て
留

意
す

る
こ
と

。
 

①
 イ

ン
タ

ー
ン
シ

ッ
プ

等
は

原
則
と

し
て
、

広
報

活
動

や
採
用

選
考
活

動
そ

の
も

の
で
は

な
い
。

令
和
５

年
度
以

降
に

実
施

す
る
イ

ン
タ
ー

ン
シ

ッ
プ

に
は
、

就
業
体

験
要

件
や

指
導
要

件
等
、

一
定
の

要
件
が

定
め

ら
れ

て
い
る

こ
と
か

ら
、
既

存
の
プ
ロ

グ
ラ
ム

が
要

件
を

満
た
し

て
い
る

か
を
確

認
す
る

と
と

も
に

、
要
件

を
満

た
さ
な

い
場

合
に
は
「
イ

ン
タ
ー

ン
シ

ッ
プ
」
と
称

し

て
実
施

す
る
こ

と
は

厳
に

慎
む
こ

と
。
特

に
、
実

質
的
に
就

業
体
験

を
伴

わ
ず

業
務
説

明
の
場

と
な
っ

て
い
る
「
ワ

ン
デ

ー
イ
ン

タ
ー
ン

シ
ッ

プ
」
な
ど
と

称
し
た

行
事

は
、
就
業
体

験
要
件

や
実
施

期
間
要

件
を

満
た

し
て
い

な
い
こ

と
が

明
ら

か
で
あ

る
た
め

、
見

直
し

を
図
る

こ
と
。
 

ま
た

、
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
等

に
参

加
す

る
学

生
を

求
人

広
告

会
社

や
そ

の
他

就
職

支
援

サ

ー
ビ

ス
会

社
を

利
用

し
て

公
募

す
る

際
は

、
本

要
請

を
遵

守
し

た
サ

ー
ビ

ス
で

あ
る

こ
と

を

確
認
し

た
上
で

利
用

す
る

こ
と
。

 

②
 イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
を

始
め

と
す

る
学

生
の

キ
ャ

リ
ア

形
成

支
援

に
係

る
取

組
の

教
育

的
効

果
を
高

め
る
た

め
、

大
学

等
と
の

連
携
の

下
実

施
す

る
こ
と

。
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③
 学

生
の

学
業

を
妨

げ
る

こ
と

が
な

い
よ

う
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
等

の
実

施
時

期
に

十
分

配
慮

し
、
原

則
と
し

て
長

期
休

暇
の
活

用
な
ど

学
事

日
程

に
十
分

配
慮
し

て
実

施
す

る
こ
と

。
た
だ

し
、
大

学
の
正

規
の

教
育

課
程
と

し
て
の

イ
ン

タ
ー

ン
シ
ッ

プ
は
こ

の
限

り
で

は
な
い

。
 

④
 一

定
の

要
件
を

満
た

し
た

イ
ン
タ

ー
ン
シ

ッ
プ

で
取

得
し
た

学
生
の

個
人

情
報

は
、
原
則

と
し

て
、
３

月
以
降

は
広

報
活

動
に
、
６
月
以

降
は

採
用

選
考
活

動
に
使

用
で

き
る

。
な
お

、
令
和

８
年
度

卒
業
・
修
了

予
定

者
を
対

象
と
し

、
広

報
活

動
・
採
用
選

考
活
動

の
開

始
期
日

以
降
に

実
施

さ
れ

る
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
を

始
め

と
す

る
学

生
の

キ
ャ

リ
ア

形
成

支
援

に
係

る
取

組

で
、
あ

ら
か
じ

め
広

報
活

動
・
採

用
選
考

活
動

の
趣

旨
を
含

む
こ
と

が
示

さ
れ

て
い
る

場
合
に

は
、
こ

の
限
り

で
は

な
い

。
 

⑤
 ま

た
、
令
和
７

年
度

以
降

の
卒
業
・
修
了

予
定

者
を

対
象
と

し
、
卒

業
・
修
了

年
次
に

入
る
直

前
の

春
休

み
以

降
に

実
施

さ
れ

る
タ

イ
プ

３
の

専
門

活
用

型
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
に

つ
い

て

は
、
取
得

し
た

学
生
情

報
を
例
外

的
に
３

月
以

降
の

採
用
選

考
活
動

に
使

用
で

き
る
こ

と
に
留

意
す
る

。
 

 

（
７
）

学
生
の

健
康

状
態

へ
の
配

慮
 

採
用

選
考

活
動

の
実

施
時

期
が

梅
雨

や
夏

季
に

当
た

る
た

め
、

学
生

の
ク

ー
ル

ビ
ズ

等
の

取
扱

い
を
明

示
す
る

こ
と

で
、

学
生
の

健
康
面

に
配

慮
す

る
こ
と

。
 

 （
８
）

卒
業
・

修
了

後
３

年
以
内

の
既
卒

者
の

取
扱

い
 

個
々

の
学

生
の

置
か

れ
た

状
況

は
様

々
で

あ
る

た
め

、
意

欲
や

能
力

を
有

す
る

若
者

に
応

募
の

機
会
を

広
く
提

供
す

る
観

点
か
ら

、
「
若
者

雇
用

促
進
法

」
に
基

づ
く

指
針

ⅵ
の
趣
旨

を
踏
ま

え
つ

つ
、
自
社

の
実
情

や
採

用
方
針
に

の
っ
と

っ
て
、
大

学
等
の

卒
業
・
修

了
者

が
、
卒
業
・
修

了
後
少

な
く

と
も

３
年

間
は

新
規

卒
業

・
修

了
予

定
者

の
採

用
枠

に
応

募
で

き
る

よ
う

な
募

集
条

件
を

設

定
す
る

な
ど
、

適
切

な
対

応
に
努

め
る
こ

と
。

 

 

（
９
）

本
要
請

の
周

知
と

対
応

 

企
業
及

び
経
済

団
体

・
業

界
団
体

等
に
お

い
て

も
、

本
要
請

の
周
知

・
理

解
の

促
進
と

、
そ
れ

を
踏
ま

え
た
適

切
な

採
用

選
考
活

動
の
実

施
に

努
め

る
こ
と

。
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 （
用
語

解
説
）

 
 ⅰ
 
広
報
活

動
と
は

、
採

用
を

目
的
と

し
て
、

業
界

情
報

、
企
業

情
報
、

新
卒

求
人

情
報
な

ど
を
学

生
に

対
し
て

広
く
発

信
し

て
い

く
活
動

を
指
す

。
 

開
始
期

日
の
起

点
は

、
自

社
の
採

用
サ
イ

ト
あ

る
い

は
求
人

広
告
会

社
や

そ
の

他
就
職

支
援
サ

ー
ビ

ス

会
社
の

運
営
す

る
サ

イ
ト

等
で
学

生
の
登

録
を

受
け

付
け
る

プ
レ
エ

ン
ト

リ
ー

の
開
始

時
点
（

令
和

８

年
度
卒

業
・
修

了
予

定
者

は
令
和

８
年
３

月
１

日
）

と
す
る

。
 

ま
た
、

会
社
説

明
会

な
ど

の
よ
う

に
、
学

生
が

自
主

的
に
参

加
又
は

不
参

加
を

決
定
す

る
こ
と

が
で

き

る
イ
ベ

ン
ト
は

、
そ

の
後

の
選
考

活
動
に

影
響

し
な

い
旨
を

明
示
す

る
と

と
も

に
、
学

事
日
程

に
十

分

配
慮
す

る
こ
と

。
 

開
始
期

日
前
は

、
ホ

ー
ム

ペ
ー
ジ

に
お
け

る
文

字
や

写
真
、

動
画
な

ど
を

活
用

し
た
情

報
発
信

、
文

書

や
冊
子

等
の
文

字
情

報
に

よ
る
Ｐ

Ｒ
な
ど

、
不

特
定

多
数
に

向
け
た

情
報

発
信

に
と
ど

め
、
学

生
情

報

の
取
得

や
学
生

情
報

を
活

用
し
た

活
動
は

行
わ

な
い

こ
と
。

 

（
広
報

活
動
日

程
を

事
前

に
公
表

す
る
こ

と
は

差
し

支
え
な

い
。
）

 

な
お
、

求
人
広

告
会

社
や

そ
の
他

就
職
支

援
サ

ー
ビ

ス
会
社

は
、
開

始
期

日
の

前
後
を

問
わ
ず

大
学

の

授
業
・

試
験
期

間
を

十
分

に
配
慮

し
た
サ

イ
ト

等
の

運
営
に

留
意
す

る
こ

と
。

 

求
人
広

告
会
社

や
そ

の
他

就
職
支

援
サ
ー

ビ
ス

会
社

と
は
、

従
来
の

就
職

情
報

会
社
の

み
な
ら

ず
、

学

生
の
就

職
支
援

サ
ー

ビ
ス

に
関
わ

る
す
べ

て
の

民
間

企
業
・

団
体
を

指
す

。
 

 ⅱ
 
 
採
用

選
考
活

動
と

は
、
一
定

の
基
準

に
照

ら
し

て
学
生

を
選
抜

す
る

こ
と

を
目
的

と
し
た

活
動

を
指

す
。
具

体
的
に

は
、

選
考

の
意
思

を
も
っ

て
学

生
の

順
位
付

け
又
は

選
抜

を
行

う
も
の

、
あ
る

い

は
、
当

該
活
動

に
参

加
し

な
い
と

選
考
の

た
め

の
次

の
ス
テ

ッ
プ
に

進
め

な
い

も
の
で

あ
り
、

こ
う

し
た
活

動
の
う

ち
、

時
間

と
場
所

を
特
定

し
て

行
う

面
接
や

試
験
な

ど
の

活
動

を
指
す

。
 

 ⅲ
 
 
 
タ

イ
プ
３

と
は

キ
ャ

リ
ア
形

成
支
援

の
４

つ
の

タ
イ
プ

の
う
ち

の
一

つ
。

 

・
タ
イ

プ
１
（

オ
ー

プ
ン

・
カ
ン

パ
ニ
ー

）
：

主
に

企
業
・

就
職
情

報
会

社
や

大
学
キ

ャ
リ
ア

セ
ン

タ

ー
が
主

催
す
る

イ
ベ

ン
ト

・
説
明

会
を
想

定
。

 

・
タ
イ

プ
２
（

キ
ャ

リ
ア

教
育
）

：
主
に

企
業

が
 
C
S
R
 
と
し

て
実

施
す
る

プ
ロ
グ
ラ

ム
や
、

大
学

が

主
導
す

る
授
業

・
産

学
協

働
プ
ロ

グ
ラ
ム

（
正

課
・

正
課
外

を
問
わ

な
い

）
を

想
定
。

 

・
タ
イ

プ
３
（

汎
用

的
能

力
活
用

型
イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ
、

専
門
活

用
型

イ
ン

タ
ー
ン

シ
ッ
プ

）
：

主

に
企
業

単
独
、

大
学

が
企

業
あ
る

い
は
地

域
コ

ン
ソ

ー
シ
ア

ム
と
連

携
し

て
実

施
す
る

、
適
性

・
汎

用
的
能

力
な
い

し
は

専
門

性
を
重

視
し
た

プ
ロ

グ
ラ

ム
を
想

定
。

 

・
タ
イ

プ
４
（

高
度

専
門

型
イ
ン

タ
ー
ン

シ
ッ

プ
）

：
文
部

科
学
省

を
中

心
に

試
行
的

に
実
施

し
て

い

る
「
ジ

ョ
ブ
型

研
究

イ
ン

タ
ー
ン

シ
ッ
プ

」
や

、
「

採
用
と

大
学
教

育
の

未
来

に
関
す

る
産
学

協
議

会
」
で

検
討
し

て
い

る
「

高
度
な

専
門
性

を
重

視
し

た
修
士

課
程
学

生
向

け
イ

ン
タ
ー

ン
シ
ッ

プ
」

が
該
当

。
 

こ
の
う

ち
、
(
a
)
就
業

体
験
要
件

、
(
b
)
指
導
要

件
、
(
c
)
実

施
期

間
要
件

、
(
d
)
実
施

時
期
要

件
、

(
e
)
情
報

開
示

要
件
の

５
つ
を
満

た
す
タ

イ
プ

３
及

び
タ
イ

プ
４
の

み
を

イ
ン

タ
ー
ン

シ
ッ
プ

と
称

す
る
こ

と
と
し

、
令

和
６

年
度
の

卒
業
・

修
了

予
定

者
か
ら

当
該
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ
プ

で
得
ら

れ
た

学
生
情

報
の
活

用
が

可
能

と
さ
れ

た
。

 
 

8
 

 ⅳ
 
令
和

８
年
度

卒
業

・
修

了
予
定

者
の
う

ち
、

留
学

期
間
が

就
職
・

採
用

選
考

活
動
の

日
程
と

重
複

す

る
者
な

ど
。

 
 ⅴ
 
令

和
４

年
４
月

に
一

般
社
団
法

人
日
本

経
済

団
体

連
合
会

と
大
学

関
係

団
体

等
の
代

表
者
に

よ
り

構

成
さ
れ

る
「
採

用
と

大
学

教
育
の

未
来
に

関
す

る
産

学
協
議

会
」
に

お
い

て
「

学
生
の

キ
ャ
リ

ア
形

成
支
援

に
係
る

産
学

協
働

の
取
組

み
」
が

四
つ

の
類

型
に
整

理
さ
れ

た
こ

と
を

踏
ま
え

、
令
和

４
年

６
月
に

政
府
の

「
三

省
合

意
」
が

改
正
さ

れ
、

イ
ン

タ
ー
ン

シ
ッ
プ

の
定

義
の

見
直
し

が
行
わ

れ
て

い
る
。

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
e
x
t
.
g
o
.
j
p
/
a
_
m
e
n
u
/
k
o
u
t
o
u
/
s
an
g
a
k
u
2
/
2
0
2
2
0
6
1
0
-
m
x
t
_
o
p
e0
1
_
0
1
.
p
d
f
 

 ⅵ
 「

青
少

年
の

雇
用
機

会
の
確
保

及
び
職

場
へ

の
定

着
に
関

し
て
事

業
主

、
特

定
地
方

公
共
団

体
、
職
業

紹
介
事

業
者
等

そ
の

他
の

関
係
者

が
適
切

に
対

処
す

る
た
め

の
指
針

」
（

平
成

2
7
年
厚
生

労
働

省
告

示
第

4
0
6
号
）
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参
 
考

 
 
 

令
和

７
年

３
月

2
1
日

  

各
国

公
私

立
大

学
長

 

各
公

私
立

短
期

大
学

長
 
殿

 

各
国

公
私

立
高

等
専

門
学

校
長

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
就

職
問

題
懇

談
会

座
長

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
伊

 
藤

 
公

 
平

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
慶

應
義

塾
長

)
 

 

令
和

８
年

度
大

学
、

短
期

大
学

及
び

高
等

専
門

学
校

卒
業

・
修

了
予

定
者

 

に
係

る
就

職
に

つ
い

て
（

申
合

せ
）

 

 

我
が

国
の

持
続

的
な

発
展

の
基

盤
と

な
る

人
材

の
育

成
の

た
め

に
は

、
未

来
を

担
う

学
生

の
学

び
の

充
実

が
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

。
学

生
が

学
業

に
専

念
し

、
多

様
な

経
験

が
で

き
る

環
境

が
大

学
等

に

あ
り

、
そ

れ
を

社
会

全
体

が
支

え
る

こ
と

が
必

要
で

す
。

特
に

、
学

生
の

就
職

・
採

用
活

動
に

当
た

っ

て
は

、
学

び
の

適
切

な
評

価
と

と
も

に
、

そ
の

活
動

が
学

生
の

学
業

に
支

障
を

き
た

さ
な

い
よ

う
、

企

業
等

の
理

解
・

協
力

を
得

な
が

ら
、

円
滑

に
実

施
す

る
こ

と
が

重
要

で
す

。
 

こ
の

よ
う

な
考

え
の

下
、
国

公
私

立
の

大
学

、
短

期
大

学
及

び
高

等
専

門
学

校
（

以
下

、
「

大
学

等
」

と
い

う
。

）
関

係
団

体
の

代
表

で
構

成
す

る
就

職
問

題
懇

談
会

で
は

、
「

令
和

８
年

度
大

学
、

短
期

大

学
及

び
高

等
専

門
学

校
卒

業
・

修
了

予
定

者
に

係
る

就
職

に
つ

い
て

（
申

合
せ

）
」

（
以

下
、

「
申

合

せ
」

と
い

う
。

）
を

別
紙

の
と

お
り

定
め

ま
し

た
。

申
合

せ
で

は
、

学
校

教
育

の
充

実
と

学
生

の
学

修

環
境

を
確

保
す

る
と

と
も

に
、

学
生

が
自

己
の

能
力

や
適

性
に

応
じ

て
適

切
に

職
業

を
選

択
で

き
る

よ

う
に

す
る

た
め

、
各

大
学

等
が

取
り

組
む

事
項

に
つ

い
て

ま
と

め
て

い
ま

す
。

 

ま
た

、
学

生
の

学
修

環
境

を
確

保
し

、
就

職
・

採
用

活
動

が
混

乱
な

く
実

施
さ

れ
る

よ
う

に
す

る
た

め
、

就
職

問
題

懇
談

会
と

し
て

各
企

業
に

御
理

解
・

御
協

力
を

要
請

し
た

い
事

項
を

「
令

和
８

年
度

大

学
、
短

期
大

学
及

び
高

等
専

門
学

校
卒

業
・
修

了
予

定
者

に
係

る
就

職
に

つ
い

て
（

企
業

等
へ

の
要

請
）
」

と
し

て
ま

と
め

、
経

済
団

体
等

に
対

し
、

加
盟

企
業

へ
の

周
知

徹
底

を
要

請
し

ま
す

。
 

つ
い

て
は

、
申

合
せ

の
内

容
に

御
留

意
の

上
、

各
大

学
等

に
お

か
れ

て
は

、
キ

ャ
リ

ア
教

育
を

含
む

学
校

教
育

の
充

実
と

学
生

の
学

修
環

境
が

確
保

さ
れ

る
よ

う
全

教
職

員
が

連
携

・
協

力
し

、
全

学
一

丸

と
な

っ
た

対
応

を
お

願
い

し
ま

す
。

 

な
お

、
就

職
問

題
懇

談
会

と
し

て
は

、
現

状
の

就
職

活
動

の
課

題
や

社
会

事
情

等
を

踏
ま

え
、

就
職

活
動

の
在

り
方

に
つ

い
て

、
今

後
具

体
的

に
議

論
を

行
っ

て
ま

い
り

ま
す

。
 

ま
た

、
日

本
経

済
団

体
連

合
会

が
主

催
す

る
「

採
用

と
大

学
教

育
の

未
来

に
関

す
る

産
学

協
議

会
」

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

は
、

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

を
始

め
と

す
る

学
生

の
キ

ャ
リ

ア
形

成
支

援
に

係
る

取

組
の

４
つ

の
類

型
の

基
本

的
考

え
方

や
、

そ
の

実
施

に
向

け
た

周
知

活
動

等
を

行
っ

て
い

ま
す

。
今

後

の
実

践
に

向
け

て
ぜ

ひ
一

度
ご

覧
く

だ
さ

い
。

 

 

〇
産

学
協

議
会

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト
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2
 

 

令
和

７
年

３
月

2
1
日

 

就
職

問
題

懇
談

会
 

 

令
和

８
年

度
大

学
、

短
期

大
学

及
び

高
等

専
門

学
校

卒
業

・
修

了
予

定
者

に
係

る
就

職
に

つ
い

て
 

（
申

合
せ

）
 

 

大
学

、
短

期
大

学
及

び
高

等
専

門
学

校
（

以
下

、
「

大
学

等
」

と
い

う
。

）
は

、
経

済
・

社
会

構
造

が

大
き

く
変

化
し

て
い

る
状

況
の

中
で

、
未

来
を

担
い

拓
く

学
生

に
高

い
学

力
と

豊
か

な
人

間
性

を
身

に
つ

け
さ

せ
た

上
で

、
社

会
に

送
り

出
す

社
会

的
使

命
を

負
っ

て
い

る
。

そ
の

責
務

を
果

た
す

た
め

に
は

、
学

校
教

育
の

充
実

と
学

生
の

学
修

環
境

を
確

保
す

る
こ

と
が

不
可

欠
で

あ
る

。
 

 
そ

の
理

念
の

下
、

国
公

私
立

の
大

学
等

で
構

成
す

る
就

職
問

題
懇

談
会

は
、

就
職

・
採

用
活

動
が

多
様

化
し

て
い

る
中

で
、

学
生

が
自

己
の

能
力

や
適

性
に

応
じ

て
適

切
に

職
業

を
選

択
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
の

検
討

を
行

い
、
政

府
に

対
し

就
職

問
題

懇
談

会
と

し
て

の
考

え
を

伝
え

、
令

和
６

年
1
2
月

に
政

府
が

公
表

し
た
「

2
0
2
6
年

度
卒

業
・
修

了
予

定
者

の
就

職
・
採

用
活

動
日

程
に

関
す

る
考

え
方

」
に

も
反

映
さ

れ
た

。
 

こ
の

よ
う

な
流

れ
を

踏
ま

え
、

就
職

問
題

懇
談

会
で

は
、

令
和
８

年
度

の
大

学
等

卒
業

・
修

了
予

定
者

に
係

る
就

職
・

採
用

活
動

に
関

し
各

大
学

等
が

取
り

組
む

事
項

に
つ

い
て

下
記

の
と

お
り

申
し

合
わ

せ
を

定
め

た
。

 

 
こ

の
申

合
せ

を
行

う
に

当
た

り
、

各
大

学
等

に
お

い
て

は
、

全
教

職
員

が
協

力
し

、
全

学
的

に
こ

れ
を

実
行

す
る

よ
う

努
め

る
。

 

 
な

お
、

就
職

活
動

の
秩

序
維

持
に

関
し

て
、

各
大

学
等

が
取

り
組

む
だ

け
で

な
く

、
就

職
問

題
懇

談
会

と
し

て
も

企
業

及
び

求
人

広
告

会
社

や
そ

の
他

就
職

支
援

サ
ー

ビ
ス

会
社

等
に

対
し

協
力

要
請

を
行

う
。

 

 

記
 

 １
．

各
大

学
等

は
、

就
職

・
採

用
選

考
活

動
に

関
す

る
本

申
合

せ
の

大
き

な
目

的
が

、
我

が
国

の
持

続
的

な
発

展
の

基
盤

と
な

る
人

材
育

成
と

い
う

視
野

に
立

ち
、

学
生

の
学

修
時

間
の

確
保

や
留

学
な

ど
の

多

様
な

経
験

を
得

る
機

会
の

確
保

な
ど

、
学

生
の

学
修

環
境

の
整

備
で

あ
る

こ
と

を
再

度
認

識
す

る
。

そ

の
上

で
、

各
大

学
等

は
、

学
事

暦
に

十
分

に
配

慮
し

、
以

下
の

就
職

・
採

用
選

考
活

動
日

程
を

遵
守

す

る
と

と
も

に
、

企
業

等
に

対
し

て
、

そ
の

遵
守

を
要

請
す

る
。

 

な
お

、
海

外
留

学
や

教
育

実
習

に
取

り
組

む
学

生
も

考
慮

し
て

、
多

様
性

に
配

慮
し

た
広

報
活

動
及

び
採

用
選

考
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
企

業
等

に
要

請
す

る
。

 

ま
た

、
卒

業
・

修
了

後
で

あ
っ

て
も

新
卒

採
用

に
応

募
を

可
能

と
す

る
こ

と
も

要
請

す
る

。
 

［
就

職
・

採
用

選
考

活
動

日
程

］
 

Ⅰ
．

内
容

 

 
 

 
下

記
の

就
職

・
採

用
活

動
日

程
ル

ー
ル

を
原

則
と

す
る

。
 

 
 

 
 

・
広

報
活

動
開

始
ⅰ
  

 
：

 
卒

業
・

修
了

年
度

に
入

る
直

前
の

３
月

１
日

以
降

 
（
こ

こ
で

い
う

広
報

活
動

と
は

、
採

用
を
目

的
と

し
て

、
業

界
情

報
、

企
業

情
報

、
新
卒

求
人

情
報

な
ど

を
学

生
に

対
し

て
広

く
発
信

し
て

い
く

活
動

を
指

す
）

 

 
 

 
 

・
採

用
選

考
活

動
開

始
ⅱ
 
：

 
卒

業
・

修
了

年
度

の
６

月
１

日
以

降
 

 
 

 
 

・
正

式
な

内
定

日
 

 
 

：
 

卒
業

・
修

了
年

度
の

１
０

月
１

日
以

降
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そ

れ
に

加
え

て
、

以
下

の
Ⅱ

．
の

人
材

に
つ

い
て

は
、

 

(
i
)
 
卒

業
・

修
了

年
度

に
入

る
直

前
の

春
休

み
以

降
の

タ
イ

ミ
ン

グ
で

、
産

学
協

議
会

が
令

和

４
年

４
月

に
ま

と
め

た
学

生
の

キ
ャ

リ
ア

形
成

支
援

活
動
（

４
類

型
）
の

タ
イ

プ
３

ⅲ
の

う

ち
専

門
活

用
型

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

を
活

用
す

る
こ

と
、

か
つ

 

(
i
i
)
 
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
後

の
採

用
選

考
を

経
る

こ
と

 

に
よ

り
、

６
月

の
採

用
選

考
開

始
時

期
に

と
ら

わ
れ

な
い

こ
と

と
す

る
。

 

Ⅱ
．

対
象

 

対
象

と
な

る
人

材
に

つ
い

て
は

、
タ

イ
プ

３
の

う
ち

専
門

活
用

型
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
を

通
じ

て

判
断

さ
れ

る
者

と
す

る
。

 
  ２

．
各

大
学

等
は

、
就

職
・

採
用

選
考

活
動

に
関

し
、

学
生

に
対

し
て

、
関

連
情

報
の

周
知

や
情

報
提

供

に
努

め
る

と
と

も
に

、
個

別
の

相
談

や
指

導
等

を
行

い
、

企
業

等
に

具
体

的
な

対
応

を
要

請
す

る
必

要

が
な

い
か

確
認

す
る

な
ど

、
き

め
細

か
な

支
援

を
行

う
。

 
  

３
．

各
大

学
等

は
、

採
用

選
考

に
お

い
て

学
生

の
留

学
経

験
を

含
め

た
学

修
成

果
や

学
業

へ
の

取
組

状
況

を
適

切
に

評
価

す
る

よ
う

企
業

等
に

要
請

す
る

と
と

も
に

、
学

生
が

自
ら

の
学

修
成

果
等

を
企

業
等

に

対
し

て
容

易
に

説
明

で
き

る
よ

う
、

企
業

等
に

お
い

て
適

切
な

評
価

に
資

す
る

情
報

・
資

料
を

、
積

極

的
に

提
供

す
る

よ
う

に
努

め
る

。
 

  

４
．

各
大

学
等

は
、

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

を
始

め
と

す
る

学
生

の
キ

ャ
リ

ア
形

成
支

援
に

係
る

取
組

の
 

本
来

の
趣

旨
に

鑑
み

、
そ

の
教

育
的

効
果

を
高

め
る

こ
と

に
努

め
る

。
特

に
、

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

実
 

施
に

当
た

っ
て

要
件

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
「

企
業

説
明

会
」

等
を

「
ワ

ン
デ

ー
イ

ン
 

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

」
な

ど
と

称
し

て
実

施
す

る
こ

と
が

な
い

よ
う

留
意

す
る

。
な

お
、

一
定

の
要

件
を

満
 

た
し

た
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
で

取
得

し
た

学
生

情
報

は
、

原
則

と
し

て
広

報
活

動
・

採
用

選
考

活
動

開
 

始
以

降
に

使
用

で
き

る
が

、
そ

れ
以

外
は

使
用

で
き

な
い

こ
と

を
企

業
等

に
要

請
す

る
。

な
お

、
令

和
 

７
年

度
以

降
の

卒
業

・
修

了
予

定
者

に
関

し
て

は
、

タ
イ

プ
３

の
う

ち
専

門
活

用
型

（
２

週
間

以
上

）
 

か
つ

卒
業

・
修

了
年

度
に

入
る

直
前

の
春

休
み

以
降

に
実

施
さ

れ
る

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

を
通

じ
て

高
 

い
専

門
的

知
識

や
能

力
を

有
す

る
と

判
断

さ
れ

た
場

合
に

つ
い

て
は

、
例

外
的

な
取

扱
い

と
な

る
場

合
 

が
あ

る
こ

と
に

留
意

す
る

。
 

  

５
．

各
大

学
等

は
、

学
生

が
求

人
広

告
会

社
や

そ
の

他
就

職
支

援
サ

ー
ビ

ス
会

社
を

利
用

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
新

卒
採

用
サ

ー
ビ

ス
の

多
様

化
に

伴
い

、
学

生
が

そ
の

特
徴

を
十

分
に

理
解

し
た

上
で

、
業

界

・
企

業
の

十
分

な
研

究
を

通
じ

て
、

適
切

な
利

用
方

法
に

よ
り

、
進

路
を

検
討

す
る

よ
う

学
生

へ
周

知

・
指

導
す

る
。

な
お

、
就

職
・

採
用

選
考

活
動

の
早

期
化

を
増

長
さ

せ
な

い
よ

う
、

学
内

で
の

案
内

に

も
十

分
に

留
意

す
る

。
 

    

4
 

 具
体

的
取

組
 

 １
．

 
就

職
・

採
用

選
考

活
動

の
円

滑
な

実
施

 

 

（
１

）
就

職
・

採
用

選
考

活
動

日
程
に

関
す

る
留

意
事

項
 

 
 

 
大

学
等

は
、
就

職
・
採

用
選

考
活

動
の

日
程

及
び

そ
れ

に
付

随
し

て
実

施
さ

れ
る
「

企
業

説
明

会
」
、

「
学

校
推

薦
」

、
「

正
式

内
定

開
始

日
」

に
つ

い
て

、
以

下
の

取
扱

い
を

遵
守

す
る

。
 

①
 
「

企
業

説
明

会
」

の
取

扱
い

 

企
業

等
が

採
用

を
目

的
と

し
て

、
事

前
に

採
用

予
定

数
や

選
考

日
程

な
ど

の
採

用
情

報
を

広

く
学

生
に

発
信

す
る
「

企
業

説
明

会
」
に

対
す

る
会

場
提

供
や

協
力

に
つ

い
て

は
、
卒

業
・
修

了

前
年

度
３

月
１

日
以

降
と

す
る

。
ま

た
、

「
ワ

ン
デ

ー
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
」

な
ど

と
称

し
て

、

就
業

体
験

を
伴

わ
ず

、
実

態
と

し
て

特
定

の
企

業
等

の
説

明
に

と
ど

ま
る

プ
ロ

グ
ラ

ム
と

な
ら

な
い

よ
う

に
留

意
す

る
。

 

②
 
学

校
推

薦
の

取
扱

い
 

学
校

推
薦

は
、

卒
業

・
修

了
年

度
の

６
月

１
日

以
降

と
す

る
。

 

③
 
正

式
内

定
に

至
る

ま
で

の
対

応
 

学
生

が
正

式
内

定
に

至
る

ま
で

、
い

た
ず

ら
に

複
数

の
内

々
定

を
保

有
し

た
状

態
を

継
続

す

る
こ

と
が

な
い

よ
う

誠
意

あ
る

対
応

に
努

め
る

こ
と

を
指

導
す

る
と

と
も

に
、

９
月

３
０

日
以

前
の

内
々

定
は

学
生

を
拘

束
す

る
も

の
で

は
な

い
旨

を
周

知
徹

底
す

る
。

 

 

（
２

）
学

生
へ

の
周

知
・

情
報

提
供

 

①
 
就

職
・

採
用

選
考

活
動

に
関

し
て

注
意

す
べ

き
点

の
十

分
な

周
知

 

各
大

学
等

は
、

学
生

が
混

乱
す

る
こ

と
の

な
い

よ
う

、
就

職
・

採
用

選
考

活
動

の
時

期
等

に
つ

い
て

、
そ

の
趣

旨
を

含
め

て
、

学
生

に
対

し
て

十
分

に
周

知
す

る
。

特
に

、
採

用
選

考
活

動
が

授

業
期

間
と

重
複

す
る

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

で
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
、

学
生

個
々

の
学

業
と

採
用

選
考

関

係
の

日
程

が
重

複
す

る
場

合
に

は
、

採
用

選
考

関
係

の
日

程
調

整
に

関
し

て
企

業
等

に
相

談
す

る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

こ
と

を
周

知
・

指
導

す
る

。
 

②
 
留

学
や

教
育

実
習

等
を

希
望

す
る

学
生

へ
の

周
知

 

各
大

学
等

は
、

留
学

や
教

育
実

習
等

を
検

討
し

て
い

る
学

生
に

は
、

企
業

等
が

様
々

な
募

集
機

会
を

設
け

る
こ

と
に

つ
い

て
、

積
極

的
に

検
討

す
る

よ
う

依
頼

し
て

い
る

と
と

も
に

、
そ

う
し

た

機
会

を
提

供
し

て
い

る
場

合
に

は
、

企
業

等
が

情
報

発
信

す
る

よ
う

求
め

て
い

る
こ

と
等

を
周

知

・
指

導
す

る
。

 

③
 
就

職
関

連
情

報
の

積
極

的
な

提
供

 

 
 

学
生

が
進

路
選

択
す

る
際

の
検

討
に

資
す

る
た

め
、

各
大

学
等

は
、

特
定

の
企

業
等

に
偏

ら
な

い
様

々
な

企
業

等
に

関
す

る
情

報
や

、
学

部
・

分
野

別
の

就
職

実
績

等
に

関
す

る
情

報
の

積
極

的

な
提

供
に

努
め

る
。

ま
た

、
海

外
へ

の
留

学
や

外
国

人
留

学
生

の
受

入
れ

を
積

極
的

に
進

め
て

い

る
大

学
等

は
、
日

本
人

海
外

留
学

者
ⅳ
や

外
国

人
留

学
生

に
対

し
、
企

業
等

で
の

採
用

に
関

す
る

情

報
を

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
な

ど
の

多
様

な
通

信
手

段
も

活
用

し
て

積
極

的
に

提
供

し
、

就
職

活
動

に

お
い

て
不

利
に

な
ら

な
い

よ
う

配
慮

す
る

。
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（
３

）
学

修
成

果
等

に
関

す
る

情
報

の
提

供
 

各
大

学
等

は
、

学
生

の
卒

業
・

修
了

前
年

度
ま

で
の

留
学

経
験

を
含

め
た

学
修

成
果

や
学

業
へ

の
取

組
状

況
を

学
生

が
企

業
等

に
対

し
て

容
易

に
説

明
が

で
き

る
よ

う
、

企
業

等
に

と
っ

て
確

認

・
閲

覧
し

や
す

い
形

（
例

え
ば

ｅ
ポ

ー
ト

フ
ォ

リ
オ

や
デ

ィ
プ

ロ
マ

・
サ

プ
リ

メ
ン

ト
等

）
で

提

供
す

る
な

ど
、

学
修

成
果

等
の

適
切

な
評

価
に

資
す

る
情

報
・

資
料

の
提

供
に

取
り

組
む

。
 

 

（
４

）
相

談
体

制
の

充
実

 

 
 

 
 

就
職

活
動

中
の

学
生

に
は

、
企

業
等

か
ら

な
か

な
か

内
々

定
が

も
ら

え
な

い
と

い
っ

た
こ

と
や

、

企
業

等
の

職
員

か
ら

の
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
な

ど
、

あ
っ

て
は

な
ら

な
い

こ
と

が
過

去
に

起
こ

っ
て

い

る
こ

と
か

ら
、

ガ
イ

ダ
ン

ス
な

ど
を

通
じ

て
あ

ら
か

じ
め

学
生

に
注

意
喚

起
す

る
と

と
も

に
、

こ

れ
ら

に
学

生
が

巻
き

込
ま

れ
た

場
合

に
適

切
な

対
応

が
で

き
る

よ
う

、
既

存
の

就
職

支
援

窓
口

の

充
実

や
学

生
支

援
担

当
者

の
意

識
啓

発
を

進
め

る
。

 

  
（

５
）

障
害

の
あ

る
学

生
へ

の
対

応
 

各
大

学
等

は
、

障
害

の
あ

る
学

生
に

対
し

て
、

福
祉

的
支

援
も

含
め

た
就

職
に

お
け

る
多

数
の

選
択

肢
の

存
在

や
社

会
資

源
に

関
す

る
情

報
を

効
果

的
に

収
集

・
提

供
す

る
と

と
も

に
、

企
業

や

学
外

機
関

と
連

携
し

、
就

職
先

の
開

拓
や

障
害

学
生

向
け

求
人

情
報

の
提

供
な

ど
の

募
集

及
び

採

用
に

関
す

る
情

報
を

積
極

的
に

提
供

す
る

。
ま

た
、

ス
ム

ー
ズ

な
就

職
活

動
の

実
施

に
つ

な
げ

る

た
め

、
障

害
学

生
支

援
の

担
当

部
署

と
キ

ャ
リ

ア
セ

ン
タ

ー
等

が
有

機
的

に
連

携
す

る
こ

と
が

望

ま
れ

る
。

 

 ２
．

就
職

・
採

用
選

考
活

動
の

公
平

・
公

正
の

確
保

に
つ

い
て

 

 

（
１

）
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
に

係
る

大
学

の
関

与
と

学
生

へ
の

周
知

 

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

と
は

、
「

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

を
始

め
と

す
る

学
生

の
キ

ャ
リ

ア
形

成
支

援
に

係
る

取
組

の
推

進
に

当
た

っ
て

の
基

本
的

考
え

方
」

（
以

下
、

「
三

省
合

意
」

と
い

う
。

）

で
は

「
学

生
が

そ
の

仕
事

に
就

く
能

力
が

自
ら

に
備

わ
っ

て
い

る
か

ど
う

か
（

自
ら

が
そ

の
仕

事

で
通

用
す

る
か

ど
う

か
）

を
見

極
め

る
こ

と
を

目
的

に
、

自
ら

の
専

攻
を

含
む

関
心

分
野

や
、

将

来
の

キ
ャ

リ
ア

に
関

連
し

た
就

業
体

験
（

企
業

の
実

務
を

経
験

す
る

こ
と

）
を

行
う

活
動
（

但
し

、

学
生

の
学

修
段

階
に

応
じ

て
具

体
的

内
容

は
異

な
る

）
」

と
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
大

学
等

の

教
育

・
学

生
の

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

を
始

め
と

す
る

キ
ャ

リ
ア

形
成

支
援

の
一

環
と

し
て

、
各

大

学
等

が
積

極
的

に
関

与
す

る
。
各

大
学

等
が

実
施

に
関

わ
る

場
合

は
「

三
省

合
意

」
を

踏
ま

え
ⅴ
、

適
切

な
実

施
を

徹
底

す
る

。
 

学
生

に
対

し
て

は
、

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

は
原

則
と

し
て

就
職

・
採

用
選

考
活

動
そ

の
も

の
で

は
な

い
と

い
う

こ
と

を
周

知
す

る
。
ま

た
、
「

ワ
ン

デ
ー

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

」
な

ど
と

称
し

て
、

実
質

的
に

就
業

体
験

を
伴

わ
ず

業
務

説
明

の
場

と
な

っ
て

い
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

イ
ン

タ
ー

ン

シ
ッ

プ
で

は
な

い
旨

を
周

知
す

る
。

 

加
え

て
、

実
質

的
に

業
務

説
明

の
場

と
な

っ
て

い
る

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

と
称

す
る

も
の

へ
の

参
加

を
理

由
に

授
業

等
を

欠
席

す
る

こ
と

は
認

め
な

い
こ

と
が

望
ま

し
い

。
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（

２
）

企
業

が
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
等

で
取

得
し

た
学

生
情

報
の

取
扱

い
 

各
大

学
等

は
、

企
業

等
が

一
定

の
要

件
を

満
た

し
た

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

で
取

得
し

た
学

生
情

報
を

、
原

則
と

し
て

３
月

以
降

は
広

報
活

動
に

、
６

月
以

降
は

採
用

選
考

活
動

に
使

用
で

き
る

こ

と
を

周
知

す
る

。
そ

の
際

、
企

業
等

が
一

定
の

要
件

を
満

た
し

て
い

な
い

に
も

か
か

わ
ら

ず
「

イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
」

と
称

し
た

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

実
施

し
、

取
得

し
た

学
生

情
報

を
広

報
活

動
・

採

用
選

考
活

動
に

使
用

し
よ

う
と

し
て

い
な

い
か

等
に

つ
い

て
留

意
す

る
。

ま
た

、
卒

業
・

修
了

年

度
に

入
る

直
前

の
春

休
み

以
降

に
実

施
さ

れ
る

タ
イ

プ
３

の
専

門
活

用
型

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

に
つ

い
て

は
、

取
得

し
た

学
生

情
報

を
例

外
的

に
３

月
以

降
の

採
用

選
考

活
動

に
使

用
で

き
る

こ

と
に

留
意

す
る

。
 

な
お

、
広

報
活

動
・

採
用

選
考

活
動

の
開

始
期

日
以

降
に

実
施

さ
れ

る
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
を

始
め

と
す

る
キ

ャ
リ

ア
形

成
支

援
に

係
る

取
組

で
、

あ
ら

か
じ

め
広

報
活

動
・

採
用

選
考

活
動

の

趣
旨

を
含

む
こ

と
が

示
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
は

な
い

。
 

 ３
．

そ
の

他
の

事
項

に
つ

い
て

 

 

（
１

）
求

人
広

告
会

社
や

そ
の

他
就

職
支

援
サ

ー
ビ

ス
会

社
の

利
用

 

 
 

 
 

各
大

学
等

は
、

学
生

が
求

人
広

告
会

社
や

そ
の

他
就

職
支

援
サ

ー
ビ

ス
会

社
を

利
用

し
た

就
職

活
動

を
行

う
際

に
は

、
そ

れ
ら

が
本

申
合

せ
を

遵
守

し
た

サ
ー

ビ
ス

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

と

と
も

に
、

学
生

が
そ

れ
ぞ

れ
の

サ
ー

ビ
ス

の
特

徴
を

十
分

に
理

解
し

た
上

で
利

用
す

る
よ

う
に

指

導
し

、
学

生
が

学
業

と
就

職
活

動
を

両
立

で
き

る
環

境
の

確
保

に
努

め
る

。
な

お
、

就
職

・
採

用

選
考

活
動

の
早

期
化

を
増

長
さ

せ
な

い
よ

う
、

学
内

で
の

案
内

に
も

十
分

に
留

意
す

る
。

 

 （
２

）
各

大
学

等
に

お
け

る
職

員
採

用
の

対
応

 

 
 

 
企

業
等

へ
の

就
職

・
採

用
選

考
活

動
の

み
な

ら
ず

、
各

大
学

等
に

お
け

る
職

員
採

用
に

お
い

て

も
、

本
申

合
せ

を
踏

ま
え

た
対

応
を

行
う

。
 

 （
３

）
本

申
合

せ
の

周
知

と
対

応
 

 
各

大
学

等
は

、
本

申
合

せ
の

内
容

に
つ

い
て

、
学

内
の

教
職

員
は

も
と

よ
り

、
学

生
へ

の
周

知

徹
底

を
図

り
、

学
生

に
不

安
と

混
乱

が
生

じ
な

い
よ

う
適

切
に

対
応

す
る

。
 

ま
た

、
我

が
国

の
持

続
的

な
発

展
の

基
盤

と
な

る
人

材
育

成
と

い
う

視
野

に
立

ち
、

企
業

等
に

対
し

て
も

、
本

申
合

せ
の

内
容

の
周

知
を

図
る

。
各

大
学

等
に

よ
る

企
業

等
へ

の
直

接
的

な
要

請

は
本

申
合

せ
の

趣
旨

の
理

解
促

進
に

極
め

て
重

要
で

あ
る

た
め

、
各

大
学

等
は

主
体

的
に

上
記

に

取
り

組
み

、
一

層
の

周
知

徹
底

に
努

め
る

。
 

本
申

合
せ

の
内

容
に

関
し

て
、

企
業

等
や

求
人

広
告

会
社

や
そ

の
他

就
職

支
援

サ
ー

ビ
ス

会
社

等
に

お
い

て
不

適
切

な
取

組
が

行
わ

れ
て

い
る

こ
と

を
各

大
学

等
が

確
認

し
た

場
合

に
は

、
必

要

に
応

じ
て

、
各

大
学

等
に

お
い

て
、

今
後

の
学

生
に

対
す

る
指

導
等

の
際

に
、

当
該

企
業

等
に

関

す
る

情
報

と
し

て
共

有
す

る
。

 

さ
ら

に
、

悪
質

と
思

わ
れ

る
事

案
に

つ
い

て
は

、
各

大
学

や
関

係
団

体
、

就
職

問
題

懇
談

会
等

に
お

い
て

情
報

共
有

し
、

課
題

と
し

て
検

討
す

る
こ

と
な

ど
を

通
じ

て
、

大
学

等
全

体
と

し
て

、

学
生

の
学

修
環

境
の

確
保

と
就

職
活

動
の

秩
序

維
持

に
努

め
る

。
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 （
用

語
解

説
）

 
 ⅰ
 
広

報
活

動
と

は
、

採
用

を
目

的
と

し
て

、
業

界
情

報
、

企
業

情
報

、
新

卒
求

人
情

報
な

ど
を

学
生

に

対
し

て
広

く
発

信
し

て
い

く
活

動
を

指
す

。
 

開
始

期
日

の
起

点
は

、
自

社
の

採
用

サ
イ

ト
あ

る
い

は
求

人
広

告
会

社
や

そ
の

他
就

職
支

援
サ

ー
ビ

ス

会
社

の
運

営
す

る
サ

イ
ト

等
で

学
生

の
登

録
を

受
け

付
け

る
プ

レ
エ

ン
ト

リ
ー

の
開

始
時

点
（

令
和

８

年
度

卒
業

・
修

了
予

定
者

は
令

和
８

年
３

月
１

日
）

と
す

る
。

 

ま
た

、
会

社
説

明
会

な
ど

の
よ

う
に

、
学

生
が

自
主

的
に

参
加

又
は

不
参

加
を

決
定

す
る

こ
と

が
で

き

る
イ

ベ
ン

ト
は

、
そ

の
後

の
選

考
活

動
に

影
響

し
な

い
旨

を
明

示
す

る
と

と
も

に
、

学
事

日
程

に
十

分

配
慮

す
る

こ
と

。
 

開
始

期
日

前
は

、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

お
け

る
文

字
や

写
真

、
動

画
な

ど
を

活
用

し
た

情
報

発
信

、
文

書

や
冊

子
等

の
文

字
情

報
に

よ
る

Ｐ
Ｒ

な
ど

、
不

特
定

多
数

に
向

け
た

情
報

発
信

に
と

ど
め

、
学

生
情

報

の
取

得
や

学
生

情
報

を
活

用
し

た
活

動
は

行
わ

な
い

こ
と

。
 

（
広

報
活

動
日

程
を

事
前

に
公

表
す

る
こ

と
は

差
し

支
え

な
い

。
）

 

な
お

、
求

人
広

告
会

社
や

そ
の

他
就

職
支

援
サ

ー
ビ

ス
会

社
は

、
開

始
期

日
の

前
後

を
問

わ
ず

大
学

の

授
業

・
試

験
期

間
を

十
分

に
配

慮
し

た
サ

イ
ト

等
の

運
営

に
留

意
す

る
こ

と
。

 

求
人

広
告

会
社

や
そ

の
他

就
職

支
援

サ
ー

ビ
ス

会
社

と
は

、
従

来
の

就
職

情
報

会
社

の
み

な
ら

ず
、

学

生
の

就
職

支
援

サ
ー

ビ
ス

に
関

わ
る

す
べ

て
の

民
間

企
業

・
団

体
を

指
す

。
 

 ⅱ
 
 
採

用
選

考
活

動
と

は
、

一
定

の
基

準
に

照
ら

し
て

学
生

を
選

抜
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

た
活

動
を

指

す
。

具
体

的
に

は
、

選
考

の
意

思
を

も
っ

て
学

生
の

順
位

付
け

又
は

選
抜

を
行

う
も

の
、

あ
る

い

は
、

当
該

活
動

に
参

加
し

な
い

と
選

考
の

た
め

の
次

の
ス

テ
ッ

プ
に

進
め

な
い

も
の

で
あ

り
、

こ
う

し
た

活
動

の
う

ち
、

時
間

と
場

所
を

特
定

し
て

行
う

面
接

や
試

験
な

ど
の

活
動

を
指

す
。

 
 ⅲ

 
 
 
タ

イ
プ

３
と

は
、

キ
ャ

リ
ア

形
成

支
援

の
４

つ
の

タ
イ

プ
の

う
ち

の
一

つ
。

 

・
タ

イ
プ

１
（

オ
ー

プ
ン

・
カ

ン
パ

ニ
ー

）
：

主
に

企
業

・
就

職
情

報
会

社
や

大
学

キ
ャ

リ
ア

セ
ン

タ

ー
等

が
主

催
す

る
イ

ベ
ン

ト
・

説
明

会
を

想
定

。
 

・
タ

イ
プ

２
（

キ
ャ

リ
ア

教
育

）
：

主
に

企
業

が
 
C
S
R
 
と

し
て

実
施

す
る

プ
ロ

グ
ラ

ム
や

、
大

学
等

が
主

導
す

る
授

業
・

産
学

協
働

プ
ロ

グ
ラ

ム
（

正
課

・
正

課
外

を
問

わ
な

い
）

を
想

定
。

 

・
タ

イ
プ

３
（

汎
用

的
能

力
活

用
型

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

、
専

門
活

用
型

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

）
：

主

に
企

業
単

独
、

大
学

等
が

企
業

あ
る

い
は

地
域

コ
ン

ソ
ー

シ
ア

ム
と

連
携

し
て

実
施

す
る

、
適

性
・

汎
用

的
能

力
な

い
し

は
専

門
性

を
重

視
し

た
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
想

定
。

 

・
タ

イ
プ

４
（

高
度

専
門

型
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
）

：
文

部
科

学
省

を
中

心
に

試
行

的
に

実
施

し
て

い

る
「

ジ
ョ

ブ
型

研
究

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

」
や

、
「

採
用

と
大

学
教

育
の

未
来

に
関

す
る

産
学

協
議

会
」

で
検

討
し

て
い

る
「

高
度

な
専

門
性

を
重

視
し

た
修

士
課

程
学

生
向

け
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
」

が
該

当
。

 

こ
の

う
ち

、
(
a
)
就

業
体

験
要

件
、

(
b
)
指

導
要

件
、

(
c
)
実

施
期

間
要

件
、

(
d
)
実

施
時

期
要

件
、

(
e
)
情

報
開

示
要

件
の

５
つ

を
満

た
す

タ
イ

プ
３

及
び

タ
イ

プ
４

の
み

を
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
と

称

す
る

こ
と

と
し

、
令

和
６

年
度

の
卒

業
・

修
了

予
定

者
か

ら
当

該
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
で

得
ら

れ
た

学
生

情
報

の
活

用
が

可
能

と
さ

れ
た

。
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 ⅳ
 
令

和
８

年
度

卒
業

・
修

了
予

定
者

の
う

ち
、

留
学

期
間

が
就

職
・

採
用

選
考

活
動

の
日

程
と

重
複

す

る
者

な
ど

。
 

 ⅴ
 
令

和
４

年
４

月
に

一
般

社
団

法
人

日
本

経
済

団
体

連
合

会
と

大
学

関
係

団
体

等
の

代
表

者
に

よ
り

構

成
さ

れ
る

「
採

用
と

大
学

教
育

の
未

来
に

関
す

る
産

学
協

議
会

」
に

お
い

て
「

学
生

の
キ

ャ
リ

ア
形

成
支

援
に

係
る

産
学

協
働

の
取

組
み

」
が

４
つ

の
類

型
に

整
理

さ
れ

た
こ

と
を

踏
ま

え
、

令
和

４
年

６
月

に
政

府
の

「
三

省
合

意
」

が
改

正
さ

れ
、

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

の
定

義
の

見
直

し
が

行
わ

れ
て

い
る

。
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
e
x
t
.
g
o
.
j
p
/
a
_
m
e
n
u
/
k
o
u
t
o
u
/
s
an
g
a
k
u
2
/
2
0
2
2
0
6
1
0
-
m
x
t
_
o
p
e0
1
_
0
1
.
p
d
f
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若者の募集・採⽤等に関する指針
ご対応いただきたい５つのポイントを紹介します
若者雇⽤促進法に基づく指針とは
⻘少年の雇⽤機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地⽅公共団体、
職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針

• 「⻘少年の雇⽤の促進等に関する法律」（若者雇⽤促進法）に基づき、
若者を募集・採⽤等する事業主などが講ずべき措置をまとめた指針です。

• 男⼥雇⽤機会均等法等の改正（令和８年10⽉１⽇施⾏）に伴い、ハラスメ
ント対策の強化について、事業主などが講ずべき措置を新たに定めていま
す。

 ⻘少年が適切に職業選択を⾏い、安定的に働くことができるように、労働条件などの明⽰などに関す
る事項を遵守すること。

 広告等により提供する⻘少年の募集に関する情報等は、⻘少年に誤解を⽣じさせるような表⽰としない
こと。また、当該情報を正確かつ最新の内容に保つこと。

 明⽰する従事すべき業務の内容等は、虚偽または誇⼤な内容としないこと。

 固定残業代を採⽤する場合は、固定残業代に関する労働時間数と⾦額等の計算⽅法などを明⽰すること。

 職業安定法に基づく職業紹介事業者等指針※第５を踏まえ、求職者等の個⼈情報を適切に取り扱うこと。

新規学卒者などを募集する事業主の皆さまへ

 労働契約が成⽴したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を⽋き、社会通念上相
当であると認められない採⽤内定取消しは無効とされることに⼗分に留意し、採⽤内定取
消しを防⽌するため、最⼤限の経営努⼒などを⾏うこと。やむを得ない事情により採⽤内
定取消しなどを⾏う場合には、就職先の確保について最⼤限の努⼒を⾏うこと。
※ 職業安定法施⾏規則第35条第2項では、採⽤内定取消しなどを⾏おうとする事業主は、所定の様式に
より、あらかじめ、公共職業安定所等に通知することとなっています。

 採⽤内定または採⽤内々定と引き替えに、他の事業主に対する就職活動を取りやめるよう
強要することなどの職業選択の⾃由を妨げる⾏為などは、⻘少年に対する公平・公正な就
職機会の提供の観点から⾏わないこと。

 労働契約が成⽴したと認められる場合には、採⽤内定者に対して、⾃由な意思決定を妨げ
るような内定辞退の勧奨は、違法な権利侵害に当たるおそれがあることから⾏わないこと。

固定残業代の詳細

指針の全体版も
ご覧ください

労働関係法令の留意点

１ 募集にあたっての労働条件の明⽰などの対応が必要です

２ 内定取消しは無効になることもあります

※ 「職業紹介事業者、求⼈者、労働者の募集を⾏う者、募集受託者、募
集情報等提供事業を⾏う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けよ
うとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針」
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 既卒者が卒業後少なくとも３年間は「新卒枠」に応募できるようにすることや、できる限
り上限年齢を設けないように努めること。

 通年採⽤や秋季採⽤の導⼊等の個々の事情に配慮した柔軟な対応を積極的に検討するよう
努めること。

LL需

 ホームページでの公表などで、⻘少年雇⽤情報の全ての項⽬について情報提供することが望
ましいこと。

厚⽣労働省・都道府県労働局

⻘少年雇⽤情報とは
若者雇⽤促進法により、事業主は、応募者などに対して、平均勤続年数や研

修の有無と内容といった就労実態等の職場情報を提供する仕組みがあります。
職場情報は、新卒者の募集を⾏う企業に対し、企業規模を問わず、
(ⅰ) 幅広い情報提供を努⼒義務
(ⅱ) 応募者等から求めがあった場合は、以下の３類型（ア〜ウ）ごとに

１つ以上の情報提供を義務
としています。

(ア) 募集・採⽤に関する状況
(イ) 職業能⼒の開発・向上に関する状況
(ウ) 企業における雇⽤管理に関する状況

 雇⽤する労働者が就職活動中の学⽣やインターンシップを⾏っている者等に対する⾔動につ
いて、必要な注意を払うよう配慮するように努めることが望ましいこと。

特に就職活動中の学⽣に対するセクシュアルハラスメント等は、正式な採⽤活
動のみならず、OB・OG訪問等の場でも問題化しています。

企業としての責任を⾃覚し、OB・OG訪問等の際も含めて、セクシュアルハラ
スメント等は⾏ってはならないものであり厳正な対応を⾏う旨などを、研修など
を実施し社員に対して周知徹底すること、OB・OG訪問等を含めて学⽣と接する
際のルールをあらかじめ定めること等により、未然の防⽌に努めましょう。

⻘少年雇⽤情報の詳細

通年採⽤・秋季採⽤の詳細既卒者の応募の詳細

都道府県労働局 ハローワーク

３ 就活⽣などに対するハラスメントにも注意してください

ハラスメントの詳細

４ 「⻘少年雇⽤情報」の情報提供が必要です

５ 卒業後３年以内の者も「新卒枠」での応募受付ができるよう努めてください

LL080226開若01

新規!! 求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防⽌のため、雇⽤管理上の措置を講ずること。
また、男⼥雇⽤機会均等法に基づく求職活動等セクハラ防⽌指針※ ５及び６を踏まえ、必要に
応じて適切な対応を⾏うように努めることが望ましいこと。（令和８年10⽉１⽇適⽤）
※ 「事業主が求職活動等における性的な⾔動に起因する問題に関して雇⽤管理上講ずべき措置等についての指針」

求職活動等セクハラ防⽌指針は
こちらからご確認ください。
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1 2 3

（
注
）

令
和
７
年
３
⽉
１
⽇
か
ら
令
和
７
年
５
⽉
31
⽇
ま
で
に
厚
⽣
労
働
省
労
働
市
場
セ
ン
タ
ー
業
務
室
に
報
告
の
あ
っ
た
雇
⽤
保
険
の
被
保
険
者
資
格
取
得

デ
ー
タ
の
う
ち
令
和
７
年
３
⽉
新
規
学
卒
者
に
か
か
る
デ
ー
タ
に
よ
り
集
計
し
た
も
の
で
す
。

※
印
は
対
象
者
が
10
⼈
未
満
で
あ
る
こ
と
を
、
「
−
」
は
対
象
者
が
い
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。

資
料
出
所
：
厚
⽣
労
働
省
職
業
安
定
局
労
働
市
場
セ
ン
タ
ー
業
務
室
「
新
規
学
卒
者
初
任
給
情
報
」

23
5

24
8

島
根
労
働
局
職
業
安
定
部

学
歴
別
・
職
業
別
初
任
給

25
1

24
8

24
6

24
4

23
8

22
1

25
1

25
4

23
3

20
8

20
8

ー
※
22
5

※
21
3

23
7

23
4

25
0

25
5

25
0

24
8

23
1

22
6

23
5

23
6

※
22
0

※
22
8

25
5

24
0

※
24
0

※
19
8

20
6

21
7

23
0

24
4

22
8

20
9

※
24
9

※
21
6

21
9

22
2

20
6

21
8

21
6

23
0

20
7

21
8

※
22
3

21
2

※
23
3

20
1

18
4

※
19
7

19
3

ー
※
17
6

※
19
9

19
5

ー
ー

22
1

22
0

22
1

22
0

22
0

20
8

21
1

21
9

21
7

19
6

19
9

20
4

※
20
6

※
18
6

19
0

※
26
0

20
0

19
2

20
0

19
7

20
3

20
1

21
7

20
3

20
0

20
6

※
19
3

20
5

18
9

20
1

18
1

18
7

※
17
7

※
19
3

17
9

18
9

ー
20
6

20
4

20
6

20
6

21
2

19
8

20
2

17
2

19
5

21
2

18
8

18
7

※
22
7

※
17
7

18
9

19
7

※
18
0

※
15
6

ー
15
2

ー
※
13
5

18
3

17
8

ー
ー

ー
※
12
6

ー
ー

ー
※
12
6

※
18
1

18
5

ー
ー

ー
ー

ー
18
5

11
9

※
17
0

17
0

※
20
0

※
17
4 ー ー

※
19
4

21
1

※
19
4

20
0

※
21
7

25
8

22
7

※
20
0

21
9

※
20
0

26
8 ー

短 ⼤ ⼤ 学

男

全
国

平
均

島
根

県
全

国
平

均
島

根
県

全
国

平
均

島
根

県

⼥⼥ 男 ⼥ 男 ⼥ 男

全
国

平
均

島
根

県
全

国
平

均
島

根
県

全
国

平
均

＜
参
考
＞
学
卒
賃
⾦
情
報
（
中
学
・
⾼
校
・
短
⼤
・
⼤
学
）

（
令
和
７
年
３
⽉
卒
業
者
）

職
業

計

島
根

県
全

国
平

均
島

根
県

全
国

平
均

島
根

県

ー
ー

ー

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
職
種
群

学
歴
別
・
性
別

管
理

的
職

業

専
⾨
的
・

技
術

的
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事業主の皆様へ 
 

 新規学校卒業者の採用は、事業主の皆様にとってきわめて重要なことであると同時に、

新規学校卒業者本人にとっても学校生活から新たに職業生活に入る人生の大きな転機で

あり、御家族の皆様にとっても重要なことがらです。 

 また、島根県では、県内の若年者の進学、就職による県外への流出が続いていることも

あり、県内企業の人材確保は重要な課題となっています。 

 このため、公共職業安定所では、関係機関と連携して、県内企業に対して早期の求人提

出や詳細な職場情報の提供を働きかけるとともに、学校と協力した職業教育を通じて、本

人の適性と能力に最もふさわしい職業が選ばれるよう努めています。 

 事業主の皆様におかれましては、新規学校卒業者が明るい希望を持ち職業人としてスタ

ートができるよう、適正かつ積極的な採用計画を樹立され、早期に求人を申し込みいただ

きますとともに、国籍、性別、同和関係者、障害者、定時制・通信制課程等を理由に就職

の機会が失われることのないよう就職の機会均等を保障いただき、併せて本人の適性・能

力に基づいた選考を実施していただきますよう格別の御配慮をお願いいたします。  

 

令和８年３月   

島根労働局職業安定部長  永沢 みずき  

 

 

 

事業主の皆様へのお願い  

 

○ 採用計画は早めに立て、できるだけ早く求人手続をしてください。 

  中学及び高校卒業予定者を対象とした求人のハローワークでの受付日は、６月１日です。

高校生への求人票の公開は、７月１日から始まります。できるだけ、６月３０日まで

には求人申込みをしていただき、生徒がより的確に応募先を選択できるようご理解・

ご協力をお願いします。なお、求人は求人者マイページからの申込みをご利用くださ

い。 

○ 応募期間、試験日は明確に、採否結果は速やかに通知してください。 

  高校生の応募は、原則１社ずつ行われます。採否結果通知が遅くなると、不合格だ

った場合、その後の生徒の就職活動に悪影響が出ます。 

 

○ 採用の状況は速やかにハローワークへご連絡ください。 

  求人はインターネットなどを通じて、学校や学生・生徒へ提供しています。 

   ハローワークでは、各企業の求人充足状況を定期的に把握し、未充足事業所や就職未内定

者へのあっせんを強化することとしています。
 

 

  

  

県県内内公公共共職職業業安安定定所所のの一一覧覧表表  
ご相談・問い合わせ等にご利用ください 

 

公共職業安定所（ハローワーク） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名   称 所  在  地 電   話 

松   江 〒690-0841  松江市向島町 134-10 松江地方合同庁舎 2F 0852-22-8609 

松江新卒応援 

ハローワーク 
〒690-0003  松江市朝日町 478-18 松江テルサ 3F 0852-28-8609 

隠岐の島出張所 〒685-0016  隠岐郡隠岐の島町城北町 55 08512-2-0161 

安来出張所 〒692-0011  安来市安来町 903-1 0854-22-2545 

浜   田 〒697-0027  浜田市殿町 21-6 0855-22-8609 

川本出張所 〒696-0001  邑智郡川本町川本 301-2 0855-72-0385 

出   雲 〒693-0023  出雲市塩冶有原町 1-59 0853-21-8609 

益   田 〒698-0027  益田市あけぼの東町 4-6 0856-22-8609 

雲   南 〒699-1311  雲南市木次町里方 514-2 0854-42-0751 

石 見 大 田  〒694-0064  大田市大田町大田ロ 1182-1 0854-82-8609 
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２０２６年度 

（２０２７年３月卒業者用）

島 根 労 働 局 職 業 安 定 部 
公共職業安定所(ハローワーク) 


